
 

「千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

・第
だい

６期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

・第
だい

２期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（素案
そ あ ん

）」 

パブリックコメント（市民
し み ん

意見
い け ん

公募
こ う ぼ

） 閲覧用
えつらんよう

資料
しりょう

 
 
 

意見
い け ん

募集
ぼしゅう

期間
き か ん

 
令和
れ い わ

２年
ねん

１２月
がつ

１５日
にち

（火
か

）～令和
れ い わ

３年
ねん

１月
がつ

１５日
にち

（金
きん

） 
※郵
ゆう

送
そう

の場合
ば あ い

は、令和
れ い わ

３年
ねん

１月
がつ

１５日
にち

までの消印
けしいん

有効
ゆうこう

 

応募
お う ぼ

資格
し か く

 千歳
ち と せ

市内
し な い

に在住
ざいじゅう

、在勤
ざいきん

又
また

は在学
ざいがく

の方
かた

 

意見
い け ん

の提出
ていしゅつ

方法
ほうほう

 

○「意見書
いけんしょ

」用紙
よ う し

に住所
じゅうしょ

・氏名
し め い

（法人
ほうじん

の場合
ば あ い

は、その名称
めいしょう

・事務所
じ む し ょ

所在地
しょざいち

等
とう

の連絡先
れんらくさき

）・電話番号
でんわばんごう

・ご意
い

見
けん

等
とう

を漏
も

れなく記
き

載
さい

してくだ

さい。 
○郵便
ゆうびん

、ＦＡＸ
ふぁっくす

、電子
で ん し

メール、意見箱
いけんばこ

への書面
しょめん

の投函
とうかん

のいずれかによ

ります。 
○記

き

載
さい

事
じ

項
こう

漏
も

れや電話
で ん わ

・口頭
こうとう

でのご意
い

見
けん

は、提出
ていしゅつ

意見
い け ん

として取
と

り扱
あつか

わない場
ば

合
あい

があります。 

意見
い け ん

の提出先
ていしゅつさき

・問
とい

合
あわ

せ 

〒０６６－８６８６ 

千歳市
ち と せ し

東雲町
しののめちょう

２丁
ちょう

目
め

３４番
ばん

地
ち

 

千歳市
ち と せ し

保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

部
ぶ

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

障
しょう

がい福祉係
ふくしがかり

 

電
でん

 話
わ

：０１２３－２４－０３２７ 

ＦＡＸ
ふぁっくす

：０１２３－２３－６７００ 

e-mail
いーめーる

：shogaishien@city.chitose.lg.jp 

 



 

 

 千 歳 市 障 が い 者 計 画 

 第６期千歳市障がい福祉計画 

 第２期千歳市障がい児福祉計画 

素案 

 

【 概
がい

 要
よう

 版
ばん

 】 

～ 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、お互
たが

いに人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し、 

共
とも

に支
ささ

えあい住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で暮
く

らせる社会
しゃかい

の実現
じつげん

～ 
 

令和
れ い わ

２年
ねん

12月
がつ

 

千
ち

 歳
とせ

 市
し

 

 ち   と   せ   し  し ょ う         し  ゃ  け  い  か  く 

  だ い     き     ち  と  せ  し   し  ょ  う        ふ  く  し  け  い  か  く 

  だ い     き     ち  と  せ  し   し  ょ  う       じ  ふ  く  し  け  い  か  く 

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 ～ 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど
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第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

に当
あ

たって             
計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

「千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」は、「障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

」第
だい

11 条
じょう

第
だい

３項
こう

に基
もと

づき、障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

を総合的
そうごうてき

、体系的
たいけいてき

に定
さだ

める基本的
き ほ ん て き

な計画
けいかく

です。 

「千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」は、「障 害 者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

す

るための法律
ほうりつ

（以下
い か

「障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

」という。）」第
だい

88 条
じょう

に基
もと

づき、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サ

ービスの提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

その他
ほか

障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

に基
もと

づく業務
ぎょうむ

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

に関
かん

する

計画
けいかく

として策定
さくてい

するものです。 

また、「児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

」の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

により、市町村
しちょうそん

は基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

して「 障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を定
さだ

めるものとされています。（第
だい

33 条
じょう

の 20）。「 障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計
けい

画
かく

」は、「障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

」に規定
き て い

する「 障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」と一体
いったい

のものとして作成
さくせい

することができる

ことになっており、本市
ほ ん し

においては、これら３つの計画
けいかく

を一体的
いったいてき

に策定
さくてい

するものとしま

す。 
 

 

計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 

「千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」及
およ

び「第
だい

６期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」並
なら

びに「第
だい

２期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」は、国
くに

の「第
だい

４次
じ

障 害 者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」及
およ

び「北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」

などと整合性
せいごうせい

を図
はか

りながら、「千歳市
ち と せ し

第
だい

７期
き

総合
そうごう

計画
けいかく

」におけるまちづくりの基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

で

ある「あたたかさとつながりを心で感じられるまち」のうち、障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

に関
かん

する個別
こ べ つ

計画
けいかく

と位置付
い ち づ

けるとともに、「第
だい

４期
き

千歳市
ち と せ し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」や「第
だい

２期
き

千歳市
ち と せ し

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」などと調和
ちょうわ

した計画
けいかく

として策定
さくてい

するものです。 

 

 

計画
けいかく

の期間
き か ん

 

「千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」及
およ

び「第
だい

６期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」並
なら

びに「第
だい

２期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の計画
けいかく

期間
き か ん

は、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

までの３年間
ねんかん

とします。また、

計
けい

画期
か く き

間 中
かんちゅう

に大幅
おおはば

な制度
せ い ど

改正
かいせい

や社会
しゃかい

情 勢
じょうせい

の変化
へ ん か

があった場合
ば あ い

には、必要
ひつよう

に応
おう

じて計画
けいかく

内容
ないよう

の見直
み な お

しを行
おこ

うこととします。
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第
だい

２章
しょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

の状 況
じょうきょう

            
 

人口
じんこう

の推移
す い い

 

千歳市
ち と せ し

の人口
じんこう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、平成
へいせい

25年
ねん

10月
がつ

１日
ついたち

時点
じ て ん

で 95,387人
にん

であった人口
じんこう

は、

令和
れ い わ

2年
ねん

10月
がつ

１日
ついたち

現
げん

在
ざい

で 98,122人
にん

となっています。 

 

障害 者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

と将 来
しょうらい

推計
すいけい

 

千歳市
ち と せ し

における障 害 者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の所持者数
しょじしゃすう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

では 4,850人
にん

となっています。 

推計
すいけい

の結果
け っ か

、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

の身体
しんたい

に 障
しょう

がいのある人
ひと

は 3,457人
にん

、知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

は

864人
にん

、精 神 障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

は 718人
にん

となると見
み

込
こ

まれます。令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

と比
くら

べ、身体
しんたい

に 障
しょう

がいのある人
ひと

は 31人
にん

の増加
ぞ う か

、知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

は 47人
にん

の増加
ぞ う か

、精 神 障
せいしんしょう

がいのあ

る人
ひと

は 111人
にん

の増加
ぞ う か

となり、全体
ぜんたい

で 189人
にん

の増加
ぞ う か

が見
み

込
こ

まれます。 
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 前回
ぜんかい

計画
けいかく

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

前回
ぜんかい

計画
けいかく

で掲
かか

げた主要
しゅよう

施策
し さ く

（全
ぜん

61施策
し さ く

）については、「計画
けいかく

どおり実施
じ っ し

」が 96.7％（59

施策
し さ く

）となっており、 順 調
じゅんちょう

な実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

となっています。なお、「今後
こ ん ご

実施
じ っ し

」としている

主要
しゅよう

施策
し さ く

は２施策
し さ く

となっており、これらの施策
し さ く

については引
ひ

き続
つづ

き千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の

主要
しゅよう

施策
し さ く

に位置
い ち

付
づ

け、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の推進
すいしん

に努
つと

めていきます。 

 
 

第
だい

３章
しょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

の意向
い こ う

と課題
か だ い

          
 

障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

◆ 現在
げんざい

の生活
せいかつ

で困
こま

っていることや不安
ふ あ ん

に思
おも

っていることについては、「自分
じ ぶ ん

の健康
けんこう

や

体 力
たいりょく

に自信
じ し ん

がない」が約
やく

4割
わり

を占
し

めており、「将 来 的
しょうらいてき

に生活
せいかつ

する住
す

まい、または施設
し せ つ

が

あるかどうか不安
ふ あ ん

」、「家族
か ぞ く

など介助者
かいじょしゃ

の健康
けんこう

状 態
じょうたい

が不安
ふ あ ん

」がそれぞれ約
やく

2割
わり

となって

います。 障
しょう

がい者
しゃ

や介助者
かいじょしゃ

の健康
けんこう

状 態
じょうたい

や将 来
しょうらい

の住
す

まい等
とう

に対
たい

する不安
ふ あ ん

を解 消
かいしょう

する

ことが求
もと

められていることがうかがえます。 

◆ 障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

の「障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消 法
かいしょうほう

」の認知度
に ん ち ど

については、「知
し

らない」「わから

ない」を合
あ

わせて８割
わり

以上
いじょう

となっており、「障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消 法
かいしょうほう

」を当事者
と う じ し ゃ

だけでなく、

市民
し み ん

に対
たい

しても周知
しゅうち

することが求
もと

められていることがうかがえます。 

◆ 障
しょう

がいのある子
こ

どもの保護者
ほ ご し ゃ

の相談先
そうだんさき

については、「家族
か ぞ く

や親族
しんぞく

」が 86.3％で 最
もっと

も

多
おお

く、「千歳市
ち と せ し

指定
し て い

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

」は 12.6％にとどまっていることから、当該
とうがい

事業所
じぎょうしょ

のより一層
いっそう

の周知
しゅうち

が必要
ひつよう

と推察
すいさつ

されます。 

 
サービス提 供

ていきょう
事業所
じぎょうしょ

・民間
みんかん

事業所
じぎょうしょ

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

◆ サービス提 供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

の今後
こ ん ご

の円滑
えんかつ

な事業
じぎょう

運営
うんえい

のために、改善
かいぜん

したいとお 考
かんが

えの

運 営 上
うんえいじょう

の課題
か だ い

について、「支援員
し え ん い ん

の確保
か く ほ

」が約
やく

５割
わり

を占
し

めており、「サービスの内容
ないよう

や

質
しつ

の向 上
こうじょう

」、「利用者
り よ う し ゃ

の確保
か く ほ

」が約
やく

4割
わり

となっています。サービス提 供
ていきょう

体制
たいせい

とあわせて、

利用者
り よ う し ゃ

の確保
か く ほ

が主
おも

な課題
か だ い

だとうかがえます。 

◆ 民
みん

間
かん

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

が 障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

を促進
そくしん

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

について、「外部
が い ぶ

の支援
し え ん

機関
き か ん

の助言
じょげん

・援助
えんじょ

などの支援
し え ん

」、「雇用
こ よ う

事例
じ れ い

や 障
しょう

がい特性
とくせい

・雇用
こ よ う

管理上
かんりじょう

の留意点
りゅういてん

に関
かん

する情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

」、「 職
しょく

場内
ば な い

での人的
じんてき

支援
し え ん

体制
たいせい

の助成
じょせい

の充 実
じゅうじつ

」が必要
ひつよう

な施策
し さ く

と回答
かいとう

する事
じ

業
ぎょう

所
しょ

が多
おお

く、支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の充 実
じゅうじつ

が求
もと

められています。 
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第
だい

４章
しょう

 計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

             
 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

本計画
ほんけいかく

では、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の 考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえ、前計画
ぜんけいかく

で掲
かか

げた「 障
しょう

がいのある人
ひと

も

ない人
ひと

も、お互
たが

いに人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し、共
とも

に支
ささ

えあい住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で暮
く

らせる社会
しゃかい

の実現
じつげん

」を引
ひ

き続
つづ

き基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とします。 

 
基本的
き ほ ん て き

な方針
ほうしん

・基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

である「 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、お互
たが

いに人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し、共
とも

に支
ささ

えあい住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で暮
く

らせる社会
しゃかい

の実現
じつげん

」に基
もと

づき、「差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

と権利
け ん り

擁護
よ う ご

の

推進
すいしん

」、「生活
せいかつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

」、「 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

」、「自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

」、「安全
あんぜん

・

安心
あんしん

で暮
く

らしやすいまちづくり」の５つの分野
ぶ ん や

に区分
く ぶ ん

して基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

を設定
せってい

し、それぞれ

について施策
し さ く

の方向
ほうこう

をまとめます。 

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

 施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

障
し
ょ
う

が
い
の
あ
る
人ひ

と

も
な
い
人ひ

と

も
、
お
互た

が

い
に
人
格

じ
ん
か
く

と 
個
性

こ

せ

い

を
尊

重

そ
ん
ち
ょ
う

し
、
共と

も

に
支さ

さ

え
あ
い 

住す

み
慣な

れ
た
地
域

ち

い

き

で
暮く

ら
せ
る
社
会

し
ゃ
か
い

の
実
現

じ
つ
げ
ん 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

１ 

「差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

と権利
け ん り

擁護
よ う ご

の

推進
すいしん

」 

１ 啓発
けいはつ

・理解
り か い

促進
そくしん

 

２ 差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

及
およ

び権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

２ 

「生活
せいかつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

」 

１ 生活
せいかつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

２ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

 

３ 情 報
じょうほう

・コミュニケーション支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

３ 

「 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

」 

１ 療 育
りょういく

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

２ 保育
ほ い く

・教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

４ 

「自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

」 

１ 雇用
こ よ う

・就 労
しゅうろう

の推進
すいしん

 

２ 地域
ち い き

共 生
きょうせい

の推進
すいしん

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

５ 

「安全
あんぜん

・安心
あんしん

で 

暮
く

らしやすいまちづくり」 

１ 生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

充 実
じゅうじつ

 

２ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

・感 染 症
かんせんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん
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第
だい

５章
しょう

 千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

             
 

第
だい

４ 章
しょう

で設定
せってい

した基本
き ほ ん

理念
り ね ん

、基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

、施策
し さ く

の方向
ほうこう

に沿
そ

って、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

する

各
かく

種
しゅ

施
し

策
さく

を推進
すいしん

していきます。 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

１ 「差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

と権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

」                       

   １ 啓発
けいはつ

・理解
り か い

促進
そくしん

                             

     ① 障
しょう

がい特性
とくせい

に対
たい

する理解
り か い

促進
そくしん

 

     ②広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

     ③福祉
ふ く し

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

     ④交 流
こうりゅう

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 
 

 ２ 差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

及
およ

び権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

                      

     ① 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

 

     ② 障
しょう

がい者
しゃ

の虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

     ③ヘルプマーク・ヘルプカードの普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

 

     ④市
し

職 員
しょくいん

に対
たい

する 障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

 

     ⑤成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

等
とう

の利用
り よ う

促進
そくしん

 

⑥日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における自立
じ り つ

のための支援
し え ん

 

     ⑦福祉
ふ く し

オンブズマン制度
せ い ど

の推進
すいしん

 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

２ 「生活
せいかつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

」                        

   １ 生活
せいかつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

                             

     ①相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

     ② 障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

 

     ③介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスとの連携
れんけい

 

④関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

⑤経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

軽減
けいげん

 

⑥情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

・発信
はっしん

の充 実
じゅうじつ

 

⑦ 障
しょう

がい者
しゃ

グループホーム等
とう

の整備
せ い び

促進
そくしん

 
 

 ２ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

                            

①医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

による相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

     ②医療費
い り ょ う ひ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

 

     ③生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

・早期
そ う き

発
はっ

見
けん
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３ 情 報
じょうほう

・コミュニケーション支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

                  

     ①意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

     ②情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

 

     ③千歳市
ち と せ し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条 例
じょうれい

に基
もと

づく施策
し さ く

の推進
すいしん

 
 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

３ 「 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

」                        

   １ 療 育
りょういく

等
とう

の充 実
じゅうじつ

                             

①乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

の充 実
じゅうじつ

 

     ②こども発達
はったつ

相談室
そうだんしつ

の充 実
じゅうじつ

 

③児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターによる連携
れんけい

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

④ 障
しょう

がい児通所
じ つ う し ょ

支援
し え ん

サービス提 供
ていきょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

     ⑤早期
そ う き

療 育
りょういく

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

⑥肢体
し た い

不自由児者
ふ じ ゆ う じ し ゃ

の機能
き の う

訓練
くんれん

の充 実
じゅうじつ

 
 

 ２ 保育
ほ い く

・教 育
きょういく

の推進
すいしん

                            

     ① 障
しょう

がい児
じ

教 育
きょういく

・保育
ほ い く

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

 

     ②幼稚園
よ う ち え ん

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の促進
そくしん

 

     ③インクルージョン保育
ほ い く

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

④個別
こ べ つ

の教 育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

の活用
かつよう

 

⑤特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

⑥特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

への就 学
しゅうがく

支援
し え ん

 

⑦学童
がくどう

クラブの充 実
じゅうじつ

・拡 充
かくじゅう

 

⑧学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

の支援
し え ん

 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

４ 「自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

」                        

 １ 雇用
こ よ う

・就 労
しゅうろう

の推進
すいしん

                            

     ①企業
きぎょう

等
とう

に対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

 

     ②福祉的
ふ く し て き

就 労
しゅうろう

の支援
し え ん

 

     ③就 労 先
しゅうろうさき

の拡 充
かくじゅう

と職場
しょくば

定 着
ていちゃく

の促進
そくしん

 

     ④市
し

職 員
しょくいん

としての雇用
こ よ う

の拡
かく

大
だい

 

⑤一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

の促進
そくしん

 

⑥訓練
くんれん

・就 労
しゅうろう

体験
たいけん

の支援
し え ん

 

⑦資格
し か く

取得
しゅとく

費用
ひ よ う

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

 

⑧ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

の推進
すいしん

 

⑨関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

とネットワークの充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか
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⑩多様
た よ う

な就 労
しゅうろう

機会
き か い

の確保
か く ほ

 
 

 ２ 地域
ち い き

共 生
きょうせい

の推進
すいしん

                             

     ①地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

推進
すいしん

 

     ②相互
そ う ご

交 流
こうりゅう

の促進
そくしん

 

     ③ボランティアの人材
じんざい

養成
ようせい

 

     ④当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

への活動
かつどう

支援
し え ん

 

     ⑤スポーツ・レクリエーション活動
かつどう

の支援
し え ん

 

⑥文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

⑦外 出
がいしゅつ

や移動
い ど う

の支援
し え ん

 

⑧交通費
こ う つ う ひ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

 

⑨免許
めんきょ

取得
しゅとく

費用
ひ よ う

等
とう

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

  

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

５ 「安全
あんぜん

・安心
あんしん

で暮
く

らしやすいまちづくり」                       

 １ 生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

充 実
じゅうじつ

                            

     ①住
す

まいのバリアフリー化
か

の推進
すいしん

 

     ②公 共
こうきょう

施設
し せ つ

等
とう

のバリアフリー化
か

の推進
すいしん

 

     ③道路
ど う ろ

・公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

のバリアフリー化
か

の推進
すいしん

 

     ④公園
こうえん

緑地
りょくち

のバリアフリー化
か

の推進
すいしん

 

 

２ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

・感 染 症
かんせんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん

                      

     ①防災
ぼうさい

・減災
げんさい

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

     ②緊 急
きんきゅう

時
じ

における連絡
れんらく

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 

     ③避難
ひ な ん

通路
つ う ろ

の確保
か く ほ

 

     ④ひとり暮
ぐ

らし見守
み ま も

り活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

     ⑤消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の防止
ぼ う し

 

     ⑥感 染 症
かんせんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん
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第
だい

６章
しょう

 第
だい

６期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

            
 

計画
けいかく

の内容
ないよう

 

○ 第
だい

６期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、計画
けいかく

の実施
じ っ し

により達成
たっせい

すべき目 標
もくひょう

と目 標
もくひょう

達成
たっせい

に

向
む

けて定
てい

期
き

的
てき

な 状 況
じょうきょう

確認
かくにん

を 行
おこな

うための指標
しひょう

を定
さだ

め、数
すう

値
ち

目
もく

標
ひょう

及
およ

び必
ひつ

要
よう

なサービス

量
りょう

の確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

を定
さだ

めます。 

 

○ 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

までの各年度
か く ね ん ど

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス及
およ

び地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

の見込量
みこみりょう

とその見込量
みこみりょう

を確保
か く ほ

するための方策
ほうさく

を定
さだ

めます。 

 
障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

に係
かか

る目 標
もくひょう

 

（１）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

入 所 者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

◆施設
し せ つ

入 所 者
にゅうしょしゃ

の減少者数
げんしょうしゃすう

／地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行者数
いこうしゃすう

 

項
こう

 目
もく

 数値
す う ち

 説明
せつめい

 

施設
し せ つ

入 所 者
にゅうしょしゃ

減 少
げんしょう

見込数
み こ み す う

 ２人
ふ た り

 

・ 令和元
れ い わ が ん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の 施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

（121人
にん

）から、令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

末
まつ

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を差
さ

し引
ひ

いた人数
にんずう

 

・差
さし

引
ひ

き 1.6%減
げん

少
しょう

を目 標
もくひょう

とします。 

施設
し せ つ

入 所 者
にゅうしょしゃ

の 

地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

 
8人

にん

 

・ 令和元
れ い わ が ん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

に お け る 施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

（121人
にん

）の 6%以上が地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

することを目 標
もくひょう

とします。 

 

（２）精 神 障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

 

◆精 神 障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムに関
かん

する協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

項
こう

 目
もく

 目 標
もくひょう

 説明
せつめい

 

協議
きょうぎ

の場
ば

の開催
かいさい

回数
かいすう

 
１回

かい

以上
いじょう

/年
ねん

 

・専門
せんもん

部会
ぶ か い

など保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

 

協議
きょうぎ

の場
ば

の参加者数
さんかしゃすう

 
10人

にん

以上
いじょう

/年
ねん

 

・保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、介護
か い ご

、当事者
と う じ し ゃ

、家族
か ぞ く

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

の参加者数
さんかしゃすう

 

協議
きょうぎ

の場
ば

における目 標
もくひょう

設定
せってい

と 

検 証
けんしょう

実施
じ っ し

 
１回

かい
/年

ねん
 ・年

ねん

1回
かい

PDCA サイクルにより評価
ひょうか

実施
じ っ し
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（３）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

が有
ゆう

する機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

 

項
こう

 目
もく

 目 標
もくひょう

 説明
せつめい

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の設置
せ っ ち

 １か所
しょ

 
・ 障

しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

す

る、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の設置
せ っ ち

 

機能
き の う

検証
けんしょう

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 1回
かい

以上
いじょう

/年
ねん

 

・年
ねん

１回
かい

以上
いじょう

運用
うんよう

状 況
じょうきょう

の検 証
けんしょう

・検討
けんとう

を

実施
じ っ し

 

 

（４）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行
い こ う

等
とう

 

◆福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行者数
いこうしゃすう

 

項
こう

 目
もく

 数値
す う ち

 説明
せつめい

 

目 標
もくひょう

年度
ね ん ど

の一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

移行者数
いこうしゃすう

 26人
にん

 

・令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

において、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

する人数
にんずう

 

・ 令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

末
まつ

の一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

移行者数
いこうしゃすう

（20人
にん

）の 1.27倍
ばい

を目 標
もくひょう

とします。 

 

◆就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者数
りようしゃすう

 

項
こう

 目
もく

 数値
す う ち

 説明
せつめい

 

目 標
もくひょう

年度
ね ん ど

の 就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者数
りようしゃすう

 
10人

にん

 

・令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

末
まつ

において、就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を利用
り よ う

する人数
にんずう

 

・令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

末
まつ

の就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の

利用者数
りようしゃすう

（7人
にん

）の 1.3倍
ばい

を目 標
もくひょう

としま

す。 

目 標
もくひょう

年度
ね ん ど

の 就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

A型
がた

の利用者数
りようしゃすう

 
153人

にん

 

・令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

末
まつ

において、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

A 型を利用
り よ う

する人数
にんずう

 

・令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

末
まつ

の就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

A型
がた

の

利用者数
りようしゃすう

（121人
にん

）の 1.26倍
ばい

を目 標
もくひょう

と

します。 

目 標
もくひょう

年度
ね ん ど

の 就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

B型
がた

の利用者数
りようしゃすう

 
333人

にん

 

・令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

末
まつ

において、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

B 型を利用
り よ う

する人数
にんずう

 

・令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

末
まつ

の 就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

B型
がた

の

利用者数
りようしゃすう

（270人
にん

）の 1.23倍
ばい

を目 標
もくひょう

と

します。 
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◆就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の目標値
もくひょうち

 

項
こう

 目
もく

 目標値
もくひょうち

 説明
せつめい

 

令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

末
まつ

における 

就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

利用者数
りようしゃすう

 
7割

わり

以上
いじょう

 

就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

を 通
つう

じ て 一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

に移行
い こ う

する者
もの

のうち、就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

を利用
り よ う

する割合
わりあい

 

就 労
しゅうろう

定 着 率
ていちゃくりつ

 
全体
ぜんたい

の 

7割
わり

以上
いじょう

 

就 労
しゅうろう

定 着 率
ていちゃくりつ

が ８ 割
わり

以上
いじょう

の 事業所
じぎょうしょ

を

全体
ぜんたい

の７割
わり

以上
いじょう
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サービス見込量
みこみりょう

 

事業名
じぎょうめい

 単位
た ん い

 

 

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

 

 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

 

 

令和５年度
ね ん ど

 

 

指
定

し

て

い

障
害

し
ょ
う
が
い

福
祉

ふ

く

し

サ
ー
ビ
ス 

訪
問

ほ
う
も
ん

系け
い

サ
ー
ビ
ス 

居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ） 
人/月 103 104 105 

時間/月 1,560 1,567 1,575 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 
人/月 5 5 5 

時間/月 646 646 646 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 
人/月 14 14 14 

時間/月 158 158 158 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 
人/月 21 22 23 

時間/月 420 440 460 

重度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 
人/月 1 1 1 

時間/月 520 520 520 

日
中

に
っ
ち
ゅ
う

活
動

か
つ
ど
う

系け
い

サ
ー
ビ
ス 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 
人/月 248 254 260 

人日/月 5,110 5,230 5,360 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 
人/月 1 1 1 

人日/月 23 23 23 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 
人/月 10 11 12 

人日/月 180 198 216 

宿 泊 型
しゅくはくがた

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 
人/月 11 11 12 

人日/月 319 319 348 

就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 
人/月 14 17 20 

人日/月 250 305 360 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ型
えーがた

） 
人/月 125 130 135 

人日/月 2,400 2,500 2,590 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ型
びーがた

） 
人/月 300 320 340 

人日/月 5,070 5,400 5,740 

就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 人/月 6 8 10 

療 養
りょうよう

介護
か い ご

 人/月 14 14 14 

短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

（福祉型
ふ く し が た

） 
人/月 24 24 24 

人日/月 190 190 190 

短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

（医療型
いりょうがた

） 
人/月 4 4 4 

人日/月 16 16 16 

居
住

き
ょ
じ
ゅ
う

系け
い 

サ
ー
ビ
ス 

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム） 人/月 120 120 120 

施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

 人/月 121 120 119 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 人/月 2 2 2 
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第
だい

７章
しょう

 第
だい

２期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

            
 

計画
けいかく

の内容
ないよう

 

○ 第
だい

２期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の体制
たいせい

整備
せ い び

の促進
そくしん

のため、障
しょう

害
がい

児通所
じ つ う し ょ

支援
し え ん

及
およ

び 障
しょう

害
がい

児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に係
かか

る目 標
もくひょう

を定
さだ

めます。 

 

○ 令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

までの各年度
か く ね ん ど

における指定通所
していつうしょ

支援
し え ん

又
また

は指定障
していしょう

害
がい

児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

のサービス提 供
ていきょう

種類
しゅるい

ごとの必要
ひつよう

な利用
り よ う

見込量
みこみりょう

とその利用
り よ う

見込量
みこみりょう

を確保
か く ほ

するため

の方策
ほうさく

を定
さだ

めます。 

 
障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

に係
かか

る目 標
もくひょう

の設定
せってい

 

（１）保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の利用
り よ う

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

単位 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

人/月 24 24 24 

人日/月 48 48 48 

 
（２）保育所

ほ い く し ょ

・認定
にんてい

こども園
えん

・学童
がくどう

クラブにおける 障
しょう

がい児
じ

の受入
う け い

れ 

種別 
利用
り よ う

ニーズを踏
ふ

まえた 

必要
ひつよう

な見込量
み こ り ょ う

（人
ひと

） 
令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

保育所
ほ い く し ょ

・認定
にんてい

 

こども園
えん

等
とう

 
61 61 61 61 

学童
がくどう

クラブ 28 28 28 28 
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サービス見込量
みこみりょう

 

事業名
じぎょうめい

 単位
た ん い

 

 

令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 

 

 

令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 

 

 

令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

 

 

障
し
ょ
う

害が
い

児じ

支
援

し

え

ん

サ
ー
ビ
ス 

障
し
ょ
う

害が
い

児じ

通
所

つ
う
し
ょ

支
援

し

え

ん 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
人/月 150 150 150 

人日/月 900 900 900 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 
人/月 200 215 230 

人日/月 2,000 2,150 2,300 

保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 
人/月 24 24 24 

人日/月 48 48 48 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
人/月 1 1 1 

人日/月 5 5 5 

障
しょう

害
がい

児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

 実利用者数 175 180 185 

巡 回
じゅんかい

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

事業
じぎょう

 箇所数 1 1 1 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

に対
たい

する 

コーディネーターの配置
は い ち

人数
にんずう

 
配置人数 1 2 2 
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第
だい

８章
しょう

 計画
けいかく

の実施
じ っ し

体制
たいせい

と進行
しんこう

管理
か ん り

             
 

計画
けいかく

の実施
じ っ し

体制
たいせい

 

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

及
およ

び第
だい

６期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

並
なら

びに第
だい

２期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の３計画
けいかく

については、一体的
いったいてき

に推進
すいしん

するものとし、保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

部
ぶ

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

が

中 心
ちゅうしん

となり、庁 内
ちょうない

関係
かんけい

部局
ぶきょく

、関係
かんけい

団体
だんたい

･機関
き か ん

、関係
かんけい

行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、総合的
そうごうてき

かつ効果的
こ う か て き

な計画
けいかく

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 
計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

 

「 障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」に掲
かか

げた各施策
か く し さ く

の取組
とりくみ

実績
じっせき

、「第
だい

６期障
きしょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」に掲
かか

げた数値
す う ち

目 標
もくひょう

及
およ

び 障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

サービスや地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実績値
じ っ せ き ち

並
なら

びに「第
だい

２期障
きしょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」に掲
かか

げた 障
しょう

害
がい

児
じ

支援
し え ん

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に係
かか

る目 標
もくひょう

等
とう

について、調査
ちょうさ

分析
ぶんせき

等
とう

を 行
おこな

い、

その結果
け っ か

を「千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい者
しゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」に報告
ほうこく

し、計画
けいかく

の推進
すいしん

方法
ほうほう

について意見
い け ん

を求
もと

めるとともに、進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の点検
てんけん

や評価
ひょうか

を受
う

けることとします。 

 

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

・第
だい

６期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

・第
だい

２期
き

千歳市
ち と せ し

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 概要版
がいようばん

 

令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

発
はっ

行
こう

 

編
へん

 集
しゅう
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第１章 計画の作成にあたって          
 

１．計画策定の趣旨 

 
「千歳市障がい者計画」は、「障害者基本法第」第 11 条第３項に基づき、障がい者

施策の基本方向を総合的、体系的に定める基本的な計画です。 

「第６期千歳市障がい福祉計画」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）」第 88 条に基づき、障害福祉

サービスの提供体制の確保その他障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関す

る計画として策定するものです。 

また、市町村は「児童福祉法」第３３条の２０に基づき、障がい児福祉計画を定める

ものとされています。「障がい児福祉計画」は、「障害者総合支援法」に規定する「障が

い福祉計画」と一体のものとして作成することができることになっており、本市におい

ては、これら３つの計画を一体的に策定するものとします。 
 
■根拠法令・計画の性格 

 

 障がい者計画 障がい福祉計画 障がい児福祉計画 

根拠法令 
障害者基本法 

第 11 条第３項 

障害者総合支援法 

第88条 

児童福祉法 

第33条の20 

性  格 
障がい者施策に関する基本的な 

事項を定める中長期的な計画 

障害福祉サービス等の量と提供

体制を確保するための計画 

障がい児支援の提供体制を確保

するための計画 
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２．計画の位置付け 

 
「千歳市障がい者計画」及び「第６期千歳市障がい福祉計画」並びに「第２期千歳市

障がい児福祉計画」は、国の「第４次障害者基本計画」及び「北海道障がい者基本計画」

などと整合性を図りながら、「千歳市第７期総合計画」におけるまちづくりの基本目標

である「あたたかさとつながりを心で感じられるまち」のうち、障がい施策分野に関す

る個別計画と位置付けるとともに、「第４期千歳市地域福祉計画」や「第２期千歳市子

ども・子育て支援事業計画」などと調和した計画として策定します。 

 

 
■計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

[国] 第４次障害者基本計画 

[北海道] 北海道障がい者基本計画・第６期北海道障がい福祉計画 

 

 

千歳市障がい者計画 

（令和３年度～令和５年度） 

第６期千歳市障がい福祉計画 

（令和３年度～令和５年度） 

第２期千歳市障がい児福祉計画 

（令和３年度～令和５年度） 

千歳市第７期総合計画（令和３年度～令和12年度） 

千歳市高齢者保健福祉計画 

第８期千歳市介護保険事業計画 

（令和３年度～令和５年度） 

 第２期千歳市子ども・子育て支援事業計画

（令和２年度～令和６年度） 

第２次千歳市健康づくり計画 

（平成28年度～令和４年度） 

 

第４期千歳市地域福祉計画 

（令和２年度～令和６年度） 
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３．計画の期間 

「千歳市障がい者計画」及び「第６期千歳市障がい福祉計画」並びに「第２期千歳市

障がい児福祉計画」の計画期間は、令和３年度から５年度までの３年間とします。 

また、計画期間中に大幅な制度改正や社会情勢の変化があった場合には、必要に応じ

て本計画内容の見直しを行うこととします。 
 

■計画期間 
 

計画名 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

国 障 害 者 基 本 計 画 第３次 第４次(H30～R4)    

   

北海道 

北海道障がい者基本計画 第２期(H25～R4)    

北海道障がい福祉計画 第４期 第５期 第６期(R3～R5)   

 

千歳市 

総 合 計 画 第６期 第７期(R3～R12) 

地 域 福 祉 計 画 第３期 第４期(R2～R6)  

 

障 が い 者 計 画 障がい者計画 障がい者計画 障がい者計画   

障 が い 福 祉 計 画 第４期 第５期 第６期   

障 が い 児 福 祉 計 画  第１期 第２期   
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４．計画の策定体制 

（１）当事者アンケート調査 

市内在住の身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者から対

象者を抽出し、生活実態や障害福祉サービス利用に関する今後の意向などについての

アンケートを実施しました。また、障がい児については、各種手帳及び通所受給者証を

交付されている 18 歳未満の児童の保護者全員にアンケートを実施しました。 

 

（２）関係団体ヒアリング調査 

障がい者団体を対象にヒアリング調査を実施し、アンケート調査では把握しづらい

障がいのある人の抱える課題や、今後求められる取組について意見を聴取しました。 

 

（３）千歳市保健福祉推進委員会での検討 

庁内各部局等の次長職で構成する「千歳市保健福祉推進委員会」において、障がい福

祉施策の現状や課題を点検・整理するなど、計画全般について横断的な視点で検討しま

した。 

 

（４）千歳市障がい者地域自立支援協議会から意見聴取 

市内の障がいのある人やその家族、関係機関・団体・事業者等で構成する「千歳市障

がい者地域自立支援協議会」の意見を踏まえながら、計画を作成しました。 

 

（５）千歳市保健福祉調査研究委員会での審議 

市内の保健福祉関係機関・団体の代表者等で構成する「千歳市保健福祉調査研究委員

会」において、専門的・総合的な見地から意見をいただきました。 
 

（６）パブリックコメント 

市民の意見を聴取するため、パブリックコメントを令和 2 年 12 月○日から令和 3

年 1 月○日まで実施しました。パブリックコメントの結果、〇件の意見提出がありま

した。結果の概要については巻末「資料編」を参照してください。 
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■計画策定の流れ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

「障がい者計画」・「第６期障がい福祉計画」・「第２期障がい児福祉計画」の策定 

計画素案の作成 

現状・課題の把握 

当事者アンケート調査 関係団体ヒアリング 

千歳市障がい者地域自立支援協議会 

 

千歳市保健福祉推進委員会 

 

千歳市保健福祉調査研究委員会 

計画素案の検討 

計画案の作成 

千歳市保健福祉推進委員会 

千歳市障がい者地域自立支援協議会 

千歳市保健福祉調査研究委員会 

計画素案の修正 

パブリックコメントの実施 



 

6 
 

５．障がい福祉に関する法律・制度等の動向 

≪国≫ 

■障がい福祉に関する動向 
 障害者基本計画 障害福祉計画 
 

 

 

 

 

障

が

い

福

祉

に

関

す

る 

動

向 

障害者基本法の改正（平成 23 年 8 月） 

〇目的と理念の改正・強化 

・基本的人権の尊重 

・障がい者・障がいの定義の見直し 

・地域における共生社会の実現 

〇差別の禁止 

〇個別分野の追加と既存分野の強化 

【新設】療育、防災及び防犯、消費者としての障

がい者の保護、選挙等における配慮 等 

障害者総合支援法の施行（平成 25 年 4 月） 

〇障がい者の定義に難病患者を追加 

〇重度訪問介護の対象に知的・精神障がいにより行

動障がいのある人を追加 

〇共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グ

ループホーム）への一元化 

〇障害程度区分を障害支援区分に見直し 

障害者虐待防止法の施行（平成 24 年 10 月） 

〇障がい者虐待の防止と虐待防止の早期発見・対

応と再発防止等の取組を規定 

障害者総合支援法及び児童福祉法の改正 

（平成 28 年 6 月公布・平成 30 年 4 月施行） 

〇障がい者の望む地域生活の支援 

・自立生活援助、就労定着支援等 

・高齢障がい者の介護保険サービス利用円滑化 

〇障がい児支援のニーズの多様化への対応 

・居宅訪問による発達支援 

・障がい児福祉計画の策定 等 

○サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 等 

障害者差別解消法の施行（平成 28 年４月） 

〇障害者基本法に定めた「差別の禁止」の規定を

具体化 

・地方自治体における差別的取扱いの禁止 等 
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≪国≫ 

■近年の障がい福祉に関する動向 
 法律・政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障

が

い

福

祉

に

関

す

る 

動

向 

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の施行（平成 30 年６月） 

○障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術活動を

通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図る。 

 

ユニバーサル社会実現推進法の施行（平成 30 年 12 月） 

○「ユニバーサル社会」を障害の有無、年齢等にかかわらず、国民 1 人 1 人が、社会の対等な構

成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機

会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民 1 人 1 人が相互に人格と個性を尊重しつ

つ支え合いながら共生する社会と定義。 

○ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。 

 

読書バリアフリー法の施行（令和元年６月） 

○障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受するこ

とができる社会の実現に寄与することを目的とする。 

○視覚障害者等（＝視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、視覚によ

る表現の認識が困難な者）の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進。 

 

障害者の雇用の促進法等に関する法律の一部改正（令和元年６月成立 順次施行） 

○障害者の雇用を一層促進するため、自ら率先して障害者を雇用するよう努めることを国及び地

方公共団体の責務として規定。 

○民間事業者における短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用

の支援。 

○国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を規定。 

 

バリアフリー法の一部改正（令和２年５月成立 令和３年４月施行） 

○公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取り組み強化とともに、国民に向け

た広報啓発の取り組み促進を規定。 

○市町村による「心のバリアフリー」の推進に関する事項を追加。 

 

電話リレーサービス法の成立（令和２年６月成立、施行） 

○国による基本方針の策定と、聴覚障害者が手話通訳士などを介して連絡を取る「電話リレー

サービス」（パソコンやスマホの画面を通じて手話や文字で発信し、通訳が通話先にその内容を

伝えるもの）を制度化し、交付金制度の創設を整備。 
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地域共生社会の実現のための「社会福祉法」等の一部改正（令和２年６月成立 令和３年４月

施行） 

○地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応できるよ 

う、地域における包括的相談体制の強化、アウトリーチによる引きこもり対応強化、住民同士

の交流拠点の開設支援、関係機関の連携による一体的支援などによる、「包括的支援体制の整備」

を行う新たな事業を創設する。 

 

農福連携等推進ビジョン（補助事業開始 平成 27 年～） 

〇農福連携とは、障がい者等が農業分野で活躍することを通じて、自信や生きがいを持って社

会参画を実現していく取組であり、障がい者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけで

なく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性も

ある。 

○農林水産省では、平成 27 年度から農福連携に取り組もうとする方に対して、補助事業を設け

ている。 

 

児童福祉法施行令の一部を改正する政令（就学前の障がい児の発達支援の無償化）（令和元年 10

月施行） 

〇就学前障がい児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化となった。 
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≪北海道≫ 

■障がい福祉に関する動向 
 条例・計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障

が

い

福

祉

に

関

す

る 

動

向 

北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい 

地域づくりの推進に関する条例（以下「北海道障がい者条例」）（平成 22 年 4 月施行） 

〇障がいのある人を支える基本的施策等 

（関係法令等との調和・道民等の理解の促進・高齢者施策等との連携（共生型事業）等） 

○障がいのある人の権利擁護 

○障がいのある人が暮らしやすい地域づくり 

（地域づくりに関するに関する基本指針の策定（地域づくりガイドライン）等） 

○障がいのある人に対する就労の支援 等 

 

第 2 期北海道障がい者基本計画（平成 25 年度～平成 34 年度） 

〇障がいの有無に関わらず「相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会」の実現を目指し、 

障がいのある人が必要とするサービスを利用しながら、「希望するすべての障がいのある人が安

心して地域で暮らせる社会づくり」を基本的な目標として定める。 

≪計画の体系≫ 

①地域生活の支援体制の充実 ②自立と社会参加の促進 ③バリアフリー社会の実現 

○障がい保健福祉圏域 

 北海道障がい保健福祉圏域を設定し保健・医療・福祉サービスの重層的なネットワークを推進 

 本道を 21 区分（千歳市：札幌圏域） 

 

第６期北海道障がい福祉計画 （令和３年度～令和５年度） 
≪基本的方針≫ 

「希望するすべての障がいのある人が安心して地域で暮らせる社会の実現」 

≪計画推進の基本的な考え方≫ 

①北海道障がい者条例の施策の推進      ②権利擁護の推進 

③地域生活支援体制の充実           

④北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策の推進 

⑤サービス提供基盤の整備          ⑥障がい児支援の充実 

⑦発達障がいのある人や医療を必要とする人等への支援  

⑧精神保健福祉・医療施策の充実       ⑨就労支援施策の充実・強化 

⑩人材の養成・確保及びサービスの質の向上  ⑪安全確保に備えた地域づくりの推進 
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６．北海道障がい保健福祉圏域 

保健・福祉サービスには、居宅介護（ホームヘルプサービス）など市町村の区域で身
近に利用されるものと、施設サービスなど複数の市町村にわたって広域的に利用され
るもの、さらに、より高度・専門的なサービスなど全道的に利用されるものがあります。 

このことから、北海道では、障がい者施策の積極的な推進を図るため、市町村の人口
規模や各種施策の内容等に応じた広域的な調整を行うことを目的に、21 の障がい保健
福祉圏域を設定しています。 

保健・福祉サービスの提供体制の確保が、地域間の格差を縮小しながら進められるよ
う、サービスの種類ごとの支給量及び整備量を見込み、推進管理等を行う「区域」とし
て設定されており、本市は「札幌圏域」に位置付けられています。 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                資料：北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 
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第２章 障がいのある人の状況         
１．人口の推移 

 

千歳市の人口は増加傾向にあり、平成25年10月1日時点で95,387人であった人口は、
令和２年10月１日現在で98,122人となっています。 

全道一若いまちの千歳市においても高齢化が徐々に進んでおり、平成25年度時点の老
年人口（65歳以上）の割合は19.0%でしたが、令和2年度には23.1％となり、７年間で
4.1ポイント上昇しています。 

図表１ 千歳市の人口と年代別割合 
 

 
 

 
資料：住民基本台帳-外国人登録者数を含む。（各年度 10 月１日現在） 

  

13,874 13,716 13,707 13,713 13,512 13,399 13,226 13,070 

63,398 62,631 62,152 61,939 61,909 61,779 61,886 62,424 

18,115 19,079 19,906 20,649 21,290 21,806 22,298 22,628 

95,387 95,426 95,765 96,301 96,711 96,984 97,410 98,122 
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度

人口（0～14歳） 人口（15～64歳） 人口（65歳以上）



 

12 
 

２．障害者手帳所持者数 

 

千歳市における障害者手帳の所持者数は年々増加しており、令和元年度では4,850人と
なっています。千歳市の総人口に占める障害者手帳所持者の割合は、やや増加傾向がみら
れ、平成25年度に4.7%であった割合が、令和元年度には5.0%となっています。 

令和元年度末に身体に障がいのある人は3,426人、知的障がい*のある人は817人、精
神障がいのある人は607人となっています。 
 

図表 2 千歳市における障害者手帳所持者数 

 
 

図表 3 千歳市における障害者手帳所持者の割合 

 
資料：障がい者支援課（各年度３月 31 日現在） 

                                            
*知的障がい…発達期（おおむね18歳）までに現れる障がいで、全般的な知的発達の遅れ、若しくは、

知的発達の偏り等があるために現実の問題解決の遅れや支障が生じているため、何ら
かの特別な支援を必要とする状態をいいます。 

3,364 3,341 3,431 3,409 3,394 3,442 3,426 

706 704 742 784 801 826 817 
412 432 464 507 515 541 607 4,482 4,477 4,637 4,700 4,710 4,809 4,850 
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9.2% 9.6% 10.0% 10.8% 10.9% 11.2% 12.5%
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（１）身体障害者手帳所持者数 
身体障害者手帳の所持者数は年々増加しており、平成25年度末に3,364人であった所

持者は、令和元年度末には62人増の3,426人となっています。 
障がいの種別では肢体不自由が最も多く、1,965人となっています。 
平成25年度末と比べて伸び率が大きいのは内部障がいであり、令和元年度末では平成

25年度末と比べて13.9%増の1,018人となっています。 
 

図表 4 身体障害者手帳所持者数と等級別の推移 

 

 
 

図表 5 身体障害者手帳所持者数と種別の推移* 

 

 
資料：障がい者支援課（各年度３月 31 日現在） 

  

                                            
*そしゃく機能障がい…歯、顎、口腔等の器質的機能的障がいにより食物の摂取が困難なもの 
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（２）療育手帳所持者数 
療育手帳の所持者数は年々増加しており、平成25年度末に706人であった所持者は、

令和元年度末には111人増の817人となっています。 
平成25年度末に241人であったA判定は、令和元年度末には6人増の247人となってい

ます。また、B判定は、平成25年度末の465人に対し、令和元年度末には105人増の570
人と大きく増加しています。 

図表 6 療育手帳所持者数と等級別の推移 

 
資料：障がい者支援課（各年度３月 31 日現在） 

 

（３）精神障害者保健福祉手帳所持者数 
精神障害者保健福祉手帳の所持者数は年々増加しており、平成25年度末に412人であ

った所持者は、令和元年度末には195人増の607人となっています。 
障がいの等級別については、１級が55人、２級が358人、３級が194人となっており、

最も伸び率が大きいのは３級で平成2５年度末と比べて1.8倍となっています。 
図表 7 精神障害者保健福祉手帳所持者数と等級別の推移 

 
資料：障がい者支援課（各年度３月 31 日現在） 
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（４）障がい者数の将来推計 
千歳市における障害者手帳の将来の所持者数について、将来推計人口*１及び平成29年

度から令和元年度までの障害者手帳別の伸び率*２の平均をもとに令和５年度まで推計し
ました。 

推計の結果、令和５年度末の身体に障がいのある人は3,457人、知的障がいのある人は
864人、精神障がいのある人は718人となり、令和元年度と比べ、身体に障がいのある人
は31人（0.9％）増加、知的障がいのある人は47人（5.8％）増加、精神障がいのある人
は111人（18.3％）増加し、全体で189人（3.9％）の増加が見込まれます。 

また、令和５年度の将来推計人口に占める手帳所持者の割合*３は、身体障害者手帳が
3.5％、療育手帳が0.9％、精神障害者保健福祉手帳が0.7％になると見込まれます。 

 
図表 8 障がい者数の将来推計 

 
*１ 将来推計人口 

 令和 3 年 令和４年 令和５年 
将来推計人口（人） 97,553 97,570 97,565 

  出典：千歳市企画部 
*２ 障害者手帳別の伸び率 

手帳 平成 29 年度～30 年度
の伸び率（Ａ） 

平成 30 年度～令和元
年度の伸び率（Ｂ） 

平均の伸び率 
（(Ａ＋Ｂ)/２） 

身体障害者手帳 1.4% -0.5% 0.5% 
療育手帳 3.1% -1.1% 1.0% 
精神障害者保健福祉手帳 5.0% 12.2% 8.6% 

 
*３ 将来推計人口に占める手帳所持者の割合 

 令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 
将来推計人口（人） 97,553 97,570 97,565 
身体障害者手帳（人・％） 3,448（3.5%） 3,452（3.5%） 3,457（3.5%） 
療育手帳（人・％） 848（0.9%） 856（0.9%） 864（0.9%） 
精神障害者保健福祉手帳（人・％） 654（0.7%） 656（0.7%） 718（0.7%） 
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３．千歳市障がい者計画（これまでの主な取組） 

 

千歳市では、障がいのある人が自立した生活を地域で送ることができる社会の実現を
目指し、障がい者計画に掲げる施策を推進してきました。 

前計画で掲げた主要施策（全61施策）については、「計画どおり実施」が96.7％（59施
策）となっており、順調な実施状況となっています。なお、「今後実施」としている主要
施策は２施策となっており、これらの施策については引き続き千歳市障がい者計画の主
要施策に位置付け、障がい福祉施策の推進に努めていきます。 

これまでの主な取組は次のとおりです。 
 

 

 

千歳学出前講座の実施や広報ちとせ、市のホームページなど多様な媒体を活用した広

報・啓発活動により、障がいに対する理解促進を図りました。毎年度障がい特性に対する

理解促進のため、リーフレットを作成しているほか、手話に対する理解を広げ、手話に関

する施策を計画的に進めるため平成 30 年 3 月に制定した「千歳市手話言語条例」に基づ

きリーフレット作成など手話に関する理解促進とその普及啓発に努めました。 

このほか、市内小中学校において、「総合的な学習の時間」などを活用して視覚障がい

のある人の福祉体験学習を実施しました。さらに、特別支援学級と通常学級の児童生徒と

の「交流及び共同学習」を、児童生徒の状況に合わせて学校行事や教科の時間、居住地校

交流などを通じて実施し、福祉教育・交流教育を推進してきました。 
 

 

 

 

 差別の解消については、障害者差別解消法に基づく「合理的配慮事例集」を作成・庁

内周知を図り、窓口対応などで障がい特性に応じた適切な配慮を行うよう努めました。

また、市ホームページにてヘルプマークを周知し、千歳市障がい者地域自立支援協議会

や関係団体へのチラシ配布を行い、その普及に努めました。 

権利擁護に関しては、障がいのある人が後見申立を行う際に、申立費用の助成や市長

申立を行う成年後見制度利用支援事業を実施しています。また、成年後見制度の利用促

進、市民後見の担い手養成など、権利擁護に関する相談支援体制の充実を図るため、令

和元年度に千歳市成年後見支援センターを設置しました。 

（１） 啓発・理解促進 

（２） 差別の解消及び権利擁護の推進 
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このほか、障がい者支援課内に設置している「千歳市障がい者虐待防止センター」に

おいて、虐待に関する相談等の対応を行うとともに、千歳市障がい者地域自立支援協議

会「差別解消・虐待防止専門部会」において、虐待事案が発生した場合の関係機関の連

携体制を確保しています。 

 
 

 

 

障がいのある人と障がいのない人との情報格差が生じないよう、広報紙や市ホームペ

ージなどで障がい特性に配慮した情報提供に努めるとともに、点字・音訳図書の製作や日

常生活用具の給付等により情報環境の充実に努めました。 

このほか、円滑なコミュニケーションを図ることができるよう、手話通訳や要約筆記者

を派遣するとともに、意思疎通支援体制の充実を図るため手話奉仕員や要約筆記者を継

続的に養成しています。また、市内で開催する講演会において手話通訳や要約筆記者の利

用促進に努めています。さらに、専従手話通訳者を１名増員し、手話による意思疎通支援

の充実を図り、市民が楽しみながら手話に触れることができるよう「千歳市手話とのふれ

あいフェスティバル」を開催するなど、「千歳市手話言語条例」の周知を図り、手話に対

する理解促進と普及啓発に努めました。 

 また、新型コロナウイルス対策としてタブレットを使用した遠隔手話サービスの導入

を行いました。 
 

 

 

 

  認定こども園や認可保育所等において、心身に障がいがあり、家庭で必要な保育を

受けることが困難な子どもの受け入れを行っており、受入れを行った施設に補助金を交

付するなどの支援を行い、心身障がい児の保育や教育の充実を図っています。各施設を

専門員が訪問し、発達状況に応じた療育支援を実施しているほか、保護者に対しては、

子育てに関する助言や就学に関する学習会などを行っています。 

このほか、令和２年４月から児童発達支援センターを開設し、市内の幼稚園、認定こ

ども園、民間事業所へのアウトリーチ支援を進めるとともに、より個々の発達や障がい

の特性に応じた給食指導の充実と質の向上を目指した「わくわく給食（口腔感覚対応食

等）」の実施に向け、食形態や食感、食味に関する知識や技術の向上を図りました。 

（３） 情報・コミュニケーション支援の充実 

（４） 療育・保育・教育の推進 
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また、学童クラブにおいては、集団保育や日々の通所が可能な軽度の障がいがある児

童について、学校等関係機関と連携を図りながら、それぞれの障がいや発達状況に合わ

せた受入れを行いました。 

小中学校では、特別支援学級において児童生徒の実態に応じた教育を実践しており、

通常学級における特別な教育的支援が必要な児童生徒に対し、特別支援教育コーディネ

ーターを中心として組織的に校内支援体制の充実が図られるよう研修等を実施していま

す。これらの教育活動を支援するため、児童生徒ヘルパーや特別支援教育支援員を配置

し、体制の充実を図っています。 

 

 
 

 

 

  「就労推進室やませみ」（千歳市障がい者就労支援事業）による企業開拓や千歳市障

がい者地域自立支援協議会「はたらく部会」が主催する企業セミナーの開催などによ

り、障がい者雇用に関する企業への理解促進に努めました。また、就労のために必要な

資格取得や職業能力向上の研修等に要する受講料の一部を助成しています。 

このほか、「はたらく部会」において、公共職業安定所、福祉事業所、学校関係職員

等の関係機関との連携を図り、障がいのある人の就労促進に努めました。 
 

 

 

 

 

障がいのある人の地域生活への移行推進について、千歳市障がい者地域自立支援協議

会の相談支援部会において、地域生活支援拠点の整備に向けた地域課題等の意見交換を

行いました。また、点訳・音訳サービス等を行うボランティアの養成に努め、千歳市社

会福祉協議会によるボランティアセンターの運営及びボランティア活動普及事業を支援

しました。 

スポーツ活動分野では、秋の市民歩こう会、市民交流会などの事業を実施するととも

に、千歳市体育協会等と連携し、ジュニアスポーツフェスティバルなどのスポーツイベ

ントや各種スポーツ教室を開催しました。 

文化芸術活動分野では、文化施設に車いすを配置したり、文化芸術の活動発表の際に

手話通訳を依頼したりするなど支援に努めました。 

（５） 雇用・就労の推進 

（６） 地域共生の推進 
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相談支援体制の充実・強化として、千歳市障がい者地域自立支援協議会や同協議会の各

部会において地域課題及び情報の共有を図り、関係機関とのネットワークの構築に努め

ました。各部会では勉強会や座談会を開催し、相談支援体制の充実・強化に努めました。  

 また、福祉サービス利用券の交付など経済的な負担の軽減を行うとともに、著しい重度

の障がいがあり、特別な介護が必要な人には経済的支援として手当を支給しています。 

 このほか、市のホームページや福祉制度のしおり等を活用し、各種制度の周知を図って

います。 

 

 

 

  適切な保健・医療サービスが受けられるよう、市の委託先である相談支援事業所に

おいて、障がい特性に応じた総合相談の一環として、医療機関等と連携を図りながら医

療に関する相談支援に努めているほか、けがや病気等に関する相談に２４時間対応する

無料相談電話「ちとせ健康・医療相談ダイヤル 24」において、健康上の悩みや医療機

関に関する相談や情報提供を行っています。 

 こどもの障がい等の早期発見等に向け、乳幼児健診の受診率は 95％以上となってお

り、未受診者には、家庭訪問等で発達状況の確認に努めています。発達に遅れが認めら

れる場合は、電話や家庭訪問、育児相談日で相談等を行い、必要に応じて発達相談の紹

介等を行っています。また、発達障がい児の早期発見と支援のため、５歳児の保護者に

対して発達障がいに関するリーフレットを送付し、希望により５歳児相談を実施してお

り、子どもの発達の遅れを心配している保護者に対しては、不安が解消できるよう悩み

相談を実施しています。 

 生活習慣病の予防・早期発見については、国の定めた国民健康保険特定健診・各種が

ん検診の継続した周知・啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

（７） 生活支援の充実 

（８） 保健・医療の推進 



 

20 
 

 

 

 

住まいのバリアフリー化推進のため、居宅における手すりの設置や段差解消など住宅

改修費の一部を助成する制度を継続しています。 

また、公共施設等の新設や建替えの際には、市民団体等の意見を踏まえ、バリアフリ

ー化やユニバーサルデザインに配慮した整備を推進しました。 

 また、「千歳駅周辺交通バリアフリー基本構想」に基づく特定経路について、歩道等

の段差・傾斜・勾配の改善や、視覚障がい者誘導用ブロックの設置など、バリアフリー

に配慮した計画的な整備を進めています。また、歩行の妨げになるような駐車や駐輪、

歩道上の不法占拠物などについて、指導及び啓発を行っています。 

 このほか、外出時における移動手段を支援するための各種サービス等を確保すること

により、日常生活や社会生活における外出機会の確保に努めています。 

 

 

 

「避難行動要支援者名簿」を定期的に更新し、平常時の見守りや防災訓練の時に情報

を活用するとともに、災害時の迅速な支援体制づくりを推進しています。また、地域防

災計画を推進するため、千歳学出前講座などで啓発に努めています。 

このほか、重度の身体障がいのある人が在宅する世帯に「緊急通報システム」を設置

し、消防本部への連絡手段の確保し、早期の安全確保に向けた対応に努めており、民生

委員児童委員と協力し、見守り活動を推進しています。 

防犯に関しては、千歳市消費生活センターにおいて、相談員２名体制により悪質商法

等の消費生活相談に対応しています。また、消費生活ホームページ「ちとせの暮らし」

や広報ちとせ「くらしのアドバイス」などを通じ、消費者が被害に巻き込まれないよう

広く情報発信に努めています。 

  

（９） 生活環境の整備充実 

（10） 防災・防犯の推進 
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４．第５期千歳市障がい福祉計画及び第１期障がい児福祉計画の進捗状況 

 

■第５期千歳市障がい福祉計画 

第５期千歳市障がい福祉計画の進捗状況は、次の図表9-1から9-5のとおりです。 
（１）指定障害福祉サービス 

訪問系サービスでは、「居宅介護」「同行援護」はやや計画値を下回っていますが、
利用は増加傾向にあり、重度訪問介護」及び「同行援護」の利用は増加しています。
一方、重度障害者等包括支援については利用がありませんでした。 

  日中活動系サービスでは、「就労支援A型」、「療養介護」はほぼ計画どおりの実績
となっていますが、就労定着支援は計画を大きく下回り１～２名の利用にとどまり
ました。「就労継続支援（Ｂ型）」及び「短期入所(医療型)」では利用者数、利用実績
とも計画値を上回り増加傾向にあります。その他のサービスについては利用実績が
計画値を下回っていますが、利用実績のない自立訓練（機能訓練）を除き、それぞれ
が微増傾向にあります。 

居住系サービスでは、「共同生活援助」、「施設入所支援」は概ね計画値どおりの実
績でしたが、「自立支援援助」は利用がありませんでした。 

図表 9-1 第５期千歳市障がい福祉計画の進捗状況 

サービス種別 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 

訪
問
系 

居宅介護 
人/月 100 95 105 101 110 

時間/月 1,700 1,509 1,785 1,522 1,870 

重度訪問介護 
人/月 5 5 5 4 5 

時間/月 450 646 450 482 450 

同行援護 
人/月 15 14 15 13 15 

時間/月 160 158 165 178 170 

行動援護 
人/月 21 17 22 10 23 

時間/月 420 180 440 92 460 

重度障害者等

包括支援 

人/月 1 0 1 0 1 

時間/月 520 0 520 0 520 

日
中
活
動
系 

生活介護 
人/月 255 243 260 238 265 

人日/月 5,100 4,867 5,200 4,926 5,300 

自立訓練 

(機能訓練) 

人/月 1 0 1 0 1 

人日/月 23 0 23 0 23 

自立訓練 

(生活訓練) 

人/月 10 7 11 10 12 

人日/月 190 140 209 174 228 

自立訓練 人/月 12 9 13 10 14 
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サービス種別 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 

(宿泊型) 人日/月 336 276 354 289 372 

就労移行支援 
人/月 18 10 19 7 20 

人日/月 306 156 323 153 340 

就労継続支援

(A 型) 

人/月 122 125 124 121 126 

人日/月 2,318 2,320 2,356 2,344 2,394 

就労継続支援

(B 型) 

人/月 235 264 240 270 245 

人日/月 3,995 4,341 4,080 4,561 4,165 

就労定着支援 人/月 14 1 16 2 18 

療養介護 人/月 12 12 12 13 12 

短期入所 

（福祉型） 

人/月 22 21 22 19 23 

人日/月 143 151 143 88 150 

短期入所 

（医療型） 

人/月 2 3 2 3 2 

人日/月 18 17 18 40 18 

居
住
系 

共同生活援助 

（共同生活介護） 
人/月 123 123 131 119 138 

施設入所支援 人/月 125 121 124 121 123 

自立生活援助 人/月 1 0 1 0 1 

※実績値は、各年度の３月末現在 

 

（２）指定相談支援 
   計画相談支援の利用実績は、計画を上回り増加しています。地域相談支援では地域

甲子園、地域定着支援とも利用実績はありませんでした。 

図表 9-2 第５期千歳市障がい福祉計画の進捗状況 

サービス種別 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 

計画相談支援 実利用人数 860 888 880 911 900 

地
域
相
談

支
援 

地域相談支援 

(地域移行支援) 
実利用人数 10 0 11 0 12 

地域相談支援 

(地域定着支援) 
実利用人数 2 0 3 0 4 

※実績値は、各年度の３月末現在 
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（３）地域生活支援事業（必須事業） 
   地域生活支援事業（必須事業）については、概ね計画値どおりに推移していますが、

「自立生活支援用具」、「情報意思疎通支援用具」、「居宅生活動作補助用具」、「移動支
援事業」などの実績は減少傾向にあります。また、「在宅療養等支援用具」は計画値
を大きく上回る水準で推移しています。 

 

図表 9-3 第５期千歳市障がい福祉計画の進捗状況 

事業名 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 

理解促進研修・ 

啓発事業 

実施の

有無 
有 有 有 有 有 

自発的活動支援事業 
実施の

有無 
有 有 有 有 有 

障害者相談支援事業 箇所数 2 2 2 2 2 

 

基幹相談支援 

センター 

実施の

有無 
- - - - 有 

相談支援機能 

強化事業 

実施の

有無 
有 有 有 有 有 

住宅入居等 

支援事業 

実施の

有無 
- - - - 有 

成年後見制度 

利用支援事業 
人/年度 1 0 1 0 1 

成年後見制度法人 

後見支援事業 

実施の

有無 
- - 有 有 有 

意
思
疎
通 

支
援
事
業 

手話通訳者・要約

筆記者派遣事業 
件/年度 336 368 360 311 384 

手話通訳者 

設置事業 
人/年度 2 2 2 2 2 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練 

支援用具 
件/年度 7 8 7 7 7 

自立生活 

支援用具 
件/年度 22 17 24 11 26 

在宅療養等 

支援用具 
件/年度 10 12 10 18 10 

情報・意思疎通 

支援用具 
件/年度 25 12 25 12 25 

排泄管理 

支援用具 
件/年度 1,710 1,751 1,740 1,830 1,770 

居宅生活動作 

補助用具 
件/年度 3 1 3 0 3 

手話奉仕員養成研修事業 人/年度 27 31 29 33 31 
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※実績値は、各年度の３月末現在 

 

 

（４）地域生活支援事業（その他の事業） 
  「音訳奉仕員養成研修事業」に関しては、平成30年度の実績値が計画値を上回って

おり、それ以外の事業については概ね計画値通りに推移しています。 

図表 9-4 第５期千歳市障がい福祉計画の進捗状況 

事業名 単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 

訪問入浴サービス事業 人/年度 5 7 5 7 6 

日中一時支援事業 
箇所数 25 25 25 23 25 

人/年度 120 91 125 70 130 

社
会
参
加
促
進
事
業 

点字・声の広報

発行事業 

箇所数 1 1 1 1 1 

人/年度 530 557 540 590 550 

奉仕員養成研修 

事業(要約) 
人/年度 5 4 5 4 5 

奉仕員養成研修 

事業(点訳) 
人/年度 - - 7 4 - 

奉仕員養成研修 

事業(音訳) 
人/年度 6 12 - - 7 

自動車運転免許

取得費助成事業 
件/年度 3 5 3 4 3 

自動車改造費 

助成事業 
件/年度 2 0 2 1 2 

※実績値は、各年度の３月末現在 

 

  

 

初級（手話奉仕員養成） 人/年度 14 19 15 15 16 

中級（手話奉仕員養成） 人/年度 13 12 14 18 15 

移動支援事業 
人/年度 151 114 151 92 151 

時間/年度 12,400 8,821 12,400 6,318 12,400 

地域活動支援センター 
箇所数 2 2 2 2 2 

人/年度 150 105 150 105 150 
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（５）地域生活を支援する市独自の事業 
   市独自の事業として次の事業を実施してきました。 
   「住宅改修資金助成事業」、「訪問給食サービス事業」、「除雪サービス事業」などで

計画値を下回っています。「自立支援教育訓練助成事業」については、平成30年度と
令和元年度ともに利用実績がないことから、引き続き利用促進に向けた啓発に努め
ていきます。 

図表 9-5 第５期千歳市障がい福祉計画の進捗状況 

事業名 単位 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 

紙おむつ支給事業 件/年度 170 166 175 157 180 

住宅改修資金助成事業 件/年度 5 1 5 0 5 

訪問給食サービス事業 食/年度 2,700 2,027 2,700 1,752 2,700 

除雪サービス事業 
世帯数/

年度 
30 21 35 26 40 

移送介助サービス事業 件/年度 145 129 150 124 155 

緊急通報システム 

整備事業 

世帯数/

年度 
19 11 19 9 19 

自立支援教育訓練 

助成事業 
人/年度 2 0 2 0 2 

福祉サービス利用券 

助成事業 
人/年度 3,680 3,549 3,750 3,582 3,800 

精神障害者通所交通費

助成事業 
件/年度 230 239 235 221 240 

※実績値は、各年度の３月末現在 
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■第１期千歳市障がい児福祉計画 

第１期千歳市障がい児福祉計画の進捗状況は、次の図表9-6のとおりです。 
（１）障害児支援サービス 
  「放課後等デイサービス」については、計画値を上回る実績値で推移しています。

「保育所等訪問支援」については、減少傾向にあります。 
 

図表9-6 第１期千歳市障がい児福祉計画の進捗状況 

※実績値は、各年度の３月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サービス種別 単位 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 

障
害
児
通
所
支
援 

児童発達支援 
人/月 160 147 165 141 170 

人日/月 960 984 990 864 1,020 

放課後等デイ

サービス 

人/月 90 170 95 188 100 

人日/月 720 1,881 760 1,929 800 

保育所等 

訪問支援 

人/月 24 20 24 18 24 

人日/月 48 22 48 26 48 

居宅訪問型自

動発達支援 

人/月 1 0 1 1 1 

人日/月 2 0 2 2 2 

障害児相談支援 人/年 160 167 165 191 170 

巡回支援専門員事業 箇所数 1 1 1 1 1 
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第３章 障がいのある人の意向と課題      

 
１．障がい当事者アンケート調査結果 

 

■調査の目的・内容 
本調査は、令和3年度を初年度とする「千歳市障がい者計画」及び「第６期千歳市障が

い福祉計画」、「第２期千歳市障がい児福祉計画」の策定に向けた基礎資料を得ることを目
的に、身体に障がいのある人、知的障がいのある人及び精神障がいのある人の福祉サービ
スの利用実態や福祉に関する意識、意向などを把握するために実施しました。 

■調査対象者 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、通所受給者証のいずれかを所持
している人 

■調査方法 
郵送調査（返信用封筒を同封） 

■調査期間 
令和２年９月２日～９月25日（調査基準日 令和２年７月１日） 

■調査対象数、回答者数、回答率等 
本調査の対象者数は、全体で2,600人、うち1,279人から回答を得ることができました。

回答者数を対象者数で除した回答率は49.2％でした。また、回答者の年齢分布は次表の
とおりです。 

 

図表 10-1 調査対象者数、回答数、回答率 

対象者数 回答者数 回答率 

2,600 人 1,279 人 49.2% 

 
        

図表 10-2 回答者の年齢分布 

  

回答者 

総数 

19 歳 

未満 

20 歳～

29 歳 

30 歳～

39 歳 

40 歳～

49 歳 

50 歳～

59 歳 

60 歳～

64 歳 

65 歳～

74 歳 

75 歳 

以上 
無回答 

1,279 人 198 人 55 人 68 人 98 人 100 人 74 人 254 人 398 人 34 人 

100.0％ 15.5％ 4.3％ 5.3％ 7.7％ 7.8％ 5.8％ 19.9％ 31.1％ 2.7％ 
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図表 11 今後暮らしたい場所 

 

 
 

 
 

図表 12 現在と違う場所に暮らしたい方が今後暮らしたい場所 

 

(%)

全体(n=1279)

身体障害者手帳(n=781)

療育手帳(n=211)

精神障害者保健福祉手帳(n=102)

重複障がい者(n=108)

その他(n=77)

（参考）前回調査(n=1189)

障
が
い
別

75.3 

77.5 

75.8 

66.7 

63.9 

79.2 

76.1 

14.3 

11.9 

18.0 

25.5 

16.7 

10.4 

18.5 

10.4 

10.6 

6.2 

7.8 

19.4 

10.4 

5.4 

現在と同じ場所 現在と違う場所 無回答

(%)

全体(n=183)

身体障害者手帳(n=93)

療育手帳(n=38)

精神障害者保健福祉手帳(n=26)

重複障がい者(n=18)

その他(n=8)

（参考）前回調査(n=220)

障
が
い
別

8.2 

11.8 

0.0 
7.7 

11.1 

0.0 

7.3 

29.5 

30.1 

28.9 

38.5 

11.1 

37.5 

40.9 

23.0 

15.1 

47.4 

11.5 

38.9 

0.0 
17.7 

15.3 

21.5 

10.5 

3.8 
16.7 

0.0 
13.2 

19.1 

16.1 

7.9 

30.8 

22.2 

62.5 

19.5 

4.9 

5.4 

5.3 

7.7 

0.0 

0.0 

1.4 

自宅に戻りたい

新たに家を借りたい

障がい者向けグループホーム、福祉ホームで生活したい

障がい者向けグループホーム、福祉ホーム以外の福祉・介護施設に入所したい

その他

無回答

今後暮らしたい場所については、「現在と同じ場所」が 75.3％となっています。 
障がい別にみると、いずれの障がい種別においても「現在と同じ場所」が約６～8 割を占めて

います。一方で、「現在と違う場所で暮らしたい」は 14.3％となっています。 

【回答条件：現在と違う場所と回答した方】 
現在と違う場所で暮らしたいと回答した人の今後暮らしたい場所については、「新たに家を借り

たい」が 29.5％、「障がい者向けグループホーム、福祉ホームで生活したい」が 23.0％となって
います。 

障がい別にみると、療育手帳では「障がい者向けグループホーム、福祉ホームで生活したい」、
が 47.4％、精神障害者保健福祉手帳では「新たに家を借りたい」が 38.5％と他の障がい種別に比
べ多くなっています。 

（１）生活環境 
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図表 13 日中の主な活動 

 

 

 

  

(%)

全体(n=1279)

身体障害者手帳(n=781)

療育手帳(n=211)

精神障害者保健福祉手帳(n=102)

重複障がい者(n=108)

その他(n=77)

（参考）前回調査(n=1189)

障
が
い
別

4.9 

0.9 

5.7 

0.0 

1.9 
54.5 

2.0 

10.2 

1.4 
35.5 

0.0 
11.1 

42.9 

6.4 

0.1 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.6 

13.9 

17.2 

13.3 

12.7 

2.8 

0.0 
16.9 

8.1 

1.7 
25.1 

23.5 

13.0 

0.0 
8.6 

39.9 

54.2 

6.2 
39.2 

31.5 

0.0 
41.5 

9.5 

8.7 

10.9 

13.7 

14.8 

0.0 
11.6 

13.4 

16.0 

3.3 

9.8 

25.0 

2.6 

12.4 

未就学（乳児・幼稚園・保育所通いを含む）で自宅で過ごしている
小学校・中学校・高校（盲・ろう・養護学校を含む）に通学している
大学・専門学校などに通学している
一般就労している
就労支援施設などに通って仕事（作業）をしている
決まった活動はしていない
その他
無回答

日中の主な活動については、「決まった活動はしていない」が 39.9％で最も多く、次いで「一
般就労している」が 13.9％となっています。 
 障がい別にみると、身体障害者手帳では「決まった活動はしていない」が 54.2％と過半数を
占めています。 

（２）日常生活 
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図表 14 一般就労に必要な支援 ※複数回答 

 

 
  

n= 1,279

(調査数)

仕
事
探
し
か
ら
就
労
ま
で
の
総
合
的

な
相
談
支
援

働
く
た
め
の
知
識
や
能
力
を
身
に
つ

け
る
た
め
の
職
業
訓
練

職
場
を
理
解
す
る
た
め
の
就
労
体
験

障
が
い
の
特
性
に
合

っ
た
職
業
・
雇

用
の
拡
大

障
が
い
者
向
け
の
求
人
情
報
の
提
供

障
が
い
に
関
す
る
理
解
を
促
進
す
る

た
め
の
働
き
か
け

就
労
後
の
本
人
に
対
す
る
サ
ポ
ー

ト

の
充
実

（
職
場
に
お
け
る
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
や
相
談
支
援

）

そ
の
他

特
に
支
援
は
必
要
な
い

無
回
答

1,279 37.5 18.1 11.3 40.8 20.3 21.6 30.3 1.9 7.1 21.7

身体障害者手帳 781 35.3 14.3 8.5 37.8 22.2 17.3 22.5 1.5 8.8 23.9

療育手帳 211 42.7 25.1 18.5 43.1 15.2 33.6 49.3 1.9 2.8 18.5

精神障害者保健福祉手帳 102 39.2 21.6 10.8 52.9 28.4 28.4 42.2 3.9 3.9 12.7

重複障がい者 108 31.5 21.3 14.8 30.6 13.9 16.7 27.8 3.7 11.1 24.1

その他 77 51.9 27.3 15.6 63.6 14.3 29.9 44.2 - - 16.9

（参考）前回調査 (1,189) (32.5) (15.5) (10.5) (37.7) (19.5) (18.0) (23.0) (3.2) (7.3) (25.3)

今回と前回の差 +5.0 +2.6 +0.8 +3.1 +0.8 +3.6 +7.3 -1.3 -0.2 -3.6

全体

障
が

い
別

37.5 

18.1 

11.3 

40.8 

20.3 21.6 

30.3 

1.9 
7.1 

21.7 

0

10

20

30

40

50
(%)

一般就労に必要な支援については、「障がいの特性に合った職業・雇用の拡大」が 40.8％で
最も多く、次いで「仕事探しから就労までの総合的な相談支援」が 37.5％、「就労後の本人に
対するサポートの充実（職場におけるジョブコーチや相談支援）」が 30.3％となっています。 

障がい別にみると、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳では「障がいの特性に合った
職業・雇用の拡大」が各々37.8％、52.9％、療育手帳では「就労後の本人に対するサポートの
充実（職場におけるジョブコーチや相談支援）」が 49.3％で最も多くなっています。 

この結果から、障がいがある人に対する就労支援や相談支援、就労先に対する障がいに対す
る理解促進を今後も継続して取り組むことが求められています。 

（３）一般就労の支援 
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図表 15 日中の主な活動 

 

 
 

  

(%)

全体(n=185) 21.6 23.7

身体障害者手帳(n=65) 16.9 15.4

療育手帳(n=61) 21.3 24.6

精神障害者保健福祉手帳(n=39) 23.1 30.8

重複障がい者(n=20) 35.0 35.0

その他(n=0) 0.0 0.0

認

知

率

（
％

）

取

組

意

向

（
％

）

障
が
い
別

5.9 

0.0 
8.2 

7.7 

15.0 

2.7 

3.1 

3.3 

0.0 

5.0 

13.0 

13.8 

9.8 

15.4 

15.0 

15.1 

12.3 

13.1 

23.1 

15.0 

48.1 

55.4 

50.8 

43.6 

25.0 

15.1 

15.4 

14.8 

10.3 

25.0 

農福連携について、農作業等に取り組んでいる

農福連携について知っており、今後農作業等に取り組んでみたい

農福連携について知っているが、今後農作業等に取り組むつもりはない

農福連携について知らないが、今後農作業等に取り組んでみたい

農福連携について知らなく、今後農作業等に取り組むつもりはない

無回答

【回答条件：就労支援施設等に通っている、もしくは現在勤めている業種で働きたいと思っていない、 
もしくは仕事や通所での作業をしたいと考えている方】 

農福連携については、「農福連携について知らなく、今後農作業等に取り組むつもりはない」
が 48.1％と半数を占め、次いで「農福連携について知らないが、今後農作業等に取り組んでみ
たい」が 15.1％、「農福連携について知っているが、今後農作業等に取り組むつもりはない」
が 13.0％となっています。“取り組んでいる”と“知っている”を合わせた＜認知率＞は 21.6％、
“取り組んでいる”と“取り組んでみたい”を合わせた＜取組意向＞は 23.7％となっています。 
 障がい別にみると、重複障がい者では＜認知率＞＜取組意向＞ともに 35.0％と他の障がい種
別に比べ多くなっています。 
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図表 16 外出の際に困っていること ※複数回答 

 

 
 

  

n= 1,174

(調査数)

道
路
の
段
差
や
障
害
物

建
物
の
入
口
や
内
部
の
段
差

ト
イ
レ
の
利
用

建
物
や
道
路
の
案
内
表
示

駐
車
場
の
利
用

バ
ス
や
タ
ク
シ
ー

、
Ｊ
Ｒ
の
乗
り
降
り

交
通
費
な
ど
の
費
用

周
囲
の
目
が
気
に
な
る

介
助
者
が
い
な
い

目
的
地
に
向
か
う
交
通
手
段
が
な
い

そ
の
他

特
に
困

っ
て
い
る
こ
と
は
な
い

無
回
答

1,174 17.7 15.4 14.4 2.4 7.8 8.5 10.9 6.4 3.2 3.3 4.3 46.1 7.8

身体障害者手帳 706 22.1 19.5 14.7 2.0 10.5 9.6 9.9 1.8 3.0 3.0 3.3 45.0 8.2

療育手帳 204 8.3 6.9 12.7 2.5 2.5 4.9 5.9 14.2 2.0 2.0 7.4 51.0 6.9

精神障害者保健福祉手帳 93 7.5 9.7 18.3 5.4 4.3 11.8 31.2 23.7 4.3 7.5 6.5 31.2 7.5

重複障がい者 94 27.7 20.2 21.3 3.2 9.6 9.6 14.9 8.5 8.5 3.2 3.2 31.9 9.6

その他 77 2.6 1.3 2.6 1.3 - 2.6 3.9 3.9 1.3 5.2 3.9 77.9 3.9

18歳未満 185 3.8 4.3 8.1 2.7 4.3 5.4 7.0 13.0 1.6 3.8 7.0 60.0 4.3

18～39歳 128 13.3 10.2 16.4 3.1 6.3 12.5 17.2 18.8 4.7 3.9 6.3 46.1 4.7

40～64歳 251 17.9 15.9 15.9 2.0 10.4 5.2 13.9 6.8 3.6 5.2 3.6 47.4 3.6

65歳以上 576 23.1 19.6 15.5 2.3 8.5 10.4 9.4 1.4 3.1 2.3 3.1 42.0 10.9

（参考）前回調査 (1,118) (18.0) (16.3) (13.8) (2.2) (8.8) (11.0) (13.1) (7.7) (4.4) (4.9) (5.0) (42.2) (7.0)

今回と前回の差 -0.3 -0.9 +0.6 +0.2 -1.0 -2.5 -2.2 -1.3 -1.2 -1.6 -0.7 +3.9 +0.8

全体

障

が

い

別

年

齢

別

17.7 
15.4 14.4 

2.4 
7.8 8.5 

10.9 
6.4 

3.2 3.3 4.3 

46.1 

7.8 

0

10

20

30

40

50
(%)

【回答条件：外出される方】 
外出の際に困っていることとしては、「道路の段差や障害物」が 17.7％、次いで「建物の入

口や内部の段差」が 15.4％、「トイレの利用」が 14.4％となっています。一方、「特に困って
いることはない」と回答した人は 46.1％となっています。 

障がい別にみると、身体障害者手帳では「道路の段差や障害物」が 22.1％、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳では「周囲の目が気になる」が各々14.2％、23.7％で最も多くなっていま
す。 

この結果から、今後も引き続きバリアフリー化を推進するとともに、市民の障がいに対する
理解促進を進めることが求められていることがうかがえます。 

（４）外出 
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図表 17 現在の生活で困っていることや不安に思っていること ※複数回答 

 

 
  

n= 1,279

(調査数)

自

分

の

健

康

や

体

力

に

自

信

が

な

い

家

族

な

ど

介

助

者

の

健

康

状

態

が

不

安

身

の

回

り

の

介

助

や

支

援

を

し

て

く

れ

る

人

が

い

な

い

将

来

的

に

生

活

す

る

住

ま

い

、
ま

た

は

施

設

が

あ

る

か

ど

う

か

不

安

家

族

と

の

関

係

隣

近

所

と

の

関

係

働

く

と

こ

ろ

が

な

い

十

分

な

収

入

が

得

ら

れ

な

い

趣

味

や

生

き

が

い

が

見

つ

け

ら

れ

な

い

ス

ポ

ー

ツ

や

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

活

動

を

し

た

い

が

、
参

加

す

る

体

制

が

で

き

て

い

な

い

生

活

を

す

る

う

え

で

必

要

な

情

報

が

得

ら

れ

な

い

必

要

な

医

療

サ
ー

ビ

ス

が

受

け

ら

れ

な

い

必

要

な

障

が

い

福

祉

サ
ー

ビ

ス

が

受

け

ら

れ

な

い

障

が

い

者

や

障

が

い

に

関

す

る

理

解

が

進

ん

で

い

な

い

そ

の

他

特

に

困

っ
て

い

る

こ

と

は

な

い

無

回

答

1,279 38.6 21.3 5.3 21.5 6.7 4.9 4.1 11.3 6.4 5.7 3.8 3.0 3.6 13.3 3.7 27.0 8.9

身体障害者手帳 781 44.6 20.5 4.4 15.6 4.6 2.8 2.6 8.7 5.0 3.6 2.7 2.6 2.0 8.7 3.1 28.4 8.5

療育手帳 211 13.3 18.5 5.7 35.5 8.5 6.6 4.3 12.8 5.2 8.1 4.7 1.9 4.3 20.9 2.4 24.6 15.2

精神障害者保健福祉手帳 102 57.8 34.3 9.8 37.3 19.6 18.6 15.7 34.3 21.6 10.8 7.8 4.9 9.8 30.4 5.9 13.7 2.9

重複障がい者 108 47.2 25.9 8.3 26.9 6.5 6.5 4.6 9.3 5.6 10.2 5.6 4.6 7.4 11.1 6.5 20.4 7.4

その他 77 10.4 13.0 3.9 14.3 6.5 1.3 3.9 5.2 5.2 7.8 3.9 6.5 3.9 19.5 6.5 45.5 6.5

18歳未満 190 13.7 21.1 4.7 31.1 5.8 5.3 7.9 8.4 4.2 8.4 6.8 5.3 5.3 26.3 5.3 30.5 5.3

18～39歳 128 37.5 25.0 7.8 40.6 15.6 11.7 5.5 25.0 14.1 8.6 6.3 4.7 8.6 25.8 4.7 18.8 7.0

40～64歳 271 39.5 21.8 6.6 20.3 10.0 6.6 8.1 19.2 6.3 8.1 3.7 4.1 4.4 18.5 4.4 26.9 7.7

65歳以上 651 45.9 20.3 4.3 15.4 3.7 2.8 1.1 6.0 5.7 3.2 2.3 1.7 1.8 4.8 2.8 28.3 10.6

（参考）前回調査 (1,189) (40.9) (22.1) (5.5) (23.4) (9.3) (5.6) (6.9) (16.7) (8.8) (5.0) (2.9) (3.7) (5.1) (13.4) (6.5) (29.7) (8.9)

今回と前回の差 -2.3 -0.8 -0.2 -1.9 -2.6 -0.7 -2.8 -5.4 -2.4 +0.7 +0.9 -0.7 -1.5 -0.1 -2.8 -2.7 0.0

全体

障

が
い

別

年

齢
別

38.6 

21.3 

5.3 

21.5 

6.7 4.9 4.1 

11.3 
6.4 5.7 3.8 3.0 3.6 

13.3 

3.7 

27.0 

8.9 

0

10

20

30

40

50
(%)

現在の生活で困っていることや不安に思っていることについては、「自分の健康や体力に自信
がない」が 38.6％で最も多く、次いで「将来的に生活する住まい、または施設があるかどうか
不安」が 21.5％、「家族など介助者の健康状態が不安」が 21.3％となっています。 

障がい別にみると、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、重複障がい者では「自分の
健康や体力に自信がない」が各々44.6％、57.8％、47.2％、療育手帳では「将来的に生活する
住まい、または施設があるかどうか不安」が 35.5％で最も多くなっています。 

この結果から、障がい者や介助者の健康状態や将来の住まい等に対する不安を解消すること
が求められていることがうかがえます。 

（５）困っていることや相談先 
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図表 18 相談ごとはだれにするか ※複数回答 

 

 
※前回調査における斜線は、該当する選択肢がなかったことを示している。 

  

n= 1,279
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児
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合
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健
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医

療
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師
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看
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ど
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の

先

生

身

体
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が

い

者

相

談

員

・

知

的

障

が

い

者

相

談

員

障

が

い

者

総

合

支

援

セ

ン

タ
ー

な

ど

の

相

談

支

援

事

業

所

通

所

・

入

所

し

て

い

る

施

設

・

作

業

所

な

ど

相

談

す

る

必

要

が

な

い

そ

の

他

相

談

し

た

い

が

で

き

な

い

無

回

答

1,279 74.8 21.8 1.8 4.6 1.7 1.3 7.7 2.8 3.1 1.3 0.4 1.9 18.0 4.2 3.0 6.0 16.7 4.4 2.5 2.2 5.3

身体障害者手帳 781 78.0 21.3 1.8 0.8 2.2 1.5 7.8 0.4 1.3 0.1 0.6 2.2 16.6 0.4 1.9 3.5 7.2 4.9 2.0 1.5 5.8

療育手帳 211 67.8 19.0 2.4 10.0 0.9 - 6.2 5.2 5.2 0.5 - 0.5 11.8 15.6 6.2 9.5 40.8 3.3 2.4 2.8 3.8

精神障害者保健福祉手帳 102 61.8 27.5 1.0 - 2.0 1.0 9.8 - 1.0 - - 2.9 37.3 - 2.0 17.6 26.5 3.9 5.9 5.9 2.0

重複障がい者 108 68.5 15.7 2.8 - - 1.9 12.0 0.9 3.7 1.9 - 2.8 21.3 4.6 7.4 10.2 19.4 4.6 4.6 3.7 8.3

その他 77 88.3 36.4 - 41.6 1.3 1.3 1.3 27.3 18.2 15.6 - - 18.2 16.9 - 1.3 29.9 2.6 - - 5.2

（参考）前回調査 (1,189) (72.2) (23.9) (2.1) (2.0) (10.1) (1.2) (2.1) (19.7) (3.5) (1.9) (7.1) (12.4) (4.6) (3.2) (3.1) (6.8)

今回と前回の差 +2.6 -2.1 -0.3 -0.7 -2.4 -0.8 -0.2 -1.7 +0.7 +1.1 -1.1 +4.3 -0.2 -0.7 -0.9 -1.5

全体

障

が

い

別

74.8 

21.8 

1.8 4.6 1.7 1.3 
7.7 

2.8 3.1 1.3 0.4 1.9 

18.0 

4.2 3.0 6.0 

16.7 

4.4 2.5 2.2 5.3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
(%)

相談ごとはだれにするかについては、「家族や親族」が 74.8％で最も多く、次いで「友人や
知人」が 21.8％、「医療関係者（医師・看護師など）」が 18.0％、「通所・入所している施設・
作業所など」が 16.7％となっています。 

障がい別にみると、全ての障がい種別で「家族や親族」が最も多くなっています。また、療
育手帳では「通所・入所している施設・作業所など」が 40.8％、精神障害者保健福祉手帳では
「医療関係者（医師・看護師など）」が 37.3％で他の障がい種別に比べ多くなっています。 
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図表 19 災害が発生したとき一人で避難できるか 

 

 
 

 
 

図表 20 地震や水害などの災害が発生した場合の避難場所の認知 

 

 
  

(%)

全体(n=1279)

身体障害者手帳(n=781)

療育手帳(n=211)

精神障害者保健福祉手帳(n=102)

重複障がい者(n=108)

その他(n=77)

（参考）前回調査(n=1189)

障
が
い
別

36.0 

43.8 

17.1 

43.1 

27.8 

10.4 

44.7 

40.4 

33.8 

54.5 

29.4 

52.8 

66.2 

32.0 

20.3 

18.1 

27.0 

27.5 

15.7 

20.8 

19.6 

3.4 

4.4 

1.4 

0.0 

3.7 

2.6 

3.7 

できる できない わからない 無回答

(%)

全体(n=1279)

身体障害者手帳(n=781)

療育手帳(n=211)

精神障害者保健福祉手帳(n=102)

重複障がい者(n=108)

その他(n=77)

（参考）前回調査(n=1189)

障
が
い
別

64.5 

68.6 

55.5 

50.0 

60.2 

72.7 

61.4 

31.7 

26.6 

43.1 

50.0 

34.3 

24.7 

34.0 

3.8 

4.7 

1.4 

0.0 

5.6 

2.6 

4.6 

知っている 知らない 無回答

災害が発生したとき一人で避難できるかについては、「できる」が 36.0％、「できない」は
40.4％、「わからない」が 20.3％となっています。 

障がい別にみると、療育手帳では「できない」が 54.5％と過半数を占めています。 
この結果から、避難行動要支援者の支援体制の充実が求められていることがうかがえます。 

地震や水害などの災害が発生した場合の避難場所の認知については、「知っている」が
64.5％、「知らない」が 31.7％となっています。 

障がい別にみると、精神障害者保健福祉手帳では「知っている」が 50.0％と他の障がい種別
に比べ少なくなっています。 

この結果から、地震や水害などの災害が発生した場合の避難場所について、周知を徹底する
ことが求められています。 

（６）災害時の対応 
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図表 21 家にいる時に災害が発生した場合の情報を得たい方法 

 

 
  

(%)

全体(n=1279)

身体障害者手帳(n=781)

療育手帳(n=211)

精神障害者保健福祉手帳(n=102)

重複障がい者(n=108)

その他(n=77)

（参考）前回調査(n=1189)

障
が
い
別

27.8 

24.6 

42.7 

18.6 

33.3 

24.7 

32.7 

9.6 

11.3 

5.7 
9.8 

8.3 

5.2 
16.5 

0.6 

0.9 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.4 

12.8 

10.4 

8.8 

5.6 
11.7 

13.5 

29.4 

30.5 

23.2 

35.3 

22.2 

37.7 

27.3 

3.6 

2.3 

5.2 
8.8 

3.7 

5.2 

1.9 

17.5 

17.7 

12.8 

17.6 

26.9 

15.6 

6.7 

直接の声かけ 電話 ＦＡＸ（ファックス）

防災放送・無線など ラジオ・テレビ その他

無回答

家にいる時に災害が発生した場合の情報を得たい方法については、「ラジオ・テレビ」が
29.4％、次いで「直接の声かけ」が 27.8％となっています。 

障がい別にみると、療育手帳、重複障がい者では「直接の声かけ」が各々42.7％、33.3％と
他の障がい種別に比べ多くなっています。 

この結果から、特に一人暮らしの障がいがある方に対しての直接の声掛けを行うことができ
るように、近隣住民と連携できる体制づくりが求められています。 
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図表 22 障害者差別解消法を知っているか 

 

 
 

 
 

図表 23 障がいによる差別や嫌な思いをしたことがあるか 

 

 

(%)

全体(n=1279)

身体障害者手帳(n=781)

療育手帳(n=211)

精神障害者保健福祉手帳(n=102)

重複障がい者(n=108)

その他(n=77)

（参考）前回調査(n=1189)

障
が
い
別

13.0 

13.3 

14.2 

9.8 

13.0 

10.4 

20.6 

63.4 

67.2 

48.8 

74.5 

62.0 

51.9 

57.2 

20.5 

15.7 

35.5 

14.7 

20.4 

35.1 

16.7 

3.1 

3.7 

1.4 

1.0 

4.6 

2.6 

5.5 

知っている 知らない わからない 無回答

(%)

全体(n=1279) 42.7

身体障害者手帳(n=781) 32.6

療育手帳(n=211) 60.2

精神障害者保健福祉手帳(n=102) 67.7

重複障がい者(n=108) 50.0

その他(n=77) 53.3

（参考）前回調査(n=1189) 46.4

障
が
い
別

経

験

率

（
％

）

16.7 

11.0 

29.9 

30.4 

17.6 

18.2 

17.0 

26.0 

21.6 

30.3 

37.3 

32.4 

35.1 

29.4 

52.1 

62.4 

31.3 

29.4 

45.4 

44.2 

48.7 

5.2 

5.0 

8.5 

2.9 

4.6 

2.6 

5.0 

ある 少しある ない 無回答

障がい当事者の「障害者差別解消法」の認知度については、「知っている」は 13.0％、一方、
「知らない」「わからない」は合わせて８割以上となっています。 

障がい別にみると、療育手帳、その他では「わからない」が各々35.5％、35.1％と他の障が
い種別に比べ多くなっています。 

この結果から、「障害者差別解消法」を当事者だけでなく、市民に対しても周知することが求
められていることがうかがえます。 

障がいがあることで差別や嫌な思いをしたことがあるかについては、「ある」は 16.7％、「少
しある」は 26.0％、合わせた＜経験率＞は 42.7％となっています。 

障がい別に＜経験率＞をみると、精神障害者保健福祉手帳では 67.7％、療育手帳では 60.2％
と６割を超えています。 

（７）権利擁護・障がい者差別解消 
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図表 24 どのような場所で差別や嫌な思いをしたことがあるか ※複数回答 

 

 

 

  

n= 546

(調査数)

学
校
・
仕
事
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仕
事
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と
き

外
出
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を
楽
し
む
と
き

病
院
な
ど
の
医
療
機
関

住
ん
で
い
る
地
域

そ
の
他

無
回
答

546 36.4 11.5 44.0 15.9 16.8 14.5 5.5 2.4

身体障害者手帳 255 25.5 12.2 49.4 16.5 16.9 10.2 3.9 2.7

療育手帳 127 53.5 7.9 45.7 18.1 11.0 20.5 4.7 1.6

精神障害者保健福祉手帳 69 44.9 23.2 23.2 17.4 31.9 18.8 11.6 2.9

重複障がい者 54 20.4 11.1 50.0 14.8 20.4 18.5 3.7 1.9

その他 41 58.5 - 31.7 4.9 4.9 9.8 9.8 2.4

（参考）前回調査 (551) (34.7) (17.8) (45.0) (16.5) (18.7) (15.6) (8.5) (2.9)

今回と前回の差 +1.7 -6.3 -1.0 -0.6 -1.9 -1.1 -3.0 -0.5

全体

障

が

い

別

36.4 

11.5 

44.0 

15.9 16.8 
14.5 

5.5 
2.4 

0

10

20

30

40

50
(%)

【回答条件：障がいがあることで差別や嫌な思いをしたことがある方】 
障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことがある方に、どのような場所で差別

や嫌な思いをしたかについて、「外出先」が 44.0％で最も多く、次いで「学校・仕事場」が 36.4％
となっています。 

障がい別にみると、身体障害者手帳では「外出先」が 49.4％、療育手帳、精神障害者保健福
祉手帳では「学校・仕事場」が各々53.5％、44.9％で最も多くなっています。 
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図表 25 千歳市障がい者総合支援センター（通称：チップ）の認知 

 

 
 

 
 

図表 26 千歳市障がい者総合支援センター（通称：チップ）の利用の有無 

 

 
※前回調査は回答条件がなかったため、条件を今回調査に合わせて集計している。 

  

(%)

全体(n=1279)

身体障害者手帳(n=781)

療育手帳(n=211)

精神障害者保健福祉手帳(n=102)

重複障がい者(n=108)

その他(n=77)

（参考）前回調査(n=1189)

障
が
い
別

32.2 

22.0 

59.2 

43.1 

38.0 

39.0 

32.1 

62.9 

72.7 

37.4 

53.9 

53.7 

58.4 

62.9 

4.8 

5.2 

3.3 

2.9 

8.3 

2.6 

5.0 

知っている 知らない 無回答

(%)

全体(n=412)

身体障害者手帳(n=172)

療育手帳(n=125)

精神障害者保健福祉手帳(n=44)

重複障がい者(n=41)

その他(n=30)

（参考）前回調査(n=382)

障
が
い
別

39.1 

21.5 

56.0 

52.3 

68.3 

10.0 

39.5 

59.7 

76.7 

42.4 

47.7 

31.7 

90.0 

60.5 

1.2 

1.7 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

利用したことがある 利用したことはない 無回答

千歳市障がい者総合支援センター（通称：チップ）の認知については、「知っている」が 32.2％、
「知らない」が 62.9％となっています。 
 障がい別にみると、身体障害者手帳では「知っている」が 22.0％と他の障がい種別に比べ少
なくなっています。 

【回答条件：千歳市障がい者総合支援センター（通称：チップ）を知っている方】 
千歳市障がい者総合支援センター（チップ）の利用については、「利用したことがある」が

39.1％、「利用したことはない」が 59.7％となっています。 
 障がい別にみると、身体障害者手帳、その他では「利用したことがある」は各々21.5％、10.0％
と他の障がい種別に比べ少なくなっています。 
 この結果から、千歳市障がい者総合支援センター（チップ）の認知を向上し、利用を促進す
る対策が求められています。 
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図表 27 現在の福祉サービスの利用状況と今後の利用意向 ※複数回答 

 

 
  

前回 前回

n= n=

(1189) (n=1279) (1189)

(4.0) -0.3 居宅介護（ホームヘルプ） (8.3) -1.7

(0.9) -0.5 重度訪問介護 (4.0) -0.2

(0.4) +0.1 同行援護 (2.4) +0.2

(0.7) -0.2 重度障害者等包括支援 (3.4) +0.6

(1.5) -0.7 行動援護 (6.6) -0.3

(3.8) +1.3 生活介護 (6.4) +0.7

(1.1) 0.0 療養介護 (5.3) -0.2

(3.3) -0.4 短期入所 (10.5) -1.5

(4.5) -0.8 自立訓練（機能訓練） (7.2) -0.5

(2.5) -0.2 自立訓練（生活訓練） (7.9) -1.3

(1.0) -0.5 就労移行支援 (6.0) -0.1

(1.8) -0.1 就労継続支援Ａ型 (6.3) -1.0

(4.0) 0.0 就労継続支援Ｂ型 (4.1) +0.1

(2.4) +0.6 共同生活援助 (5.7) -0.4

(2.5) +1.3 施設入所支援 (5.6) 0.0

(8.6) -1.0 補装具費支給事業 (10.4) -2.1

(5.7) +2.4 相談支援事業 (9.3) -0.5

(3.7) -1.8 移動支援事業 (7.1) +0.2

(2.4) -0.2 日中一時支援事業 (6.9) -0.7

(1.5) -0.6 地域活動支援センター事業 (3.4) -0.4

(0.3) -0.1 意思疎通支援事業 (1.6) +0.1

(3.0) +0.3 日常生活用具給付等事業 (7.3) -0.6

(1.2) -0.5 訪問入浴サービス事業 (4.4) +0.1

(0.6) -0.2 自動車運転免許取得費助成事業 (4.4) -0.8

(0.3) -0.1 自動車改造費助成事業 (2.9) -1.0

(0.3) +0.3 点字図書室・録音・スタジオの点訳・音訳 (1.4) +0.1

(1.0) +0.6 紙おむつ支給事業 (6.1) -1.9

(2.1) -0.5 住宅改修費助成事業 (9.0) -2.9

(0.3) -0.1 訪問給食サービス事業 (9.1) -2.6

(0.8) -0.2 除雪サービス事業 (18.4) -5.3

(1.5) -0.6 移送介助サービス事業 (6.7) -1.4

(0.1) 0.0 自立支援教育訓練等助成事業 (5.9) -1.6

※無回答は非表示とした

【サービスの利用状況】 【サービスの利用意向】 今回と

前回の

差

今回と

前回の

差

3.7 
0.4 
0.5 
0.5 

0.8 
5.1 

1.1 
2.9 

3.7 
2.3 

0.5 
1.7 

4.0 
3.0 

3.8 
7.6 

8.1 
1.9 

2.2 
0.9 

0.2 
3.3 

0.7 
0.4 
0.2 

0.6 
1.6 
1.6 

0.2 
0.6 

0.9 
0.1 

051015(%)

6.6 

3.8 
2.6 

4.0 
6.3 

7.1 

5.1 
9.0 

6.7 
6.6 

5.9 
5.3 

4.2 
5.3 
5.6 

8.3 
8.8 

7.3 

6.2 
3.0 

1.7 
6.7 

4.5 
3.6 

1.9 
1.5 

4.2 
6.1 
6.5 

13.1 

5.3 
4.3 

0 5 10 15(%)

現在利用している福祉サービスと今後利用したい福祉サービスについては、＜現在利用して
いるサービス＞は「相談支援事業」が 8.1％で最も多く、次いで「補装具費支給事業」が 7.6％
となっています。一方、＜今後利用したいサービス＞は、「除雪サービス事業」が 13.1％で最
も多く、次いで「短期入所」が 9.0％、「相談支援事業」が 8.8％、「補装具費支給事業」が 8.3％
となっています。 
この結果から、障がいがある人に必要なサービスを提供するため、福祉サービスの周知が求

められていることがうかがえます。 

（８）福祉サービス・福祉施策 
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図表 28 現在の福祉サービスの障がい別利用状況 ※複数回答 

 

 
 

 

 

 

  

（％）

調査数

居
宅
介
護

（
ホ
ー

ム

ヘ
ル
プ

）

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

重
度
障
害
者
等
包
括

支
援

行
動
援
護

生
活
介
護

療
養
介
護

短
期
入
所

自
立
訓
練

（
機
能
訓

練

）

自
立
訓
練

（
生
活
訓

練

）

就
労
移
行
支
援

1,279 3.7 0.4 0.5 0.5 0.8 5.1 1.1 2.9 3.7 2.3 0.5
身体障害者手帳 781 3.7 0.1 0.8 0.5 0.5 2.4 1.2 2.8 4.9 2.3 0.1
療育手帳 211 0.9 0.5 - - 2.4 15.6 0.5 3.3 - 1.9 0.9
精神障害者保健福祉手帳 102 4.9 - - - - 3.9 2.0 2.0 2.0 2.9 2.0
重複障がい者 108 10.2 2.8 0.9 1.9 0.9 8.3 1.9 5.6 5.6 3.7 1.9
その他 77 - - - - - - - - 1.3 1.3 -

（続き）

調査数

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

共
同
生
活
援
助

施
設
入
所
支
援

補
装
具
費
支
給
事
業

相
談
支
援
事
業

移
動
支
援
事
業

日
中
一
時
支
援
事
業

地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー

事
業

意
思
疎
通
支
援
事
業

日
常
生
活
用
具
給
付

等
事
業

1,279 1.7 4.0 3.0 3.8 7.6 8.1 1.9 2.2 0.9 0.2 3.3
身体障害者手帳 781 0.6 0.4 1.4 2.2 10.2 3.1 0.6 0.6 0.5 0.1 4.5
療育手帳 211 2.8 11.8 8.1 12.3 0.5 15.6 6.6 8.1 1.9 - -
精神障害者保健福祉手帳 102 7.8 14.7 5.9 2.0 1.0 12.7 1.0 - 2.9 - 1.0
重複障がい者 108 2.8 7.4 4.6 3.7 13.9 14.8 3.7 5.6 0.9 0.9 5.6
その他 77 - - - - - 23.4 - - - - -

（続き）

調査数

訪
問
入
浴
サ
ー

ビ
ス

事
業

自
動
車
運
転
免
許
取

得
費
助
成
事
業

自
動
車
改
造
費
助
成

事
業

点
字
図
書
室
・
録

音
・
ス
タ
ジ
オ
の
点

訳
・
音
訳

紙
お
む
つ
支
給
事
業

住
宅
改
修
費
助
成
事

業 訪
問
給
食
サ
ー

ビ
ス

事
業

除
雪
サ
ー

ビ
ス
事
業

移
送
介
助
サ
ー

ビ
ス

事
業

自
立
支
援
教
育
訓
練

等
助
成
事
業

無
回
答

1,279 0.7 0.4 0.2 0.6 1.6 1.6 0.2 0.6 0.9 0.1 67.0
身体障害者手帳 781 0.8 0.3 0.1 0.9 1.2 2.0 0.4 0.8 1.0 - 73.4
療育手帳 211 - 0.5 - - - - - - - - 50.2
精神障害者保健福祉手帳 102 - 1.0 - - 2.0 - - - - - 62.7
重複障がい者 108 2.8 0.9 0.9 0.9 7.4 3.7 - 1.9 2.8 0.9 51.9
その他 77 - - - - 1.3 - - - - - 75.3

障
が

い

別

全体

障
が

い
別

全体

障
が

い

別

全体

サービスの利用状況を障がい別にみると、身体障害者手帳では「補装具費支給事業」が
10.2％、療育手帳では「生活介護」「相談支援事業」が各々15.6％、精神障害者保健福祉手帳
では「就労継続支援 B」が 14.7％で最も多くなっています。 
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図表 29 今後の福祉サービスの障がい別利用意向 ※複数回答 

 

 
 

 

  

（％）

調査数

居
宅
介
護

（
ホ
ー

ム

ヘ
ル
プ

）

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

重
度
障
害
者
等
包
括

支
援

行
動
援
護

生
活
介
護

療
養
介
護

短
期
入
所

自
立
訓
練

（
機
能
訓

練

）

自
立
訓
練

（
生
活
訓

練

）

就
労
移
行
支
援

1,279 6.6 3.8 2.6 4.0 6.3 7.1 5.1 9.0 6.7 6.6 5.9
身体障害者手帳 781 8.2 4.7 3.2 4.7 6.1 5.5 5.4 9.5 6.4 4.5 2.4
療育手帳 211 0.9 - - 0.9 5.2 10.4 0.5 9.5 3.8 8.5 14.7
精神障害者保健福祉手帳 102 3.9 2.0 1.0 2.0 6.9 9.8 10.8 2.9 12.7 15.7 11.8
重複障がい者 108 13.0 8.3 5.6 8.3 12.0 14.8 10.2 16.7 11.1 9.3 7.4
その他 77 - - 1.3 1.3 1.3 - - - 3.9 6.5 6.5

（続き）

調査数

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

共
同
生
活
援
助

施
設
入
所
支
援

補
装
具
費
支
給
事
業

相
談
支
援
事
業

移
動
支
援
事
業

日
中
一
時
支
援
事
業

地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー

事
業

意
思
疎
通
支
援
事
業

日
常
生
活
用
具
給
付

等
事
業

1,279 5.3 4.2 5.3 5.6 8.3 8.8 7.3 6.2 3.0 1.7 6.7
身体障害者手帳 781 1.9 1.3 3.8 3.8 11.4 6.7 5.2 5.5 2.3 1.4 8.7
療育手帳 211 16.1 13.7 10.4 12.8 0.5 10.9 12.8 9.5 2.8 1.4 0.5
精神障害者保健福祉手帳 102 11.8 8.8 4.9 2.0 2.0 14.7 5.9 2.0 4.9 2.0 2.0
重複障がい者 108 4.6 3.7 10.2 11.1 11.1 14.8 17.6 13.0 9.3 3.7 13.0
その他 77 2.6 2.6 - - 2.6 9.1 - - - 2.6 1.3

（続き）

調査数

訪
問
入
浴
サ
ー

ビ
ス

事
業

自
動
車
運
転
免
許
取

得
費
助
成
事
業

自
動
車
改
造
費
助
成

事
業

点
字
図
書
室
・
録

音
・
ス
タ
ジ
オ
の
点

訳
・
音
訳

紙
お
む
つ
支
給
事
業

住
宅
改
修
費
助
成
事

業 訪
問
給
食
サ
ー

ビ
ス

事
業

除
雪
サ
ー

ビ
ス
事
業

移
送
介
助
サ
ー

ビ
ス

事
業

自
立
支
援
教
育
訓
練

等
助
成
事
業

無
回
答

1,279 4.5 3.6 1.9 1.5 4.2 6.1 6.5 13.1 5.3 4.3 57.1
身体障害者手帳 781 6.3 2.9 2.4 1.5 5.9 7.8 7.8 17.2 6.3 2.3 58.5
療育手帳 211 0.9 5.2 - - 0.5 0.5 2.4 1.4 0.9 7.1 47.4
精神障害者保健福祉手帳 102 1.0 7.8 2.0 2.0 - 2.9 4.9 12.7 6.9 13.7 48.0
重複障がい者 108 4.6 2.8 2.8 4.6 4.6 11.1 10.2 14.8 9.3 5.6 54.6
その他 77 - 1.3 - - 2.6 1.3 1.3 1.3 - 2.6 84.4

障
が

い

別

全体

障
が

い
別

全体

障
が

い

別

全体

サービス利用意向を障がい別にみると、身体障害者手帳では「除雪サービス事業」が 17.2％、
療育手帳では「就労継続支援 A」が 16.1％、精神障害者保健福祉手帳では「自立訓練（生活訓
練）」が 15.7％で最も多くなっています。 
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図表 30 地域における共生がどの程度進んでいるか

 
 

 

 
 

図表 31 千歳市は障がいのある人にとって暮らしやすいまちだと思うか 

 

(%)

全体(n=1279) 12.2 29.1

身体障害者手帳(n=781) 12.0 23.9

療育手帳(n=211) 13.2 37.4

精神障害者保健福祉手帳(n=102) 12.7 38.3

重複障がい者(n=108) 14.8 33.4

その他(n=77) 7.8 41.6

（参考）前回調査(n=1189) 13.8 27.7

進

ん

で

い

る

計

（
％

）

進

ん

で

い

な

い

計

（
％

）

障
が
い
別

2.0 

2.0 

1.4 

2.9 

3.7 

0.0 

2.1 

10.2 

10.0 

11.8 

9.8 

11.1 

7.8 

11.7 

13.5 

12.2 

14.2 

16.7 

13.0 

22.1 

11.7 

15.6 

11.7 

23.2 

21.6 

20.4 

19.5 

16.0 

50.3 

53.8 

46.9 

44.1 

38.9 

48.1 

49.8 

8.4 

10.4 

2.4 

4.9 

13.0 

2.6 

8.7 

かなり進んでいる 少し進んでいる あまり進んでいない

進んでいない わからない 無回答

(%)

全体(n=1279) 65.8 16.1

身体障害者手帳(n=781) 68.8 12.1

療育手帳(n=211) 62.5 21.3

精神障害者保健福祉手帳(n=102) 71.5 20.6

重複障がい者(n=108) 47.2 25.9

その他(n=77) 63.6 23.4

（参考）前回調査(n=1189) 63.1 17.9

暮

ら

し

や

す

い

と

思

う

計

（
％

）

暮

ら

し

や

す

い

と

思

わ

な

い

計

（
％

）

障
が
い
別

6.1 

5.5 
8.5 

7.8 

4.6 

5.2 

7.7 

59.7 

63.3 

54.0 

63.7 

42.6 

58.4 

55.4 

11.8 

9.0 

14.7 

13.7 

21.3 

16.9 

13.0 

4.3 

3.1 
6.6 

6.9 

4.6 
6.5 

4.9 

18.1 

19.2 

16.1 

7.8 

26.9 

13.0 

18.9 

とても暮らしやすいまちだと思う 暮らしやすいまちだと思う

あまり暮らしやすいまちだとは思わない 暮らしやすいまちだとは思わない

無回答

身近な地域における共生がどの程度進んでいるかについては、「かなり進んでいる」2.0％、
「少し進んでいる」10.2％を合わせた＜進んでいる計＞は 12.2％、一方、「あまり進んでいな
い」13.5％、「進んでいない」15.6％を合わせた＜進んでいない計＞は 29.1％となっています。 

この結果から、障がいがある人と地域との交流機会を創出することが求められていることが
うかがえます。 

千歳市は障がいがある人にとって暮らしやすいまちだと思うかについては、「とても暮らしや
すいまちだと思う」6.1％、「暮らしやすいまちだと思う」59.7％を合わせた＜暮らしやすいと
思う計＞は 65.8％、一方、「あまり暮らしやすいまちだと思わない」11.8％、「暮らしやすいま
ちだと思わない」4.3％を合わせた＜暮らしやすいと思わない計＞は 16.1％となっています。 

障がい別にみると、重複障がい者では＜暮らしやすいと思う計＞は 47.2％と他の障がい種別
に比べ少なくなっています。 

この結果から、今以上に障がいがあるにとって暮らしやすいまちとなるように福祉施策、福
祉サービスの提供体制の推進が求められていることがうかがえます。 

（10）暮らしやすさや将来の生活 

（９）地域における共生 
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図表 32 障がいのある人が地域で生活していくために必要なこと ※複数回答 

 

 
※前回調査における斜線は、該当する選択肢がなかったことを示している。 

 
  

n= 1,279
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訓

練

・
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験

子

育

て

に

関

す

る

支

援

の

充

実

グ

ル
ー

プ

ホ
ー

ム

な

ど

の

拡

充

障

が

い

者

の

た

め

の

住

宅

の

確

保

医

療

体

制

の

充

実

就

労

の

た

め

の

支

援

道

路

・

交

通

・

建

物

の

バ

リ

ア

フ

リ
ー

化

災

害

時

の

支

援

経

済

的

負

担

の

軽

減

生

涯

学

習

や

文

化

活

動

の

推

進

ス

ポ
ー

ツ

・

レ

ク

リ

エ
ー

シ

ョ
ン

活

動

の

推

進

成

年

後

見

制

度

の

活

用

地

域

福

祉

に

お

け

る

共

生

社

会

の

実

現

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

1,279 39.6 11.8 9.4 4.6 7.8 6.4 9.6 11.6 20.3 14.7 15.6 16.5 22.8 2.0 2.9 2.3 8.6 1.7 6.9 14.9

身体障害者手帳 781 33.0 10.5 11.0 2.8 5.4 2.8 6.0 9.7 20.7 9.0 19.5 18.4 22.2 1.7 2.4 1.2 6.0 0.9 8.5 18.8

療育手帳 211 54.0 13.7 3.3 6.2 9.5 10.9 24.2 14.7 16.6 23.2 10.0 12.8 22.7 1.9 3.8 7.1 14.2 1.9 4.3 6.6

精神障害者保健福祉手帳 102 44.1 16.7 12.7 7.8 13.7 1.0 7.8 24.5 23.5 26.5 7.8 11.8 39.2 3.9 4.9 1.0 11.8 2.9 5.9 4.9

重複障がい者 108 43.5 9.3 11.1 9.3 5.6 1.9 13.0 11.1 24.1 13.9 13.9 18.5 12.0 0.9 0.9 1.9 13.9 6.5 6.5 19.4

その他 77 54.5 16.9 2.6 7.8 23.4 44.2 3.9 6.5 15.6 35.1 5.2 10.4 23.4 5.2 5.2 2.6 7.8 1.3 - 3.9

（参考）前回調査 (1,189) (39.4) (10.5) (9.5) (4.6) (7.3) (10.8) (13.7) (22.5) (14.6) (16.0) (14.2) (26.2) (1.9) (3.8) (2.4) (7.3) (1.9) (6.0) (11.4)

今回と前回の差 +0.2 +1.3 -0.1 0.0 +0.5 -1.2 -2.1 -2.2 +0.1 -0.4 +2.3 -3.4 +0.1 -0.9 -0.1 +1.3 -0.2 +0.9 +3.5

全体

障

が
い

別

39.6 

11.8 
9.4 

4.6 
7.8 6.4 

9.6 11.6 

20.3 
14.7 15.6 16.5 

22.8 

2.0 2.9 2.3 

8.6 

1.7 
6.9 

14.9 

0

10

20

30

40

50
(%)

障がいがある人が地域で生活していくために必要なことについては、「地域の人たちの障がい
に対する理解」が 39.6％で最も多く、次いで「経済的負担の軽減」が 22.8％、「医療体制の充
実」が 20.3％となっています。 

障がい別にみると、全ての障がい種別で「地域の人たちの障がいに対する理解」が最も多く
なっています。また、療育手帳では「グループホームなどの拡充」が 24.2％と他の障がい種別
に比べ多くなっています。 

この結果から、市民の障がいに対する理解促進、経済的な負担を軽減するための医療費の助
成、医療体制の充実に対する取組が求められていることがうかがえます。 
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２．障がい当事者アンケート調査結果（１８歳未満再計） 
※障がい者当事者アンケート(1,279名)のうち、18歳未満（190名）に絞り込んで集計を行いました。 

 

■調査の目的・内容 
本調査は、令和3年度を初年度とする「千歳市障がい者計画」及び「第６期千歳市障が

い福祉計画」、「第２期千歳市障がい児福祉計画」の策定に向けた基礎資料を得ることを目
的に、身体に障がいのある人、知的障がいのある人及び精神障がいのある人の福祉サービ
スの利用実態や福祉に関する意識、意向などを把握するために実施しました。 

■調査対象者 
18歳未満の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、通所受給者証のい
ずれかを所持している人 

■調査方法 
郵送調査（返信用封筒を同封） 

■調査期間 
令和２年９月２日～９月25日（調査基準日 令和２年７月１日） 

■調査対象数、回答者数、回答率等 
本調査の対象者数は、全体で517人、うち190人から回答を得ることができました。回

答者数を対象者数で除した回答率は36.8％でした。 
 

図表 33-1 調査対象者数、回答数、回答率 

対象者数 回答者数 回答率 

517 人 190 人 36.8% 
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図表 34 日中の主な活動 

 
 

 
 

 
回答条件：今回の調査は 18 歳未満で未就学または通学中の方 

図表 35 障がいがあることにより、特に不安を感じていること ※複数回答 

 
 

  

(%)

全体(n=190)

（参考）前回調査(n=208)

31.6 

38.5 

65.8 

59.1 
0.5 

1.0 

0.5 

1.0 

1.6 

0.5 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

未就学（乳児・幼稚園・保育所通いを含む）で自宅で過ごしている

小学校・中学校・高校（盲・ろう・養護学校を含む）に通学している

大学・専門学校などに通学している

一般就労している

就労支援施設などに通って仕事（作業）をしている

決まった活動はしていない

その他

無回答

n= 185

n=

療
育
や
保
育

、
教
育
に
関

す
る
情
報
が
少
な
い

希
望
す
る
認
定
こ
ど
も

園

、
保
育
園

、
幼
稚
園

、

学
校
施
設
に
入
れ
な
い

子
の
病
気
や
ケ
ガ

子
の
友
達
づ
き
あ
い

子
の
成
長
や
将
来
に
不
安

が
あ
る

経
済
的
な
負
担
が
大
き
い

送
り
迎
え
が
大
変

自
宅
以
外
に
子
の
居
場
所

が
な
い

学
校
の
選
択
や
将
来
の
進

路
で
困

っ
て
い
る

特
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

（参考）前回調査 (208) (31.3) (16.8) (21.6) (54.8) (74.5) (26.0) (27.9) (14.9) (52.9) (4.3) (4.8) (0.0)

今回と前回の差 -4.3 -6.5 -3.2 -0.7 -10.2 -8.2 -2.0 -4.1 -11.8 +3.8 +1.1 +3.8

27.0 

10.3 
18.4 

54.1 

64.3 

17.8 
25.9 

10.8 

41.1 

8.1 5.9 3.8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
(%)

日中の主な活動については、「未就学（乳児・幼稚園・保育所通いを含む）で自宅で過ごして
いる」が 31.6％、「小学校・中学校・高校（盲・ろう・養護学校を含む）に通学している」が
65.8％となっています。 

この結果から、今後も巡回支援事業等を活用し、集団生活における適応支援など、地域生活
支援の充実が求められていることがうかがえます。 

障がいがあることによって不安を感じていることについては、「子の成長や将来に不安があ
る」が 64.3％で最も多く、次いで「子の友達づきあい」が 54.1％、「学校の選択や将来の進路
で困っている」が 41.1％となっています。 

この結果から、地域で将来を見通した継続的な支援体制の充実が求められていることがうか
がえます。 

（１）日常生活 

（２）障がいがあることへの不安 
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図表 36 養育・介助をする上で困っていること ※複数回答 

 

 

 

 

 
 

 
 

図表 37 相談ごとはだれにするか ※複数回答 

 

n= 190

n=

介
助
者
自
身
の
健
康

に
不
安
が
あ
る

代
わ
り
に
介
助
を
頼

め
る
人
・
場
が
な
い

緊
急
時
の
対
応
に
不

安
が
あ
る

身
体
的
な
負
担
が
大

き
い

精
神
的
な
負
担
が
大

き
い

経
済
的
な
負
担
が
大

き
い

仕
事
に
出
ら
れ
な
い

長
期
の
旅
行
や
外
出

が
で
き
な
い

休
養
や
息
抜
き
の
時

間
が
な
い

相
談
す
る
相
手
が
い

な
い

そ
の
他

特
に
困

っ
て
い
る
こ

と
は
な
い

無
回
答

（参考）前回調査 (208) (16.3) (27.9) (33.7) (17.8) (33.7) (21.2) (21.6) (12.5) (29.3) (12.5) (3.4) (25.0) (0.0)

今回と前回の差 -2.6 -9.0 -3.7 -6.2 -11.6 -8.0 -6.9 -3.6 -14.6 -0.9 -0.8 +5.5 +13.2

13.7 

18.9 

30.0 

11.6 

22.1 

13.2 14.7 

8.9 

14.7 
11.6 

2.6 

30.5 

13.2 

0

10

20

30

40
(%)

n= 190

n=

家

族

や

親

族

友

人

や

知

人

障

が

い

者

団

体

認

定

こ

ど

も

園

、
幼

稚

園

、
学

校

の

先

生

保

健

師

民

生

委

員

・

児

童

委

員

市

役

所

こ

ど

も

発

達

相

談

室

千

歳

市

指

定

障

害

児

相

談

支

援

事

業

所

子

育

て

総

合

支

援

セ

ン

タ
ー

保

健

所

社

会

福

祉

協

議

会

医

療

関

係

者

（
医

師

・

看

護

師

な

ど

）

学

校

の

先

生

身

体

障

が

い

者

相

談

員

・

知

的

障

が

い

者

相

談

員

障

が

い

者

総

合

支

援

セ

ン

タ
ー

な

ど

の

相

談

支

援

事

業

所

通

所

・

入

所

し

て

い

る

施

設

・

作

業

所

な

ど

相

談

す

る

必

要

が

な

い

そ

の

他

相

談

し

た

い

が

で

き

な

い

無

回

答

（参考）前回調査 (208) (78.8) (55.3) (47.1) (2.9) (0.0) (13.5) (3.8) (5.3) (0.0) (0.0) (22.6) (0.5) (3.8) (7.2) (0.0)

今回と前回の差 +7.5 -28.5 -18.2 -2.9 +0.5 +3.3 +8.8 +1.5 0.0 0.0 -4.2 +1.6 -1.7 -5.6 +4.2

86.3 

26.8 

1.6 

28.9 

0.0 0.5 1.6 

16.8 12.6 
6.8 

0.0 0.0 

18.4 
24.2 

0.5 
5.3 

27.9 

2.1 2.1 1.6 4.2 
0

20

40

60

80

100
(%)

介助者の方が介助する上で困っていることについては、「緊急時の対応に不安がある」が
30.0％、次いで「精神的な負担が大きい」が 22.1％となっています。一方、「特に困っている
ことはない」は 30.5％となっています。 

この結果から、緊急時の対応や介助者の精神的負担の軽減が求められていることがうかがえ
ます。 

相談ごとはだれにするかについては、「家族や親族」が 86.3％で最も多く、次いで「認定こ
ども園、幼稚園、学校の先生」が 28.9％、「通所・入所している施設・作業所など」が 27.9％、
「友人や知人」が 26.8％、「学校の先生」が 24.2％となっています。 

「千歳市指定相談支援事業所」は 12.6％にとどまっていることから、当該事業所のより一層
の周知が必要と推察されます。 

（３）養育・介助者について 

（４）相談先について 
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※前回調査における斜線は、該当する選択肢がなかったことを示している。 
 
 

 
 

図表 38 福祉サービスや福祉施策などに関する情報の入手 ※複数回答 

 

 
 

 

 
 

図表 39 現在の福祉サービスの利用状況と今後の利用意向 ※複数回答 

 

 
  

n= 190

n=

広
報
ち
と
せ

市
の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
類

障
が
い
者
団
体
な
ど
の
刊
行
物

市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

市
以
外
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

新
聞
・
雑
誌

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ

施
設

医
療
機
関

障
が
い
者
団
体
や
家
族
の
会

民
生
委
員
・
児
童
委
員

相
談
員

市
の
窓
口

そ
の
他

無
回
答

（参考）前回調査 (208) (48.6) (12.0) (6.7) (12.5) (6.3) (7.2) (2.9) (11.1) (9.1) (6.7) (0.5) (7.2) (9.1) (14.4) (0.0)

今回と前回の差 +8.8 -0.9 -3.0 +3.8 -2.6 -1.4 +0.3 +4.2 +0.9 -4.6 -0.5 +1.7 +1.4 -8.1 +11.1

57.4 

11.1 
3.7 

16.3 

3.7 5.8 3.2 

15.3 
10.0 

2.1 0.0 

8.9 10.5 
6.3 

11.1 

0

10

20

30

40

50

60

70
(%)

前回 前回

n= n=

(208) (n=190) (208)

+20.8 (30.3) 放課後等デイサービス (32.7) -5.3

-5.0 (36.1) 児童発達支援 (17.8) -4.6

+4.6 (4.3) 保育所等訪問支援 (7.7) +1.2

居宅訪問型児童発達支援事業

-0.9 (1.4) 医療型児童発達支援 (5.3) -1.6

+0.6 (0.5) 福祉型児童入所支援 (13.9) -7.1

-0.5 (1.0) 医療型児童入所支援 (2.9) +1.3

※無回答は非表示とした

【サービスの利用状況】 【サービスの利用意向】今回と
前回の

差

今回と
前回の

差

51.1 

31.1 

8.9 

1.1 
0.5 

1.1 

0.5 

0102030405060(%)

27.4 

13.2 

8.9 

7.9 

3.7 

6.8 

4.2 

0 10 20 30 40 50 60 (%)

福祉サービスや福祉施策などに関する情報入手経路については、「広報ちとせ」が 57.4％で
最も多く、次いで「市のホームページ」が 16.3％、「施設」が 15.3％となっています。 

この結果から、情報入手経路が「広報ちとせ」が突出していることから、より多くの情報を
供給するため、他の媒体からの情報の認知を増やす必要があると思われます。 

現在、利用している障害福祉サービスについては、「放課後等デイサービス」が 51.1％で最
も多く、次いで「児童発達支援」が 31.1％、「保育所等訪問支援」が 8.9％となっています。 

今後、利用したい障害福祉サービスについては、「放課後等デイサービス」が 27.4％で最も
多く、次いで「児童発達支援」が 13.2％、「保育所等訪問支援」が 8.9％となっています。 

（５）福祉サービス・福祉施策などについて 
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図表 40 障がいのある人が地域で生活していくために必要なこと ※複数回答 

 

 
 

 
 

 
 

図表 41 お子さんの発達課題や障がいに気づいたきっかけ ※複数回答 

 

 
  

n= 190

n=

地

域

の

人

た

ち

の
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が
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す
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め

の

訓

練

・

体

験

子

育

て

に

関

す

る

支

援

の

充

実

グ

ル
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プ

ホ
ー

ム

な

ど

の

拡

充

障

が

い

者

の

た

め

の

住

宅

の

確

保

医

療

体

制

の

充

実

就

労

の

た

め

の

支

援

道

路

・

交

通

・

建

物

の

バ

リ

ア

フ

リ
ー

化

災

害

時

の

支

援

経

済

的

負

担

の

軽

減

生

涯

学

習

や

文

化

活

動

の

推

進

ス

ポ
ー

ツ

・

レ

ク

リ

エ
ー

シ

ョ
ン

活

動

の

推

進

成

年

後

見

制

度

の

活

用

地

域

福

祉

に

お

け

る

共

生

社

会

の

実

現

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

（参考）前回調査 (208) (69.2) (10.6) (25.5) (44.2) (27.4) (5.8) (17.8) (41.8) (5.3) (1.9) (0.0)

今回と前回の差 -11.3 -7.4 -19.2 -14.2 -11.1 +1.0 -3.6 -12.9 -1.6 -1.9 +4.7

57.9 

13.7 

3.2 6.3 

20.5 

30.0 

10.5 
13.7 16.3 

34.2 

6.8 
14.2 

28.9 

2.6 4.2 4.2 
8.9 

3.7 
0.0 

4.7 

0

10

20

30

40

50

60

70
(%)

n= 190

n=

総
合

保
健
セ
ン
タ
ー

で
の

健
診

こ
ど

も
発
達
相
談
室

で
の

相
談

病
院

な
ど
の
医
療
機

関
に

よ
る
診
察
・
健

診 認
定

こ
ど
も
園
・
保

育
所

・
幼
稚
園
で
の

助
言

保
護

者
の
方
を
含
む

家
族

の
気
づ
き

小
学

校
で
実
施
す
る

就
学

時
健
康
診
断

そ
の

他

無
回

答

（参考）前回調査 (208) (36.5) (19.2) (27.4) (8.2) (41.3) (3.4) (9.6) (0.0)

今回と前回の差 -3.3 +3.4 +5.2 +8.6 +2.4 +0.8 -2.2 +2.1

33.2 

22.6 

32.6 

16.8 

43.7 

4.2 
7.4 

2.1 
0

10

20

30

40

50
(%)

障がいがある人が地域で生活していくために必要なことについては、「地域の人たちの障が
いに対する理解」が 57.9％で最も多く、次いで「就労のための支援」が 34.2％、「子育てに関
する支援の充実」が 30.0％、「経済的負担の軽減」が 28.9％となっています。 

お子さんの発達課題や障がいに気づいたきっかけについては、「保護者の方を含む家族の気づ
き」が 43.7％で最も多く、次いで「総合保健センターでの健診」が 33.2％、「病院などの医療
機関による診察・健診」が 32.6％となっています。 

この結果から、家族の気づきを気軽に相談できる相談支援体制の整備や各関係機関とこども
発達相談室の連携の強化が求められていることがうかがえます。 

（６）早期療育などについて 
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図表 42 現在、必要な支援 ※複数回答 

 

 

 

 

 
 

図表 43 千歳市は障がいのある人にとって暮らしやすいまちだと思うか 

 

 
  

n= 190

n=

お
子
さ
ん
の
発
達
を
促
す
支
援

子
育
て
全
般
に
つ
い
て
の
相
談
支
援

保
育
所
や
幼
稚
園
等
の
進
路
相
談
支
援

学
校
の
進
路
相
談
支
援

卒
後
の
進
路
相
談
支
援

就
労
に
つ
い
て
の
相
談
支
援

必
要
な
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
情
報
提
供

そ
の
他

特
に
支
援
は
必
要
な
い

無
回
答

（参考）前回調査 (208) (55.3) (23.1) (19.2) (42.8) (41.8) (36.5) (37.5) (3.4) (1.9) (0.0)

今回と前回の差 +4.2 +12.2 +0.8 +10.9 +4.0 +4.0 +0.4 -0.2 +0.7 +2.1

59.5 

35.3 

20.0 

53.7 
45.8 

40.5 37.9 

3.2 2.6 2.1 
0

10

20

30

40

50

60

70
(%)

(%)

全体(n=190) 55.8 35.3

暮

ら

し

や

す

い

と

思

う

計

（
％

）

暮

ら

し

や

す

い

と

思

わ

な

い

計

（
％

）

6.3 

49.5 25.8 9.5 8.9 

とても暮らしやすいまちだと思う 暮らしやすいまちだと思う

あまり暮らしやすいまちだとは思わない 暮らしやすいまちだとは思わない

無回答

必要な支援については、「お子さんの発達を促す支援」が 59.5％、次いで「学校の進路相談
支援」が 53.7％、「卒後の進路相談支援」が 45.8％となっています。 

千歳市は障がいがある人にとって暮らしやすいまちだと思うかについては、「とても暮らしや
すいまちだと思う」6.3％、「暮らしやすいまちだと思う」49.5％を合わせた＜暮らしやすいと
思う計＞は 55.8％（障がい者全体は 65.8％）、一方、「あまり暮らしやすいまちだと思わない」
25.8％、「暮らしやすいまちだと思わない」9.5％を合わせた＜暮らしやすいと思わない計＞は
35.3％（障がい者全体は 16.1％）となっています。 

この結果から、障がい者全体において障がい児が暮らしやすさを感じていないことが表れて
おり、障がい児にとって暮らしやすいまちづくりが求められています。 

（７）暮らしやすさや将来の生活 
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３．サービス提供事業所アンケート調査結果 

 

 

■調査の目的・内容 
本調査は、令和3年度を初年度とする「千歳市障がい者計画」及び「第６期千歳市障が

い福祉計画」「第２期千歳市障がい児福祉計画」の策定に向けた基礎資料を得ることを目
的に、障害福祉サービス提供事業所に対し、障害福祉サービス及び地域生活支援事業に関
する意向等を把握するために実施しました。 
 

■調査対象 
市内の障害福祉サービス提供事業所 

 

■調査方法 
郵送調査（返信用封筒を同封） 
 

■調査期間 
令和２年８月26日～９月11日（調査基準日 令和２年７月１日） 

 

■調査対象数、回答者数、回答率 
本調査の対象者事業所数は、全体で56事業所、うち40事業所から回答を得ることがで

きました。回答者数を対象者数で除した回答率は71.4％でした。 
 

図表 44 調査対象数、回答数、回答率 

 

対象事業所数 回答事業所数 回答率 

56 事業所 40 事業所 71.4% 
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図表 45 改善したいとお考えの運営上の課題 ※複数回答 

 

 
 

 
 

図表 46 行政等の関係機関からどのような支援があればいいか ※複数回答 
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円滑な事業運営のために、改善したいとお考えの運営上の課題について、「支援員の確保」が
52.5％と最も多く、次いで「サービスの内容や質の向上」が 42.5％、「利用者の確保」が 40.0％
となっています。 
 サービス提供体制とあわせて、利用者の確保が主な課題となっています。 

今後の事業運営に当たって、行政等の関係機関からどのような支援があればいいかについて、
「行政との情報共有」「事業運営に必要な情報提供」が各々47.5％、次いで「職員の研修、職業
訓練への支援」が 37.5％となっています。 

行政との情報共有、事業運営のための情報提供、職員の研修・訓練に対する支援が求められ
ています。 

（１）運営上の課題や支援 
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図表 47 防災対策を実施しているか ※複数回答 

 

 
 

 
 

図表 48 防犯対策を実施しているか ※複数回答 
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防災対策を実施しているかについて、「防災対策を文書として定めている」が 70.0％と最も
多く、次いで「発災時に、利用者を安全に避難させる対策を立てている」が 57.5％、「利用者
の安否確認の方法を決めている」が 52.5％となっています。 

防災対策を文書で定めている事業所は７割、避難対策も立てている事業所は６割弱にとどま
っていることから、未対策の事業所に対する周知・啓発が課題であるといえます。 

防犯対策を実施しているかをたずねたところ、「不審者等の防犯について利用者に注意喚起し
ている」が 57.5％と最も多く、次いで「出入口を施錠している」が 45.0％となっています。 

防犯の注意喚起がなされている事業所は６割弱、出入り口の施錠は５割弱にとどまっている
ことから、防犯対策が十分ではないことがうかがえます。 

（２）防災・防犯対策 



 

54 
 

 
 

 
 

図表 49 障害者虐待防止法に基づいた取組を行っているか ※複数回答 

 

 
 

 
 

図表 50 障害者差別解消法に基づいた取組を行っているか ※複数回答 
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障害者虐待防止法に基づいた取組を行っているかについて、「運営規程に虐待防止のための責
任者を明記」が 80.0％と最も多く、次いで「利用者やその家族からの苦情を解決する相談体制
の整備」が 75.0％、「マニュアルやチェックリスト等の整備・活用」「障害者虐待や支援技術向
上に関する研修の実施」が各々65.0％となっています。 

多くの事業所で苦情を解決する相談体制が整備されていることに加え、様々な取組が進めら
れています。今後は、障害者虐待防止法の理念等がより浸透するように事業所や職員へのさら
なる周知徹底が必要であるといえます。 

障害者差別解消法に基づいた取組を行っているかについて、「障がいに関する理解や人権意識
の向上に向けた職員の研修の実施」が 62.5％と最も多く、次いで「障がい者及びその家族等か
らの相談体制の整備」「相談窓口の設置」が各々57.5％となっています。 

障がい当事者のアンケートでは、障害者差別解消法の認知度は 13.0％にとどまっており、こ
の状況を踏まえて、事業所からの利用者や家族等に対する周知・啓発が必要と考えられます。 

（３）障害者虐待防止・差別解消 
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４．企業等民間事業所アンケート調査結果 

 

 
■調査の目的・内容 

本調査は、「千歳市障がい者計画」及び「第６期千歳市障がい福祉計画」の策定に当た
って、企業等民間事業所における障がい者雇用の状況等や今後の意向等を把握するため
に実施しました。 
 

■調査対象 
市内の企業等民間事業所300社（任意抽出） 

 

■調査方法 
郵送調査（返信用封筒を同封） 
 

■調査期間 
令和２年８月26日～９月11日（調査基準日 令和２年７月１日） 

 

■調査対象数、回答者数、回答率 
本調査の対象事業所数は全体で300事業所、うち139事業所から回答を得ることができ

ました。回答事業所数を対象事業所数で除した回答率は46.3％でした。 
 

図表 51 調査対象数、回答数、回答率 

 

対象事業者数 回答事業者数 回答率 

300 事業所 139 事業所 46.3% 
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図表 52 障がいのある人の雇用状況 

 

 
 

 
 

 
 

図表 53 障がいのある人を雇用するに当たっての課題 ※複数回答 
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障がいのある人の雇用状況について、「現在障がい者を雇用している」が 28.1％、「現在、雇
用していないが以前雇用していた」が 12.2％、「一度も障がい者を雇用したことはない」が
58.3％となっています。 

アンケートに回答した事業者の 6 割弱の事業所が、障がい者を一度も雇用したことがない結
果となっています。 

障がいのある人を雇用するに当たっての課題について、「会社内に適当な仕事があるか」が
78.4％で最も多く、次いで「採用時に適性、能力を十分把握できるか」が 45.3％、「職場の安
全面の配慮が適切にできるか」が 43.9％となっています。 

この結果から、適切な仕事があるか、安全面の配慮ができるかなど仕事をする環境整備につ
いての懸念があることがうかがえます。 

（１）障がいのある人の雇用状況 

（２）雇用上の課題と配慮について 
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図表 54 障がいのある人の雇用を促進するために必要な施策 ※複数回答 

 

 
 

 
 

 
 

図表 55 関係機関による取組及び支援を期待したいこと ※複数回答 

 

 
  

n= 139

n=

外

部

の
支

援

機
関

の

助

言
・

援

助
な

ど

の

支
援

雇

入

れ
の

際

の
助

成

制

度
の

充

実
今

後

は

、
雇

用

を
検

討

し

た
い

雇

用

継
続

の

た
め

の

助

成
制

度

の
充

実

雇

用
を

す

る
見

込

み

は
な

い

外

部

か
ら

ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
や

介

助
者

な

ど

人
的

資

源
の

充

実

職

場

内
で

の

人
的

支

援

体
制

の

助
成

の

充

実

雇

用

事
例

や

障
が

い

特

性
・

雇

用
管

理

上

の
留

意

点
に

関

す

る
情

報

提
供

そ

の

他

無

回

答

（参考）前回調査 (141) (38.3) (14.9) (12.8) (13.5) (24.8) (41.1) (3.5) (14.2)

今回と前回の差 -5.2 +8.1 +0.9 -1.3 +6.1 -8.7 -0.6 +3.8

33.1 

23.0 

13.7 12.2 

30.9 32.4 

2.9 

18.0 

0

10

20

30

40
(%)

n= 139

n=

障
が
い
者
雇
用
に
関
す
る
広

報
・
啓
発

障
が
い
者
雇
用
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
会
社
が
社

会
的
に
評
価
さ
れ
る
仕
組
み

づ
く
り

就
労
に
対
す
る
家
族
の
理
解

の
促
進

障
が
い
者
雇
用
支
援
設
備
・

施
設
・
機
器
の
設
置
の
た
め

の
助
成
・
援
助

賃
金
の
助
成
制
度
の
拡
充

関
係
機
関
の
職
員
等
に
よ
る

定
期
的
な
職
場
訪
問
等
職
場

適
応
・
職
場
定
着
指
導

具
体
的
な
雇
用
ノ
ウ
ハ
ウ
に

つ
い
て
相
談
で
き
る
窓
口
の

設
置

雇
用
管
理
に
役
立
つ
マ
ニ

ュ

ア
ル

、
研
修
等
の
提
供

職
場
内
で
の
業
務
支
援
者
の

派
遣

、
業
務
支
援
者
の
配
置

に
対
す
る
助
成

障
が
い
者
に
対
す
る
能
力
向

上
の
た
め
の
訓
練
の
実
施

職
場
復
帰
の
た
め
の
訓
練
の

実
施

職
場
と
家
庭
と
の
連
絡
調
整

障
が
い
者
の
退
職
後
の
受
け

皿
の
確
保
に
対
す
る
支
援

生
活
面
を
含
め
た
相
談
援
助

余
暇
活
動
の
企
画
や
場
の
提

供 そ
の
他

無
回
答
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障がいのある人の雇用を促進するために必要な施策について、「外部の支援機関の助言・援助
などの支援」が 33.1％で最も多く、次いで「雇用事例や障がい特性・雇用管理上の留意点に関
する情報提供」が 32.4％、「職場内での人的支援体制の助成の充実」が 30.9％となっています。 

この結果から、必要な施策として、情報提供、支援機関の助言・援助、人的支援体制の助成
等障がいのある人を雇用するための職場体制づくりへのニーズがうかがえます。 

障がいのある人の雇用を進める上で関係機関による取組及び支援を期待したいことについ
て、「障がい者雇用支援設備・施設・機器の設置のための助成・援助」が 42.4％で最も多く、
次いで「賃金の助成制度の拡充」が 36.7％となっています。 

この結果から、関係機関に対しては、障がいのある人が仕事をする環境をつくるための設備・
施設・機器等ハード部分の助成、賃金助成等の対応が求められていることがうかがえます。 

（３）関係機関との連携について 
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５．関係団体ヒアリング結果 
 

■調査の目的・内容 
本調査は、「千歳市障がい者計画」及び「第６期千歳市障がい福祉計画」並びに「第２

期千歳市障がい児福祉計画」の策定に当たって、障がい者関係団体に対して、団体の現状
や抱えている課題、今後求められる取組などについてヒアリング調査を実施しました。 
■調査対象 

千歳市内で活動する障がい者団体（13団体） ※参加団体は巻末「資料編」参照 

■調査方法 
グループヒアリング方式 

■調査期間（４回に分けて実施） 
回 日   時 参加団体数 

１回目 令和２年９月９日(水) 13時30分～14時45分 ２団体 
２回目 令和２年９月９日(水) 15時30分～16時30分 ３団体 
３回目 令和２年９月15日(火) 13時30分～14時30分 ２団体 
４回目 令和２年９月15日(火) 15時30分～16時30分 ４団体 

◆ヒアリングシートの提出のみ：２団体 
 

■関係団体ヒアリングにおける主な意見は次のとおりです。 
 
 

 
 
○ 千歳市内を散策する際に、トイレの数や場所、障がい者用トイレの有無、障がい者

割引の使用可否など、一つ一つを確認しないとわからないため、不便です。 
○ 障がい者の転倒を防止するため、整備されていないデコボコしている歩道や、点

字ブロックが剝がれたまま放置されている歩道を整備していただきたいです。 
 

 

 

○ 各種イベントにおいて、代読・代筆・移動支援等の人的サービスが少なく、一般的
な会議においても点字文書や SP コードの利用が少ないため、支援を行ってほしい
です。 

○ 市のホームページで市長が発信する場面に手話通訳が付けられたのは良かったで
す。今後、市が発信する情報に手話や字幕を活用してほしいです。 

○ 市の施設や店頭等にコミュニケーションボードなどの情報提供のツールが欲しい。 
 
 

（２）情報提供・意思疎通支援 

（１） 生活環境の整備 
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○ 災害時におけるネットワークの構築及び周知をお願いしたいです。 
○ 防災無線の活用をもっと活発に行ってほしいです。 
○ 防災時の情報発信に文字情報も積極的に取り入れられる工夫がほしいです。 
○ 障がい者向けの災害マニュアルを作成してほしいです。 
○ 自閉症スペクトラムや重度障害などがのある子や家族が安心して避難できる避難

場所を設置してほしいです（特別支援学級がある学校の利用など）。 
 

 

 

 
○ ヘルプマークに対する正しい理解が進むよう周知してほしいです。 
○ 自分の身の周りのことや財産、金銭管理など自分の意志で決定したり、実行する

したりすることが困難な知的障がい者、精神障がい者への権利擁護に関する施
策・制度の整備をお願いしたいです。 

 

 

 

○ 相談の事例が多いため、「ろうあ者相談者」の設置を検討してほしいです。 
○ 一人でも自宅やグループホーム等で生活できるように、支援を受けられるサービ

スを充実してほしいと思います。特に移動支援サービスを利用できるところが足
りません。 

 
 

 

 

○ 医療機関内で視覚障がい者にケアできる人材の確保や、専属手話通話者の設置を
行ってほしいと思います。 

○ 市内には心療内科が少ないため、苦慮しています。 
  
  

（３）防犯・防災 

（４）差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

（５）自立した生活の支援・意思決定支援 

（６）保健・医療 
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○ 視覚障がい者の就労・就職の場が少ないので、増やす手助けがほしいです。 
○ 手話のわかるジョブコーチを配置して、聴覚障がい者を雇用する企業等において

相談体制が整うようにしてほしいです。 
○ 一般就労している人にも、見守り体制が必要と思います。福祉的就労について

も、やりがいのある仕事を提供してほしいと思います。 
 

 
 

 

○ 視覚障がいに対するヘルパーが少ないので、必要な場所に出向くのが困難なこと
が多いです。 

○ 障がいをもった子どもたちが周りの協力を得ながら地域で学び、成長できるよう
に、特別支援学級の拡充を望みます。 

○ 千歳市内に養護学校をつくってほしいです。 
○ 幼稚園に障がい児枠を増やしてほしいです。 
 

 
 

 

○ 自閉症のような方で大声を出すような方が参加できるイベントが少ないと思いま
す。 

○ 現時点ではイベントに行きにくいと感じているため、障がいを持っていても、イ
ベントに行きやすいように周知してほしいです。 

○ 障がい者にとって行ける場所があるのは、この上ない幸せなことだと思うので、
絵画教室、スポーツ教室などを増やしてほしいです。 

○ パラスポーツの普及とパラスポーツを楽しめる環境整備と指導者の配置を行って
ほしいです。  

（７）雇用・就業、経済的自立の支援 

（８）療育・保育・教育 

（９）スポーツ・文化芸術活動等の振興 
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障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重し、 

共に支えあい住み慣れた地域で暮らせる社会の実現 

 

第４章 計画の基本的な考え方         
 

１．計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

本市では、障がいのある人が地域社会の一員として、地域の人と共に生活し活動する社

会をめざす「ノーマライゼーション＊」の考え方を市民に広く定着させることを基本とし、

障がいのある人が住み慣れた地域社会で孤立することなく、社会とのつながりの中で自

らの役割を高めていけるよう、障がいのある人が安心して暮らし続けることができるま

ちづくりを目指してきました。 

今後も、障がいのあるなしにかかわらず、市民誰もが人格と個性を尊重しあい、やさし

さと温かさの中で、障がいのある人の自立と社会参加を推進する共生型社会の実現に注

力することとし、前計画で掲げた「障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性を尊

重し、共に支えあい住み慣れた地域で暮らせる社会の実現」を引き続き本計画の基本理念

とします。この基本理念に基づき、「千歳市障がい者計画」において全庁的な障がい福祉

施策を定めるとともに、「第６期千歳市障がい福祉計画」並びに「第２期千歳市障がい児

福祉計画」については、「千歳市障がい者計画」に掲げる施策のうち、障害福祉サービス

や障害児支援サービスの見込量の設定、サービスの提供体制の確保等の取組などを定め

ます。 
 

２．計画の対象 

・ 身体に障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がい(発達障がいを含む)のある人 

・ 難病患者などその他心身機能の障がいがあって、障がい及び社会的障壁により継続

的に日常生活及び社会生活に相当な制限を受ける状態にある人 

・ 18 歳未満の身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童、精神障がいのある

                                            
＊ ノーマライゼーション…心身に障がいのある人もない人も、全ての人が共に暮らす社会が正常(ノ

ーマル)であるという考え方のことです。 
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児童及び療育支援が必要な児童 
３．基本目標 

 

 基本理念に基づき、５つの分野に区分して基本目標を設定し、それぞれについて施策

の方向をまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重し、

共に支えあい住み慣れた地域で暮らせる社会の実現 

 『差別の解消と権利擁護の推進』 

基本目標１ 

尊 重 し あ う 

 『自立と社会参加の促進』 

基本目標４  

ともに生きる 

 『生活支援の充実』 

基本目標２ 

支 え る 

 
『安全・安心で暮らしやすい 

まちづくり』 

基本目標５ 

築 く 

 『障がい児支援の充実』 

基本目標３ 

育 む 
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 障がいのある人の地域生活の自立支援充実を図るため、相談支援体制や障害福祉サービ

ス等の充実、地域福祉活動の促進、保健・ 医療の充実などを図りながら、 地域生活支援

拠点の整備について検討を進めるとともに、意思疎通支援の向上など地域社会全体でサポ

ート体制の構築に努めます。 

地域社会の一員として、障がいのある子どもの成長を支えていくため、保健・ 医療・ 福

祉・ 教育、就労等の連携強化により、子どもの成長に応じた適切な支援が引き継がれる体

制の整備を図ります。また、共生社会の形成につながるように、障がいのある子どもと障が

いのない子どもとの交流機会や共に学ぶ機会の拡充を図りながら、お互いを正しく理解し、

共に助け合い、支え合うことの大切さを学べる環境づくりを目指します。 

基本目標２「生活支援の充実」 ～支える～ 

基本目標３「障がい児支援の充実」 ～育む～ 

障害者差別解消法の趣旨に基づき、障がいのある人に対する社会の偏見や差別といった

社会的障壁が取り除かれるように、 市自らが差別解消に向けて取り組むとともに、市民の

理解と協力が得られるような相互理解や発活動の充実、虐待防止、権利擁護の推進などに

取り組みます。 

基本目標１「差別の解消と権利擁護の推進」 ～尊重しあう～ 

基本目標４「自立と社会参加の促進」 ～ともに生きる～ 

基本目標５「安全・安心で暮らしやすいまちづくり」 ～築く～ 

一人ひとりの適性と能力に応じて可能な限り仕事を持ち、継続して働けるように、雇用・ 

就労支援の充実を図り、経済的な自立を支援します。また、障がいのある人の多様な社会活

動への参加を促進するため、 文化芸術活動やスポーツ・ レクリエーション活動の振興、交

流機会の拡充、移動支援の充実などに取り組みます。 

障がいのあるなしに関わらず、誰もが安心して暮らせるようにバリアフリーやユニバーサ

ルデザインの視点を踏まえたまちづくりや情報アクセシビリテイの向上、居住支援を推進し

ます。 また、 地域住民や関係機関との連携を図りながら、 防災対策や防犯対策の充実に

取り組みます。 
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４．施策の方向 

 

■基本理念■       ■基本目標■        ■施策の方向■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
お
互
い
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
、 

共
に
支
え
あ
い
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現 

基本目標１ 
「差別の解消と権利擁護

の推進」 

１ 生活支援の充実 

２ 保健・医療の推進 

２ 防災・防犯・感染症対策の
推進 

１ 啓発・理解促進 

２ 差別の解消及び権利擁護 
の推進 

３ 情報・コミュニケーション
支援の充実 

１ 療育等の充実 

１ 雇用・就労の推進 

２ 地域共生の推進 

１ 生活環境の整備充実 

基本目標２ 
「生活支援の充実」 

基本目標４ 
「自立と社会参加の促進」 

基本目標５ 
「安全・安心で 

暮らしやすいまちづくり」 

２ 保育・教育の推進 

基本目標３ 
「障がい児支援の充実」 
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５．計画の体系 

 

基
本
目
標
１ 

「差
別
の
解
消
と
権
利
擁
護
の
推
進
」 

１ 啓発・理解促進 

 
（1）障がい特性に対する理解促進 保健福祉部障がい者支援課 

（2）広報・啓発活動の充実 保健福祉部障がい者支援課 

（3）福祉教育の推進 教育委員会学校教育課 

（4）交流教育の推進 教育委員会学校教育課 

２ 差別の解消及び権利擁護の推進 

 
（1）障がいを理由とする差別の解消の推進 保健福祉部障がい者支援課 

（2）障がい者の虐待防止体制の充実・強化 保健福祉部障がい者支援課 

（3）ヘルプマーク・ヘルプカードの普及・啓発 保健福祉部障がい者支援課 

（４）市職員に対する障がい者理解の促進 保健福祉部障がい者支援課 

（５）成年後見制度等の利用促進 
保健福祉部福祉課 

保健福祉部高齢者支援課 

保健福祉部障がい者支援課 

（６）日常生活における自立のための支援 保健福祉部障がい者支援課 

（７）福祉オンブズマン制度の推進 保健福祉部福祉課 
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基
本
目
標
２ 

「生
活
支
援
の
充
実
」 

１ 生活支援の充実 

 

（1）相談支援体制の充実・強化 保健福祉部障がい者支援課 

（2）障害福祉サービス等の提供体制の確保 保健福祉部障がい者支援課 

（3）介護保険サービスとの連携 
保健福祉部高齢者支援課 

保健福祉部障がい者支援課 

（4）関係機関等との連携体制の強化 保健福祉部障がい者支援課 

（5）経済的な負担軽減 保健福祉部障がい者支援課 

（6）情報提供・発信の充実 保健福祉部障がい者支援課 

（7）障がい者グループホーム等の整備促進 保健福祉部障がい者支援課 

２ 保健・医療の推進 

 （1）医療機関等との連携による相談支援体制 

の充実 
保健福祉部健康づくり課 

（2）医療費の負担軽減 
市民環境部国保医療課 

保健福祉部障がい者支援課 

（3）生活習慣病の予防・早期発見 保健福祉部市民健康課 

３ 情報・コミュニケーションの充実 

 
（1）意思疎通支援体制の充実 保健福祉部障がい者支援課 

（2）情報提供の充実 
企画部広報広聴課 

選挙管理委員会選挙課 

保健福祉部障がい者支援課 

（３）千歳市手話言語条例に基づく施策の推進 保健福祉部障がい者支援課 
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基
本
目
標
３ 

「障
が
い
児
支
援
の
充
実
」 

 

１ 療育等の充実 

 

（1）乳幼児健診の充実 
保健福祉部母子保健課 

こども福祉部こども療育課 

（2）こども発達相談室の充実 こども福祉部こども療育課 

（3）児童発達支援センターによる連携体制の充実 こども福祉部こども療育課 

（4）障がい児通所支援サービス提供体制の充実 こども福祉部こども療育課 

（5）早期療育体制の充実 こども福祉部こども療育課 

（6）肢体不自由児者の機能訓練の充実 こども福祉部こども療育課 

２ 保育・教育の推進  

 
（1）障がい児教育・保育事業の充実 こども福祉部こども政策課 

（2）幼稚園における特別支援教育の促進 こども福祉部こども政策課 

（3）インクルージョン保育体制の充実 こども福祉部こども療育課 

（4）個別の教育支援計画の活用 
こども福祉部こども療育課 

教育委員会学校教育課 

（5）特別支援教育体制の充実 教育委員会学校教育課 

（6）特別支援学校等への就学支援 教育委員会学校教育課 

（7）学童クラブの充実・拡充 こども福祉部子育て総合支援センター 

（８）学校卒業後の支援 
保健福祉部障がい者支援課 

教育委員会学校教育課 
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基
本
目
標
４ 

「自
立
と
社
会
参
加
の
促
進
」 

１ 雇用・就労の推進 

 

（1）企業等に対する理解の促進 保健福祉部障がい者支援課 

（2）福祉的就労の支援 保健福祉部障がい者支援課 

（3）就労先の拡充と職場定着の促進 保健福祉部障がい者支援課 

（4）市職員としての雇用の拡大 総務部職員課 

（5）一般就労の促進 保健福祉部障がい者支援課 

（6）訓練・就労体験の支援 
総務部職員課 

保健福祉部障がい者支援課 

（7）資格取得費用の負担軽減 保健福祉部障がい者支援課 

（8）障害者施設等からの物品等の優先調達の推進 保健福祉部障がい者支援課 

（9）関係機関の連携とネットワークの充実・強化 保健福祉部障がい者支援課 

（10）多様な就労機会の確保 保健福祉部障がい者支援課 

２ 地域共生の推進 

 
（1）地域生活への移行推進 保健福祉部障がい者支援課 

（2）相互交流の促進 保健福祉部障がい者支援課 

（3）ボランティアの人材養成 保健福祉部障がい者支援課 

（4）当事者団体への活動支援 保健福祉部障がい者支援課 

（5）スポーツ・レクリエーション活動の支援 
観光スポーツ部スポーツ振興課 

保健福祉部障がい者支援課 

（6）文化・芸術活動の支援 
教育委員会生涯学習課 

保健福祉部障がい者支援課 

（7）外出や移動の支援 保健福祉部障がい者支援課 

（8）交通費の負担軽減 保健福祉部障がい者支援課 

（9）免許取得費用等の負担軽減 保健福祉部障がい者支援課 
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基
本
目
標
５ 

「安
全
・安
心
で
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
」 

１ 生活環境の整備充実 

 

（1）住まいのバリアフリー化の推進 
建設部市営住宅課 

保健福祉部障がい者支援課 

（2）公共施設等のバリアフリー化の推進 建設部建築課 

（3）道路・公共交通機関のバリアフリー化の推進 
建設部道路管理課 

建設部道路建設課 

（4）公園緑地のバリアフリー化の推進 建設部都市整備課 

２ 防災・防犯・感染症対策の推進 

 
（1）防災・減災体制の強化 

総務部危機管理課 

保健福祉部福祉課 

（2）緊急時における連絡手段の確保 保健福祉部障がい者支援課 

（3）避難通路の確保 保健福祉部障がい者支援課 

（4）ひとり暮らし見守り活動の充実 保健福祉部障がい者支援課 

（5）消費者被害の防止 市民環境部市民生活課 

（6）感染症対策の推進 
保健福祉部健康づくり課 

保健福祉部障がい者支援課 
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第５章 千歳市障がい者計画          

 

 

 

 
 

 

○ 市ではこれまで、広報ちとせや市ホームページ等を通じて、障がいの特性や障が

いのある人への理解促進に努めてきました。しかしながら、アンケート調査で

は、障がいのある人が地域で生活していくために必要なこととして、「地域の人

たちの障がいに対する理解」が最も多くなっており、障がいのある人に対する理

解が十分に進んでいるとは言えない状況にあることがうかがえます。そのため、

広報ちとせや市ホームページの活用はもとより、障がいのある人と地域住民が触

れ合う機会の創出など、障がいのある人とない人の相互理解を促進する取組を検

討していく必要があります。 

○ 障がいの理解を促進するためには、障がいがあっても、それを一つの個性と捉

え、同じ仲間として支援の必要な人を支え合う気持ちを育てることが重要です。

そのため、幼少期から福祉教育や交流教育により障がいの特性やお互いを理解

し、支え合うことの大切さを学べる環境づくりを目指します。「総合的な学習の

時間」などにおいて、障がいのある人を講師に招いて、障がい特性について学ぶ

取組を推進していく必要があります。 

≪当事者アンケート調査結果から≫ 

・障がいのある人が地域で生活していくために必要なこととして、「地域の人た 

ちの障がいに対する理解」（39.6％）が最も多い。 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

・障がい者に対する理解を深めていただくために、広報ちとせに差別の解消や虐 

待の防止に関しての情報などを頻繁に載せてほしいです。 

現状と課題 

基本目標１「差別の解消と権利擁護の推進」 

１．啓発・理解促進 
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○広報・啓発活動を推進することによって、障がいの特性や障がいのある人に対する

市民の理解を促進し、「障がいのある人もない人もお互いを理解し、支え合う社

会」を目指します。また、広報・啓発は行政だけではなく、障がいのある人や当事

者団体、市民、ボランティア団体、関係機関等多様な主体の情報発信と連携を深め

ながら、効果的に推進していきます。 

 

【主要施策】 

  

 

◆障がい特性についてのリーフレットやパネル展示等により理解の促進に努めま

す。また、障がいのある人やその家族、関係団体などで構成する「千歳市障が

い者地域自立支援協議会」を通じて、障がいなどに対する理解促進に向けた取

組を進めます。 

 

 

◆「千歳学出前講座｣や「広報ちとせ｣、「市のホームページ」など多様な媒体を

活用した広報・啓発活動を推進し、障がいに対する理解促進を図ります。 

 

 

◆小中学校において、視覚障がいの疑似体験や、障がいのある人を講師に招き、

障がいについて学ぶ福祉教育の推進に努めます。 

 

 

◆特別支援学級と通常学級の児童生徒との「交流及び共同学習」を児童生徒の状

況に合わせて、学校行事や教科の時間、居住地校交流などを通じて実施し、相

互理解の促進や社会性の育成を図ります。 

 

 

 

取組の方向 

（１）障がい特性に対する理解促進 

（２）広報・啓発活動の充実 

（３）福祉教育の推進 

（４）交流教育の推進 
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○ 「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「差別解消法」とい

う。）」の趣旨として、障がいを理由に差別的取扱いや権利侵害をしてはいけない

ことや、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をすることが挙げられます。

市では差別解消法に基づいて「合理的配慮事例集」を作成・庁内周知を図り、窓

口対応などで障がい特性に応じた適切な配慮を行うよう努めています。 

○ アンケート調査では、当事者の「差別解消法」の認知度は 13.0％にとどまってい

ることから、今後も市民に広く周知・啓発を図る必要があります。 

○ 障がいのある人の権利擁護に関しては、「千歳市障がい者虐待防止センター」や

関係機関等の連携によって虐待の防止や努めるとともに、相談体制の整備に努め

ました。 

○ 障がいのある人が後見申立を行う際に、申立費用の助成や市長申立を行う成年後

見制度利用支援事業を実施しています。 

○ 千歳市社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助等を行う日常生活自立支援事業

の活用促進のため、社協広報情報誌により啓発に努めました。 

○ 千歳市成年後見支援センターを開設し、成年後見制度と一体的な相談体制の整備

を図るとともに、利用者の地域生活を支援するための生活支援員の資質向上に努

めました。 

 

≪当事者アンケート調査結果から≫ 

 障害者差別解消法の認知度について、「知っている」（13.0％）、「知らない」
（63.4％）となっており、「知っている」割合は、13.0％に留まっている。 
 障がいにより差別や嫌な思いをした経験については、「ある」（16.7％）、「少
しある」（26.0％）、合わせた経験率は 42.7％に及んでいる。 
 差別や嫌な思いを経験した場所については「外出先」が 44.0％で最も多く、次
いで「学校・仕事場」が 36.4％となっている。 

 

現状と課題 

２．差別の解消及び権利擁護の推進 
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≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

・障害者差別解消法が十分に社会的に周知されていない実態があることから、市役

所など公共団体、商業施設、福祉事業所など職員向けの定期的な学習や実行事例

などの研修会の開催が必要だと思います。 

 

     

○差別解消法のさらなる周知を図るとともに、障がいを理由とする差別解消に向けた

取組を推進します。権利擁護のため、障害者虐待防止法の広報・啓発を進めるとも

に、虐待防止及び養護者に対する支援を行っていきます。また、成年後見制度や日

常生活自立支援事業の周知と利用促進を図ります。 

 

【主要施策】 

  

◆平成 28 年４月に施行された「差別解消法」に基づき、千歳市障がい者地域自

立支援協議会内の「差別解消・虐待防止専門部会」において、情報共有や事例

研究を行うとともに、リーフレット等による周知の徹底に努めます。 

◆障がい者支援課内に、相談窓口を設置しており、引き続き、障がいを理由とす

る不当な差別の解消に努めていきます。 

 

 

◆「障害者虐待防止法」及び「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障

がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」の周知に

努め、虐待防止についての啓発を行います。 

◆地域住民や障害福祉サービス事業者、関係機関等の連携により、障がいのある

人への虐待防止に努めるとともに、虐待の早期発見と被害者の一時避難施設や

居場所を確保するなど、虐待防止体制の充実・強化を図ります。 

◆障がい者支援課内に設置している「千歳市障がい者虐待防止センター」におい

て、虐待を受けた障がいのある人の保護と相談支援体制の助言などの対応に努

めます。 

取組の方向 

（１）障がいを理由とする差別の解消の推進 

（２）障がいのある人の虐待防止体制の充実・強化 
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◆「千歳市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議」や「差別解消・虐待防

止専門部会」において、地域住民や障害福祉サービス事業者、関係機関等との

連携により、障がいのある人への虐待防止に努めるとともに、虐待が生じた場

合の早期発見と被害者の一時避難施設や居場所を確保するなど、虐待防止体制

の充実・強化を図ります。 

 

 

◆「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、外見

からは配慮を必要としているか分かりにくい方の意思表示を支援するため、ヘ

ルプマーク及びヘルプカード＊の普及・啓発に努めます。 

 

 

 

◆障害者差別解消法に基づき作成した「職員対応要領」により、市職員が障がい

の特性や手話の必要性などの理解を深め、窓口等における障がいのある人への

配慮の徹底に努めます。 

◆障がいのある人が参加する会議においては、障がい種別に応じた情報提供やコ

ミュニケーションに配慮を徹底します。 

 

 

◆令和元年度に千歳市社会福祉協議会に委託し設置した成年後見支援センターに

おいて、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な人が、成年後

見制度を適正に利用できるよう支援し、障がいのある人の権利擁護における体

制の充実に努めます。 

 

 

◆市と千歳市社会福祉協議会との連携により成年後見支援センター運営と一体的

に日常生活自立支援事業の活用を促進し、日常の金銭管理や財産管理を行うこ

                                            
＊ヘルプマーク・ヘルプカード･･･ヘルプマークとは、内部障がいなど外見から分からなくても援助

や配慮を必要としている人が援助を得やすくなることを目的とするマークのことで、

ヘルプカードは障がいのある人などが困ったときに助けを求めるためのものです。 

（３）ヘルプマーク・ヘルプカードの普及・啓発 

（５）成年後見制度等の利用推進 

（６）日常生活における自立のための支援 

（４）市職員に対する障がい者理解の促進 
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とにより、自立した地域生活の実現を支援します。また、年々増加する保健福

祉サービス利用に関するニーズに対応するため、生活支援員の確保などに努め

ます。 

 

 

 

 

◆保健福祉サービスに関する市民の苦情を迅速に処理し、違法又は不当な取扱い

を行う事業者に改善を求める「福祉オンブズマン制度」を推進し、障害福祉サ

ービスの質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）福祉オンブズマン制度の推進 
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○本市の相談体制として、「千歳市障がい者総合支援センターChip(ちっぷ)」が中

心となり、障がいのある人や家族、介助者が抱える問題等についての総合的な相

談対応を行っています。 

○アンケート調査では、「相談ごとはだれにするか」という設問では、「障がい者総

合支援センターなどの相談支援事業所」との回答割合は 6.0％となっています。

相談窓口の中核として多くの人に認知される必要があり、事業内容や何か心配事

があれば、いつでも相談対応してもらえるという安心感を周知していく必要があ

ります。 

○本市の障害福祉サービスの利用者の平成 30 年度及び令和元年度の実績をみる

と、日中活動系サービスの就労継続支援 A 型・B 型がそれぞれ利用人数と日数が

大きく伸びています。また、障がいのある児童のサービスで放課後等デイサービ

ス＊が大きく伸びています。 

○アンケート調査では、「除雪サービス事業」や「短期入所」など、現在利用して

いるサービスの割合に対して今後利用したいサービスが上回っているものもあ

り、サービスによっては潜在的なニーズもうかがえます。 

○生活支援の課題として、障がいのある人の高齢化に伴い、その介助する家族も高

齢化していることから、障害福祉サービスの充実はもとより、支援する人の相談

等サポートについても充実を図る必要があります。  

                                            
＊放課後等デイサービス…通学中の障がいのある児童に対して、自立した日常生活を営むために必要

な訓練や地域交流の機会の提供など、放課後等の居場所を提供します。 

基本目標２「生活支援の充実」 

現状と課題 

１．生活支援の充実 
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≪当事者アンケート調査結果から≫ 
・「千歳市障がい者総合支援センターChip(ちっぷ)」を「知っている」と回答し

た人は 32.2％、その内、「利用したことがある」と回答した人は 39.1％とな
っている。 

・相談ごとはだれにするかについては、「障がい者総合支援センターなどの相談
支援事業所」の回答割合は全体で 6.0％となっている。 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 聴覚障害者に対する支援として、ろうあ者相談員を配置してほしいです。 

 相談支援体制や移動支援サービスをもっと充実させてほしいです。 

 

 
 

○障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、個々の障がいのあ

る人の状況に応じた日常生活や社会生活を営むための支援が重要となります。そ

のため、障がいのある人のニーズを踏まえて、障害福祉サービスや地域生活支援

事業等の一層の充実を図っていく必要があります。 

○障がいのある人や家族、介助者等が抱える様々な問題を身近な場所で相談できる

よう「千歳市障害者総合支援センターChip(ちっぷ)」が中心となって関係機関と

連携を図り、情報提供や専門的な助言、他機関との調整等総合的な相談支援体制

づくりを進めます。 

○「千歳市障がい者地域自立支援協議会」を中心に障害福祉サービス事業者等と連

携し、高度・多様化するニーズに対応した障害福祉サービス提供の基盤確保等新

体制の充実を進めます。 

 

【主要施策】 

  

 

◆本市における中心的な相談窓口である「千歳市障がい者総合支援センター

Chip」の相談支援機能の充実・強化を図るとともに、相談支援業務で培った知

識等を、千歳市障がい者地域自立支援協議会や様々な場を通して障害福祉サー

ビス事業者などと共有します。 

取組の方向 

（１）相談支援体制の充実・強化 
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◆サービス等利用計画の対象者拡大や地域相談支援などに対応した相談支援体制

の充実に努めます。 

◆障害福祉サービスや医療制度など総合的に相談に応じることができる、相談支

援体制の充実・強化を図ります。 

◆地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置を検

討し、施設入所者等の地域生活移行に向けた取組など、障がいのある人に対す

る支援に欠かせない関係機関とのネットワークづくりの構築に努めます。 

◆障がいのある人や家族からの相談に応じるとともに、関係機関と協力して解決

にあたる身体障がい者相談員・知的障がい者相談員の技術向上に努めます。 

 

 

 

◆障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、障害福祉サー

ビスや地域生活支援事業のサービスの提供体制の確保を図るとともに、相談支

援事業者などと連携し、ニーズの把握に努めます。 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会を通じて、サービス事業者間の連携による

情報交換や研修会の機会を設け、障害福祉サービスの質の向上に努めます。 

◆施設入所者等に対して、施設等から地域生活への移行に関するニーズ調査を行

い、現状の把握をするとともに地域生活の移行を促進します。 

◆創作活動や生産活動、社会との交流を促進することなどを目的に設置している

地域活動支援センターの運営を支援します。 

◆重症心身障がいのある人の社会参加を促進するため、「医療的ケア事業」の在

り方について検討していきます。 

◆重複障がいのある人のニーズを把握し、適切な障害福祉サービス利用につなげ

るなど総合的な支援をするため、関係機関やサービス提供事業者との連携体制

の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

（２）障害福祉サービス等の提供体制の確保 
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◆40 歳から 64 歳までの特定疾病＊を持つ人や 65 歳以上の要介護認定者で障が

いのある人には介護保険サービスを提供し、介護保険サービスにないサービス

については障害福祉サービスを適切に利用できるよう連携を図ります。 

 

 

 

◆当事者やサービス事業者、関係機関等で構成する千歳市障がい者地域自立支

援協議会の活性化を図り、関係団体や事業者間の連携はもとより、様々なネ

ットワークを構築し、障がいのある人への地域生活の支援に努めます。 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会において、障がい福祉に関する課題を共

有し、地域の支援体制の整備について協議を行うなど、関係機関との協力・

調整体制の充実・強化を図ります。 

 

 

 

◆身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持し、一定の要

件を満たす人を対象に、市内のバスやタクシー、公衆浴場等で利用できる福

祉サービス利用券を交付します。 

◆在宅で常時介護を必要とする重度の障がいのある人に対し、経済的な負担の

軽減を図ることを目的に紙おむつを支給します。 

◆心身の障がいにより、食事を調理することが困難な人に対し、昼食や夕食を

配達します。 

◆著しい重度の障がいがあって常に特別な介護が必要な人などに対し、経済的

な援助として手当を支給します。 

 

 

 

                                            
＊特定疾病…介護保険法に定める筋萎縮性側索硬化症や脳血管疾患などの 16 疾病に該当し、一定の

条件を満たすものをいいます。 

（３）介護保険サービスとの連携 

（４）関係機関等との連携体制の強化 

（５）経済的な負担軽減 
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◆障害年金制度やＮＨＫ受信料減免制度などの各種経済的支援制度における周

知徹底のため、障がい福祉制度のしおりや市のホームページによる周知を行

います。 

 

 

 

◆グループホーム等の新規参入促進のため、千歳市社会福祉施設整備費補助金要綱

による利子補給を行うなど整備費等の一部を補助し、地域における居住の場の充

実に努めます。 

  

（６）情報提供・発信の充実 

（７）障がい者グループホーム等の整備促進 
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○ 障がいの多様化、重度化への対応が課題となっており、保健・医療・リハビリ

テーションの充実が必要となっています。 

○ 生活習慣病は、早期発見することで、糖尿病や心臓疾患等の重症化を予防する

ことができます。健康診査や各種がん検診は障がいの予防という観点からも重

要な取組であり、生活習慣病予防の取組を推進する必要があります。 

○ アンケート調査では、障がいのある人が地域で生活していくために必要なこと

は、「医療体制の充実」が 17 項目中３番目に多くなっており、障がいのある人

のニーズが高くなっています。 

○ 精神障がいのある人については、入院医療中心精神科医療から、地域で支える

環境づくりが課題となっています。そのため、精神障がい者が地域に移行して

生活するための障害福祉サービスの整備とともに精神障がいのある人やその家

族を支援する相談体制の充実が必要となります。 

 

≪当事者アンケート調査結果から≫ 

 障がいのある人が地域で生活していくために必要なことは、「医療体制の充
実」（20.3％）が 17 施策中３番目となっている。 

 現在の生活で困っていることや不安として、「自分の健康や体力に自信がな
いこと」が 38.6％で最も多く、「家族など介助者の健康状態が不安」も
21.3％となっている。 
 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 医療機関内で視覚障がい者にケアできる人材の確保や、専属手話通話者の設

置を行ってほしいと思います。 
 市内には心療内科が少ないため、苦慮しています。 

  

現状と課題 

２．保健・医療の推進 
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○障がいのある人が住み慣れた地域において自立した生活が送れるように保健サー

ビスや医療サービス等の提供体制の充実を図ります。今後、障がいのある人の高

齢化・重度化が進むことが考えられるので、障がいのある人の健康保持増進のた

めの健康づくり施策の充実を進めます。また、入院・入所中の障がいのある人の

地域移行を促進するため、地域で暮らせる環境づくりを医療機関や障害福祉サー

ビス事業所、行政等関係機関が連携して対応していきます。 

 

 

【主要施策】 

  

 

◆障がいの特性に配慮した適切な保健・医療サービスが受けられるよう、医療機

関と連携を図り、相談支援事業所における障がい特性に応じた医療に関する相

談対応の充実を図ります。 

 

 

 

◆身体障害者手帳１、２級及び３級(内部疾患のみ)、療育手帳Ａ判定及び精神障

害者保健福祉手帳１級の人に対する、医療費自己負担額の一部を助成します。 

◆身体に障がいのある人に、障がいの軽減や機能回復を図る手術等の治療に要す

る医療費を助成し、経済的負担を軽減します。 

◆精神障がいのある人に通院医療費を助成し、経済的負担を軽減します。 

 

 

 

◆国民健康保険特定健診・各種がん検診の実施により、障がいの原因となる生活

習慣病などの予防や早期発見に努めるとともに、受診率向上のための継続した

周知・啓発を行います。 

 

取組の方向 

（１）医療機関等との連携による相談支援体制の充実 

（２）医療費の負担軽減 

（３）生活習慣病の予防・早期発見 
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○平成 30 年３月に「千歳市手話言語条例」を施行しました。今後は、同条例に

基づき、手話が言語であるとの認識の下に、手話への理解と広がりをもって地

域で支え合い、安心して共に生きることができるまち千歳を目指し、取組を進

めます。 

○円滑なコミュニケーションを図ることができるよう手話通訳や要約筆記者を派

遣するとともに、意思疎通支援体制の充実を図るため手話奉仕員や要約筆記者

を継続的に養成しています。 

○アンケート調査では、意思疎通支援事業の現在の利用者は２名と回答がありま

したが、今後の利用意向のある人数は 22 名となっています。また、点字図書

室・録音スタジオの点訳・音訳についても、現在の利用者は 8 名と回答があり

ましたが、今後の利用意向のある人数は 19 名となっています。このように、

情報・コミュニケーションに対する潜在的なニーズが高いことがうかがえま

す。こうしたニーズを踏まえて、情報・コミュニケーションの体制整備を進め

ていく必要があります。 

≪当事者アンケート調査結果から≫ 

 福祉サービスの利用状況：意思疎通支援事業２名、点字図書室・録音スタジ 

オの点訳・音訳 8 名 

 福祉サービスの今後の利用意向：意思疎通支援事業 22 名、点字図書室・録音 

スタジオの点訳・音訳 19 名 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 各種イベントにおいて代読・代筆等の人的サービスが少ないです。 

 一般的な会議において点字文書や音声コードの利用が少ないです。 

 

現状と課題 

３．情報・コミュニケーション支援の充実 
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○手話言語条例の理念を市民や事業者に広げるとともに、手話に関する施策を積

極的に推進し、市民がお互いに支え合い、安心して共に生きることができる地

域社会の実現に努めます。 

○すべての障がいのある人が円滑に情報を取得し、意思表示や意思疎通を行うこ

とができるように、情報提供、意思疎通支援の充実を図ります。また、これら

の支援においては、支援者の協力が不可欠となるため、人材育成を進めていき

ます。 

【主要施策】 

  

 

◆聴覚障がいがあって意思疎通が困難な人に、手話通訳者・要約筆記者＊を派遣

し、円滑なコミュニケーションを支援します。 

◆手話奉仕員や要約筆記者を継続的に養成し、登録者の拡充を図るなど意思疎通

支援体制の充実を図ります。 

◆市が主催する講演会などでは、率先して手話通訳者・要約筆記者を活用すると

ともに、市内で開催される様々なイベント等での利用促進に努めます。 

◆耳の聞こえない人と聴こえる人とをオペレーターが「手話」や「文字」と「音

声」を使い通訳する電話リレーサービスの周知を行います。 

◆障がい特性に応じた意思疎通に対する理解促進を図るため当事者団体等と意見

交換をしながら必要となる施策の在り方を検討します。 

 

 

◆ファクシミリなどの「情報・意思疎通支援用具」の給付等により、障がいのあ

る人の情報環境の充実を図ります。 

◆視覚障がいのある人に配 

                                            
＊要約筆記………聴覚に障がいのある人のために、話している相手の内容をその場で文字にして伝え

る筆記による通訳のことです。 

取組の方向 

（１）意思疎通支援体制の充実 

（２）情報提供の充実 
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慮し、市役所からの通知文への音声コードの添付に努めるとともに、点訳・音訳

サービス等の情報提供拠点である千歳市総合福祉センター点字図書室を中心に

点訳・音訳図書等の充実を図ります。 

◆印刷物（市広報紙など）、市のホ－ムページ、会議・講演会・選挙等での配慮

など、障がいのある人に対応した情報・サービスのバリアフリー化の推進に努

めます。 

◆障害福祉サービスなどの概要がわかりやすい冊子を作成し、障がいのある人が

必要とするサービスの情報提供に努めます。 

◆声の広報など配布範囲の拡大やＣＤ化など、効果的な情報提供に努めます。 

◆点字図書室において点訳・音訳図書の貸出等により読書バリアフリーに対応し

ます。 

 

 

 

◆「千歳市手話言語条例」に基づき、市民の手話に対する理解を広げ、手話を使

用しやすい環境づくりなど手話の普及推進に努めます。 

◆コミュニケーションとして手話を選択しやすいよう手話通訳派遣事業の周知徹

底を図り、手話通訳者の個人派遣利用を促進します。 

◆聴覚に障がいのある人が参加する事業などに対し、主催者がコミュニケーショ

ン支援に配慮するよう働きかけを行います。 

◆窓口に手話通訳者がいないときやウイルス感染症の疑いなどで通訳者を呼べな

い時などに対応するととともに、手話を使いやすい環境をづくりに資するた

め、遠隔手話通訳サービスを実施し、その利用促進に努めます。 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会手話言語条例推進専門部会を通じて、手話

の普及に関する取組を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

（３）千歳市手話言語条例に基づく施策の推進 
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○乳幼児健診の受診率は 95％以上と高水準となっており、さらに未受診者には、

家庭訪問等で発達状況の確認に努めています。発達に遅れが認められる場合は、

電話や家庭訪問、育児相談日で相談等を行い、必要に応じて発達相談の紹介等を

行っています。 

○発達障がい児の早期発見と支援のため、５歳児の保護者に対して発達障がいに関

するリーフレットを送付し、希望により５歳児相談を実施しています。このほ

か、子どもの発達の遅れを心配している保護者に対しては、不安が解消できるよ

う悩み相談を実施しています。 

○心身の発達に心配や障がいのある乳幼児に対し、発達状況に応じた療育支援を実

施しています。保護者に対しては、子育てに関する助言や就学に関する学習会な

どを行っています。また、令和２年度４月に児童発達支援センターを開設し、市

内の幼稚園、認定こども園、民間事業所へ職員が出向き、児童への支援や職員へ

の助言を行うことのできる体制整備を行っています。 

○市内の病院や訪問看護ステーションなどで利用可能な機関は微増であり、訓練で

きる環境が乏しいため、今後も重度肢体不自由児者については、関係機関と連携

し機能訓練を実施していきます。 

 

 

 

現状と課題 

１．療育等の充実 

基本目標３「障がい児支援の充実」 
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≪当事者アンケート調査結果から≫ 

・お子さんの発達課題や障がいに気づいたきっかけについて、「保護者の方を
含む家族の気づき」が 43.7％で最も多く、次いで「総合保健センター」が
33.2％、「病院などの医療機関による診察・健診」が 32.6％、「こども発達
相談室での相談」が 22.6％となっています。 

 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

・ヘルパーが少ないので必要な場所に出向くのが困難なことが多いです。 
・医療機関内で視覚障がい者にケアできる人材の確保や、専属手話通話者の設

置を行ってほしいと思います。 
 

 

     

○可能な限り早期に、個々の障がいの程度や状態などに応じた適切な療育に結び付け

るよう、医療機関や保育所、幼稚園等と連携し、乳幼児健診や訪問指導などの保健

事業を通じた障がいの早期発見と早期療育体制の充実を図ります。 

 

【主要施策】 

 

 

◆４か月児、１歳６か月児、３歳児健康診査の受診率向上や健診内容の充実に努

め、障がい等の早期発見に努めます。 

◆健康診査などにおいて、障がいや慢性の疾患等の疑いがあると思われる乳幼児

には、その後の相談・面談により専門機関の紹介に努めます。 

◆発達障がいについての知識の啓発や、関係機関と連携した発達障がいの早期発

見体制の強化に向けた取組を推進します。 

◆発達が気になる子どもには、親子の関わり方を中心とした集団指導や個別指導

を実施し、子どもの心身の発達を促す支援と保護者に対する相談支援体制の充

実に努めます。 

取組の方向 

（１）乳幼児健診の充実 
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◆心理相談員・児童発達相談員・理学療法士・言語聴覚士などの専門職員が、心

身の発達に遅れの見られる乳幼児の保護者と面談し、発達評価や育児に関する

助言、発達を促す親子遊びなどを通じて子どもの発達を支援する「こども発達

相談室」の充実に努めます。 

 

 

 

◆令和２年４月に設置した児童発達支援センターの機能を生かし、相談支援から

通所の利用まで一貫した支援体制の強化を図るとともに、市内の中核的機能と

して、対象児童が所属している集団等を児童発達支援センターの職員が訪問す

ることで、より効率的な療育支援体制の構築と、地域内の連携体制の充実に努

めます。 

 

 

◆放課後や夏休みなどの居場所づくりとして「放課後等デイサービス」や通所支

援として「児童発達支援」、保育所等の安定した利用を促進するための「保育

所等訪問支援」などサービス提供体制の確保に努めます。 

 

 

 

◆心身の発達に心配や障がいのある乳幼児とその保護者に対し、発達の相談や子

育て支援、関係機関との連絡調整を行うとともに、障がいの特性や発達課題に

応じた療育指導、保護者への育児支援を行う体制強化を図ります。 

◆発達の遅れや障がいのある乳幼児が、早期から一人一人の障がいや発達状況に

応じた療育指導、言語指導、理学・作業療法指導などを受けられるよう、「千

歳市児童発達支援センター」の受入体制の充実・強化に努めます。 

（２）こども発達相談室の充実 

（５）早期療育体制の充実 

（４）障がい児通所支援サービス提供体制の確保 

（３）児童発達支援センターによる連携体制の充実 
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◆保育所・幼稚園・学校・医療機関等との連携を強化し、入学や卒業などの節目

に、学校等と支援方針を確認する場を設けるなど、ライフステージに応じて一

貫した支援に努めます。 

◆多様化する障がいに対応した指導を行う人材を育成するため、各種研修などに

より専門職員の知識や技術の向上を図ります。 

 

 

 

◆脳性麻痺等による肢体不自由児者の関節の変形などを予防するため、「千歳市

児童発達支援センター」における理学療法・作業療法＊等による機能訓練の充

実を図るとともに、市内の医療機関や訪問看護ステーション等と連携強化を図

ります。 

  

                                            
＊理学療法・作業療法…理学療法とは、主に手足の曲げ伸ばしといった基礎的な運動機能の改善、及

び寝返りや立ち上がり・歩行といった基本的な動作の改善を目的に行う療法の

ことです。作業療法とは、主に食事や更衣・入浴などの日常生活の諸動作や仕

事などの生活全般にわたる社会的動作能力や社会適応能力の向上を目的に行う

療法です。 

（６）肢体不自由児者の機能訓練の充実 
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○市内の認定こども園や認可保育所および学童クラブでは、障がいや発達に遅れが

ある児童とない児童をともに集団保育することにより、児童の健全な成長発達を

支援してきました。今後もインクルージョン保育を推進すると同時に、障がいの

ある児童の状況に応じた適切な保育を行う必要があります。 

○小中学校では障がいのある児童生徒の自立と社会参加に向けて、集団生活の中で

友人関係を構築し、切磋琢磨することで児童生徒の社会性を養う特別支援教育を

推進しています。各学校で、障がいのある児童生徒の一人一人の教育的ニーズに

応じた指導や支援が、長期的な視点に立って一貫して行われるよう、「個別の教

育支援計画」・「個別の指導計画」の作成や活用の推進、特別支援教育コーディネ

ーターの研修などを実施しています。また、特別支援教育支援員や児童生徒ヘル

パーを配置し、体制の充実を図っています。今後も個々の障がい状況に合わせた

支援や指導の充実に向け、教職員の専門性の向上や支援に係る人材育成が必要で

す。 

≪当事者アンケート調査結果から≫ 

 障がいがあることにより、特に不安に感じていることは、「子の成長や将来に

不安がある」（64.1％）、「子の友達づきあい」（54.4％）、「学校の選択や将来の

進路で困っている」（41.5％）となっています。 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 障がいをもった子どもたちが周りの協力を得ながら地域で学び、成長できるよ

うに、特別支援学級の拡充を望みます。 

 登下校時のサポートの充実を望みます。 

 養護学校の設置や、幼稚園の障がい児枠の拡充を検討してほしいです。 

 

 

２．保育・教育の推進 

現状と課題 
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○障がいのある子どもの健全な成長と発達を促進するため、乳幼児期から学校卒業ま

で、各ライフステージに応じた一貫性のある保育・教育を展開していきます。 

 

【主要施策】 

  

 

◆心身に障がいがあり、教育・保育を必要とする幼児について、個々の発達に応

じて健常児とともに集団生活を行うことにより、自立と健全な成長・発達を促

す「障がい児教育・保育事業」体制の充実を図ります。 

 

 

 

◆障がいのある乳幼児を受け入れている幼稚園の運営を支援し、受入れ幼稚園の

確保に努めるなど、幼児期からの特別支援教育の促進を図ります。 

 

 

 

◆障がいの有無によって分け隔てられることがないよう、障がいのある児童の個

性を尊重しながらインクルージョン保育の充実を図るため、本市の療育機能を

最大限活用しながら、教育・保育施設での受入れの円滑化と発達障がいの早期

発見・早期対応に向けた取組を実施します。 

◆発達障がい等に関する知識を有する専門員が、認定こども園、保育所や幼稚園

などを訪問して療育を提供するほか、各施設を巡回して発達障がいの早期発

見・早期対応に向けた取組を展開することで、教育・保育施設等での障がいの

ある児童の受入れを促進します。 

 

 

 

（１）障がい児教育・保育事業の充実 

（２）幼稚園における特別支援教育の促進 

（３）インクルージョン保育体制の充実 

取組の方向 
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◆発達に課題のある児童を対象に、乳幼児期には「こどもの発達と支援の記録」

ファイルを作成し、その活用について保護者や関係機関への周知を図ります。 

◆小中学校においても、保護者同意のもと、乳幼児期の支援ファイルを引き継

ぎ、これを「個別の教育支援計画」に位置付けて、児童生徒一人一人のニーズ

に応じた一貫性のある教育的支援に役立てていきます。 

 

 

 

◆ センター校（北進小中学校）以外の学校の特別支援学級については、児童生徒

が地域とのつながりを持ちながら教育を受けられるよう、本市の財政状況を勘

案しながら計画的に整備を進めていきます。 

◆ 各学校で、一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援が、長期的な視点に立

って一貫して行われるよう、「個別の教育支援計画」・「個別の指導計画」の作

成や活用を推進します。 

◆ 各学校で、特別支援教育コーディネーターを中心に校内支援体制の充実が図ら

れるよう教職員の専門性の向上のための研修等を実施します。 

◆ 小中学校に特別支援教育支援員や児童生徒ヘルパーを配置して、通常学級や特

別支援学級に在籍する障がいのある児童生徒の学校生活を支援していきます。 

◆ 特別支援学級では、校内や他校との「交流及び共同学習」を実施し、様々な交

流教育を推進します。 

◆ 通常学級に在籍する言語や発達に軽度の障がいのある児童に対して、通級指導

教室での指導を実施します。 

◆ 特別支援学校の「パートナー・ティーチャー派遣事業」や特別支援教育専門家

チームの巡回相談等専門機関を活用し児童生徒への指導の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

（４）個別の教育支援計画の活用 

（５）特別支援教育体制の充実 
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◆特別支援学校や特別支援学級の児童生徒の就学に係る保護者の経済的な負担を

軽減し、障がいに配慮した適切な教育を受ける機会の確保を図ります。 

◆特別支援学級に就学する児童生徒の通学支援と安全確保のため、登下校時のス

クールバスの運行を継続します。 

 

 

 

◆市内 17 か所の学童クラブで受入を行うほか、令和 4 年度の北陽小学校分離校

新設に併せて新たに学童クラブを整備し、受入体制の充実を図ります。 

◆令和３年度から運営の一部を民間事業者に委託し、各種研修を通じた職員の専

門性の向上を図るとともに、「こども相談みにくる」の巡回支援の活用や、学

校等関係機関との連携を強化します。 

 

 

 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会が中心となって公共職業安定所などの関係

機関と連携し、就労につなげるための支援の充実を図ります。 

◆高等支援学校などを卒業した後も地域で安心して生活できるように障害福祉サ

ービスの利用につなげるなど、相談支援体制の充実を図ります。 

◆北海道千歳高等支援学校において、就学指導や巡回相談、就労支援などについ

て連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）特別支援学校等への就学支援 

（７）学童クラブの充実・拡充 

（8）学校卒業後の支援 
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○障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには、就労が大きな課題となり

ます。 

○本市においては、障がいのある人の個々の状態や適性に合わせて、一般就労に向

けた就労移行支援、一般就労が困難な障がいのある人については就労継続支援等

の就労支援サービスを提供しています。就労継続支援 A 型・B 型については、事

業所の増加に伴い、計画した人数や時間に対して大きく増加してきており、就労

環境が整えられつつあります。しかしながら、一般就労に向けた就労移行支援に

ついては計画値を下回っており、実態把握と改善が必要と考えられます。 

○障がいのある人のアンケート調査では、一般就労するために必要な支援として、

「障がいの特性に合った職業・雇用の拡大」、「仕事探しから就労までの総合的な

相談支援」、「就労後の本人に対するサポートの充実」が多くなっており、職場環

境、就労への相談やサポートなどの課題があることがうかがえます。 

○企業のアンケート調査では、障がいのある人を雇用するに当たっての課題とし

て、「会社内に適当な仕事があるか」が最も多く、障がいのある人がどのような

仕事ができるかわからないという状況にあることがうかがえます。また、障がい

者の雇用を促進するために必要な施策としては、「外部の支援機関の助言・援助

等の支援」、「雇用事例や障がい特性・雇用管理上の留意点に関する情報提供」、

「職場内での人的支援体制の助成の充実」が求められています。 

○障がいのある人の雇用の促進のために、労働・福祉・教育等の関係機関がそれぞ

れの立場から支援の取組を進めていますが、各関係機関がより一層連携・協力を

することで、効果的な支援につなげていく必要があります。 

現状と課題 

１．雇用・就労の推進 

基本目標４「自立と社会参加の促進」 
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≪当事者アンケート調査結果から≫ 

 障がいのある人が一般就労するために必要な支援として、「障がいの特性に合

った職業・雇用の拡大」（40.8％）が最も多く、「仕事探しから就労までの総

合的な支援」（37.5％）と続いています。 

 農福連携については、「農福連携について知らなく、今後農作業等に取り組む

つもりはない」（48.1％）と半数を占めますが、「取り組んでいる」と「取り

組んでみたい」を合わせた「取組意向」は 23.7％になっております。 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 視覚障がいのある人に対する就労・就職の場が少ないです。 

 千歳市で障がい者を採用・または今後採用を予定している企業に対して、障

がい者の合理的配慮についての講演を実施してほしいです。 

     
 

○千歳市障がい者就労支援事業により設置している就労推進室「やませみ」と公共

職業安定所等関係機関と事業所が連携し、職場開拓、職場訓練、就労中の相談、

就労定着支援等障がいのある人の就労支援体制の充実・強化を図ります。 

○企業の障がい者雇用の受入れを増やすために、障がいの特性や雇用の制度や補 

助等の情報提供を関係機関と連携して実施していきます。 

【主要施策】 

  

 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会はたらく部会において公共職業安定所など

関係機関との連携を図り、雇用を促進していきます。 

 

 

◆障がいのある人が、病状や障がいの特性に配慮して働くことができる就労移行

支援事業所や就労継続支援事業所などの提供体制の確保に努めます。 

 

 

取組の方向 

（１）企業等に対する理解の促進 

（２）福祉的就労の支援 
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◆就労推進室「やませみ」が中心となって関係機関との連携調整、企業等におけ

る障がい者雇用の実態把握及び雇用促進の啓発活動、就労や職場定着に向けた

支援などを促進します。 

 

 

 

◆「障がい者の雇用の促進等に関する法律」を遵守するとともに、障がいのある

人の雇用の拡大に率先して努めます。 

 

 

 

◆「障がい者就労支援事業」により、公共職業安定所や障害福祉サービス事業

者、高等支援学校等との連携を強化し、働く意欲の高い障がいのある人に対し

て、多様な就労先の開拓・拡充を図るとともに、ジョブコーチ＊などによる支

援を促進し、障がいのある人の職場定着に努めます。 

 

 

 

◆市において、北海道千歳高等支援学校からの生徒の職場実習を受入れ、就労体

験の機会を設けるとともに、市内企業等への就労に向けた支援を行います。 

 

 

 

◆介護職員初任者研修など就労のために必要な資格の取得や、職業能力向上の研

修等に要する受講料の一部を助成します。 

 

                                            
＊ ジョブコーチ…障がいのある人が円滑に就労できるよう支援するスタッフのことです。障がいの

ある人と一緒に職場に入り、職務遂行上の指導や支援、障がいのある人と事業者間と

の様々な調整を行います。 

（３）就労先の拡充と職場定着の促進 

（４）市職員としての雇用の拡大 

（５）一般就労の促進 

（６）訓練・就労体験の支援 

（７）資格取得費用の負担軽減 
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◆市が定める「障がい者施設等からの物品等の優先調達方針」に基づき、地域生

活支援センターや就労継続支援事業所等で製作した物品等の購入や役務の提供

について、庁内各部局が優先的に調達していきます。 

 

 

 

◆千歳市障がい者地域自立支援協議会を中心に、雇用・就労の促進と安定雇用に

向けて、公共職業安定所や就労推進室「やませみ」、企業、福祉施設、学校な

どの連携とネットワークの充実・強化を図ります。 

 

 

 

◆就労支援の充実策として、農福連携に関する理解を図り、自立支援協議会等で

農業者との情報共有や研修などを実施することによって相互理解を図り、農業

と福祉が連携して、就労の確保に努めます。 

◆大学在学中の学生に対して、早期に専門的な就労支援を実施し、その後の就職

活動を円滑に進めるため、企業や学校などの関係機関と連携に努めます。 

◆重度障害がいのある方などに対する就労支援策について、検討を進めます。 

  

（８）障がい者施設等からの物品等の優先調達の推進 

（９）関係機関の連携とネットワークの充実・強化 

（10）多様な就労機会の確保 
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○国においては、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく

活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合い
ながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目標として掲げています。
本市においては、ノーマライゼーションの考え方を踏まえて、障がいのある人も
ない人も、共に地域で学び、生活し、様々な活動を当たり前に行う“共に生きる”
社会づくりを目指しています。 

○地域の団体やボランティア等の活動を支援し、障がいのある人もない人もお互い
を知るような相互交流の場づくりとして、ふれあい広場事業やふれ愛デーチャリ
ティーパークゴルフ交流会を実施しています。 

○アンケート調査では、「地域における共生」がどの程度進んでいるかについて
は、「わからない」が 50.3％、「あまり進んでいない」「進んでいない」の合計が
29.1％となっており、「かなり進んでいる」「進んでいる」を合わせた合計は
12.2％と低い結果になっています。 

○このため、「地域における共生」の意義の周知と障がい者の地域との交流機会の
創出を進めていく必要があります。 

 

≪当事者アンケート調査結果から≫ 

 「地域における共生」がどの程度進んでいるかについては、「わからない」

（50.3％）、「あまり進んでいない」「進んでいない」（29.1％）、「かなり進

んでいる」「進んでいる」（12.2％）という結果になっています。 
 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 絵画教室、スポーツ教室等を増やしてほしい。 

 障がいがある方がイベントに参加しやすい環境の整備（バリアフリー化な

ど）が必要だと思う。 

 

現状と課題 

２．地域共生の推進 
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○ 障がいのある人もない人も、共に地域で学び、生活し、様々な活動を当たり前

に行う“共に生きる”社会づくりを目指します。 

○ 地域での様々な活動を活性化し、障がいについての理解を深めるための相互交
流や人材育成を進め、障がいのある人の社会参加の促進に努めます。 

○ スポーツ・レクリエーション活動や文化芸術活動などの多様な活動への参加を

促し、障がいのある人の一層の社会参加を促進します。 

 

【主要施策】 

  

 

◆障がい者の地域での生活への移行推進について行政、各関連団体、保健、医

療、福祉等様々な主体の参画により、協議の場を設置し、地域移行を可能とす

る地域環境づくりを進めていきます。 

 

 

◆ふれあい広場事業への支援を継続するなど、障がいのある人とない人がふれあ

うきっかけづくりに努め、相互理解を促進します。 

 

 

◆手話通訳、要約筆記、音訳サービス等を行うボランティア人材を養成します。 

◆千歳市社会福祉協議会が行っているボランティアセンターの運営及びボランテ

ィア活動普及事業を支援し、インフォーマルサービスの担い手としてのボラン

ティアの人材養成を促進します。 

 

 

◆障がいのある人の地域の交流等を促進するため、障がい者団体の主体的な活動

を支援します。 

◆スポーツやレクリエーションなどの余暇活動に対して、活動の場・機会の提供

など支援に努めます。 

取組の方向 

（１）地域生活への移行推進 

（２）相互交流の促進 

（３）ボランティアの人材養成 

（４）当事者団体への活動支援 
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◆当事者団体へのスポーツやレクリエーションの活動の場・機会の提供を継続す

るとともに、障がいのある人も参加できる事業への参加を促進していきます。 

◆障がいのある人も参加できるニュースポーツの普及などを支援していきます。 

 

 

◆障がいのある方に対して文化・芸術活動などの生涯学習への参加を促進してい

きます。 

 

 

◆ 一人で移動が困難な障がいのある人に対して、移動支援や同行援護等により

外出や移動に必要な支援を行います。 

◆ 車いすなどを常時必要とする身体に障がいのある人の社会参加を支援するた

め、専用車両を使用して外出や移動の支援を行います。 

◆ 当事者団体等が研修やレクリエーションなどを行う際の移動を福祉バスの運

行により支援します。 

 

 

◆バスやタクシー等に利用できる福祉サービス利用券を交付し、外出を促進しま

す。 

◆地域活動支援センターなどに通所する場合、公共交通機関の交通費を助成し、

精神障がいのある人の日中活動を促進します。 

 

 

◆自動車運転免許の取得に必要な費用を助成し、障がいのある人の自立した生活

や社会参加を促進します。 

◆身体に障がいのある人が就労等で自動車を取得する場合、その自動車の改造に

要する費用を助成します。 

（5）スポーツ・レクリエーション活動の支援 

（6）文化・芸術活動の支援 

（8）交通費の負担軽減 

（9）免許取得費用等の負担軽減 

（7）外出や移動の支援 
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○障がいのある人が住み慣れた地域で生活できるように、道路や施設のバリアフリ

ー化や外出や移動の支援を行うとともに、手すりの設置や段差解消などのバリア

フリー化にかかる住宅改修費の一部を助成しております。 

○アンケート調査では、障がいのある人が地域で生活していくために必要なこと

は、道路・交通・建物のバリアフリー化が 17 施策中５番目と上位に入っていま

す。公共施設等のバリアフリー化は進んでいますが、さらなるバリアフリー化が

求められています。 
  

 

≪当事者アンケート調査結果から≫ 

 障がいのある人が地域で生活していくために必要なこととして、「道路・交

通・建物のバリアフリー化」が 17 施策中５番目に回答割合が高くなってい

ます。 
 

 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 低床バスの導入、増車を検討して欲しいです。 

 千歳市内を散策する際、トイレの数や場所、障がい者用トイレの有無、障がい

者割引の使用可否など、一つ一つを確認しないとわからないため、不便です。 

 障がい者の転倒を防止するため、整備されていないデコボコしている歩道や、

点字ブロックが剝がれたまま放置されている歩道を整備していただきたいで

す。 

基本目標５「防災・防犯・感染症対策の推進」 

現状と課題 

１．生活環境の整備充実 
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○障がいの有無にかかわらず、市民の誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン＊

の視点から居住環境や生活環境をより良くすることで、快適な過ごすことができ

るまちづくりを目指します。 

【主要施策】 

  

 

◆障がいのある人の多様なニーズに対応し、住み慣れた住宅で住み続けることが

できるよう、手すり設置や段差解消などバリアフリー化に必要な費用の一部助

成を継続していきます。 

◆高齢者や障がいのある人が利用しやすい住宅の普及促進を図るため、バリアフ

リー化などに関する相談や情報提供に努めます。 

 

 

◆障がい者用トイレやオストメイト対応トイレの整備、障がい者用駐車スペース

の確保など、障がいのある人が利用しやすい施設整備を推進します。 

◆既存施設の更新時には、障がいのある人に配慮した施設・設備の改修に努めま

す。 

 

 

◆ＪＲ駅や公共施設、商業施設、高齢者や障がい者などが利用する保健・医療・

福祉施設などが集まった地区において、安全で移動しやすい道路環境を維持す

るため、公園通など歩道のバリアフリー化を推進するとともに、千歳駅周辺交

通バリアフリー基本構想の見直しを行います。 

◆違法な駐車や駐輪、歩道上の不法占拠物や広告物の解消に向けた啓発・指導に

努め、視覚障がいのある人や車いす等を利用している人などが、安全に歩道を

通行できる環境整備に努めます。 

                                            
＊ユニバーサルデザイン…心身に障がいのある人、高齢者、子ども、健常者の区別なく、誰でも使い 

やすいように設計（デザイン）された製品や空間のことを表します。 

取組の方向 

（１）住まいのバリアフリー化の推進 

（２）公共施設等のバリアフリー化の推進 

（３）道路・公共交通機関のバリアフリー化の推進 
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◆公園出入口等の段差解消や多目的トイレの設置など必要に応じて整備すること

とし、障がいのある人が快適に利用できる公園緑地づくりを推進します。 

  

（４）公園緑地のバリアフリー化の推進 
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○災害時に自ら避難することが困難であり、支援が必要な人の名簿である「避難行

動要支援者名簿」を定期的に更新し、避難行動要支援者の的確な把握に努めてき

ました。アンケート調査では、災害時に一人で避難「できない」と答えた人が約

４割いることから、関係団体や地域住民との連携による円滑な避難支援体制が課

題となります。 

○事業所アンケートでは、事業所の防犯対策について、「不審者等の防犯について

利用者に注意喚起している」（57.5％）、「出入口を施錠している」（45.0％）、「巡

回による利用者の安否確認をしている」（22.5％）、となっており、事業所はそれ

ぞれ、何らかの防犯対策を取っていることがわかりました。利用者、家族、事業

者、地域住民、警察等が連携して、障がいのある人が犯罪の被害者にならないよ

うに防犯対策を講じていく必要があります。 

○新型コロナウイルス感染症の対策として、各関係施設において、日頃から職員や

利用者の体調把握に努めるなど、感染拡大防止策を実施する必要があります。 

≪当事者アンケート調査結果から≫ 

・災害が発生したとき、一人で避難できるかについて、「できない」40.4％、「わ
からない」が 20.3％となっている。避難所について、「知らない」と回答した
人は 31.7％となっている。 

・自宅にいる時に災害が発生した場合の、防災情報の希望する入手方法は「ラ
ジオ・テレビ」（29.4％）に次いで、「直接の声かけ」が 27.8％と高い割合
となっている。 

≪関係団体ヒアリング結果から≫ 

 災害時におけるネットワークの構築及び周知をお願いしたいです。 
 防災無線の活用をもっと活発に行ってほしいです。 
 防災時の情報発信に文字情報も積極的に取り入れられる工夫がほしいです。 

現状と課題 

２．防災・防犯・感染症対策の推進 
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○障がい者が地域で安全・安心な環境の中で生活できるように、防災・防犯対策を

推進します。特に、防災対策では、避難行動要支援者名簿を作成し、災害時の避

難支援体制の充実を図ります。 

○冬期間の除雪作業やひとり暮らし見守り活動等安全・安心につながる支援を継続

して実施していきます。 

 

 

【主要施策】 

  

 

◆「避難行動要支援者名簿」を年２回更新し、平常時の見守りや防災訓練の時に

名簿情報を活用し、円滑な避難支援体制を図ります。 

◆「避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画）」に基づき、町内会、民生委

員児童委員等との連携を強化し、一人一人の避難行動要支援者を支援するため

の個別プランを作成するなど、避難行動要支援者の避難の支援体制の充実に努

めます。 

◆地域防災計画の推進を図るため、千歳学出前講座などにより積極的な啓発に努

めます。 

◆指定避難所に配備している「要配慮者カード」＊の周知を図り、避難所におけ

る支援体制の充実に努めます。 

◆聴覚障がい（２～４級）、視覚障がい（１～４級）のある人が在宅する世帯に

防災行政無線の戸別受信機を配備し、災害時における情報提供手段の多重化に

努めます。 

 

 

 

                                            
＊要配慮者カード…避難所生活において要配慮者（障がいのある人など）が周囲の避難者に対して支

援して欲しいこと、知っておいて欲しいことを情報発信するカードのことです。 

取組の方向 

（１）防災・減災体制の強化 
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◆緊急時に連絡することが困難な重度の身体に障がいのある方の住宅に「緊急通

報システム」を設置し、消防本部等への連絡手段を確保するとともに、消防の

共同運用が令和７年から開始されることに伴い、今後のシステム移行や運用方

法について必要な検討を行います。 

 

 

◆冬期間において、自宅の玄関前から道路までを除雪し、緊急時の避難通路を確

保します。 

 

 

 

◆一人世帯で障害福祉サービス等を利用していない人の現況を把握するととも

に、障がい福祉制度のしおりを活用したサービス等の利用案内や民生委員児童

委員と協力した見守り活動を推進します。 

 

 

 

◆悪質商法等の被害防止のため、関係機関との連携による啓発や相談体制の充実

を図るとともに、障がいのある人が消費者被害に巻き込まれないための取組を

促進します。 

 

 

 

◆保健所や医療機関等と連携を図り福祉サービス事業所等に感染症対策に関する

取組の支援を行います。  

（２）緊急時における連絡手段の確保 

（３）避難通路の確保 

（４）ひとり暮らし見守り活動の充実 

（５）消費者被害の防止 

（6）感染症対策の推進 
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第６章 第６期千歳市障がい福祉計画         
 
 
１．計画の位置付け 

第６期千歳市障がい福祉計画は、障害者総合支援法第88条に基づき、国が定める基本
指針に即し、地域において必要な障害福祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事
業等の各種サービスが計画的に提供されるよう、令和５年度における障害福祉サービス
に関する数値目標の設定及び各年度のサービス量を見込むとともに、サービスの提供体
制の確保や推進のための取組を定めるものです。 

また、第６期千歳市障がい福祉計画は、千歳市障がい者計画に掲げる施策のうち、障害
福祉サービスや地域生活支援事業に関する実施計画としての性格を有するものとして策
定します。 

 

２．計画策定に当たっての視点 

国の基本指針で示されている次の基本的理念を踏まえて、本市の障がい福祉計画を策
定します。 

1．障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 
障がいのある人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障

害福祉サービス等の提供体制の整備を進めます。 

２．市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サー

ビスの実施等 
障がいのある人が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市を実施主

体とし、障害福祉サービスの対象となる障がい者等の範囲を身体障がい者、知的障が
い者、精神障がい者、難病患者等とします。 

３．入所等から地域生活移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサ

ービス提供体制の整備 
障がいのある人が自立して生活し就労しやすい環境づくりに向け、地域で継続し

て生活しやすい環境づくりや地域生活移行、就労支援といった課題に対応したサー
ビス提供体制を整えていきます。 

４．地域共生社会の実現に向けた取組 
障がい福祉の視点から地域共生社会の実現に向けて、障がいのある人が保健、医療、

障がい福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられる体制づくりを目指します。 
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３．サービスの提供体制の確保の考え方 

国における障害福祉計画策定基本指針の改定内容を踏まえ、「施設入所者の地域生活へ
の移行」や「福祉施設から一般就労への移行」などに関する令和５年度末における目標値
を設定した上で、利用者のニーズに応じた障害福祉サービスの提供体制の確保を図りま
す。 

 

１．必要な訪問系サービスの提供 

訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援）の

充実を図り、サービス提供体制の確保に努めます。 

２．希望する障がい者等への日中活動系サービスの提供 

住み慣れた地域での生活が保障できるよう、日中活動系サービス（療養介護、生活

介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、地域活動

支援センター）の確保に努めます。 

３．グループホーム等の充実及び地域生活支援体制の充実 

地域の住まいの場としてのグループホームの充実に努めるとともに、千歳市障が

い者地域自立支援協議会を活用して、地域ネットワークを構築し、関係機関との連携

を強化し、地域支援体制の充実に努めます。 

また、支援の拠点となる地域生活支援拠点等について、その整備に向けた課題整理

等に努めます。 

４．福祉施設から一般就労への移行等の推進 

福祉施設のみならず、一般就労を希望する障がいのある人に対して、就労移行支援、

就労継続支援、就労定着支援などのサービス提供体制の確保に努めます。 

５．必要な相談支援体制の確保 

障がいのある人や障がいのある人を支える人への相談支援体制の充実を目指しま

す。相談支援事業者等は、障がいのある人などが抱える課題を把握し、適切なサービ

スと関係機関との連携による対応に努めます。 
 

４．計画の期間 

令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 
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５．計画の対象 

・ 身体に障がいのある人 

・ 知的障がいのある人 

・ 精神障がい（発達障がいを含む）のある人 

・ 難病患者などその他心身機能の障がいがあって、障がい及び社会的障壁により継続

的に日常生活及び社会生活に相当な制限を受ける状態にある人 

 

６．計画の内容 

（１）第６期千歳市障がい福祉計画は、計画の実施により達成すべき目標と目標達成に向
けて定期的な状況確認を行うための指標（活動指標）を定め、数値目標及び必要なサ
ービス量確保のための方策を定めます。 

 
（２）令和3年度から令和5年度までの各年度における障害福祉サービス及び地域生活支

援事業等の見込量とその見込量を確保するための方策を定めます。 
 

７．障害福祉サービス等の提供体制に係る目標 
 
国の基本指針に基づき、「福祉施設の入所者の地域生活への移行」や「福祉施設から一

般就労への移行等」などに関する令和５年度末における目標を定めます。 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 
●国の基本指針等 

基本指針では、令和５年度における施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者
数から1.6％以上減少させること、また令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が
地域生活に移行することを目標としています。 

●千歳市 
本市では、現在の施設入所者がグループホームや自宅などに住まいの場を移しても、

令和２年３月末現在で121人の施設入所者がいることやこれまでの施設入所者数の推
移を考慮し、令和５年度の入所者数を119人、令和元年度末時点からの入所者減少数２
人（1.6％以上の減）を目標として取り組みます。 

また、令和元年度末時点の施設入所者のうち、グループホームなど地域生活への移行
者数を８人（６％以上）とすることを目標とします。 

 
 



 

110 
 

 

【施設入所者数及び施設入所から地域生活への移行者数の目標値】 

項   目 数値 考え方 

基準日時点での施設入所者数…Ａ 121 人 令和元年度末時点の人数 

令和５年度入所者数…Ｂ 119 人 令和５年度末の利用人数 

減少見込数（Ａ－Ｂ） ２人 
1.6％以上減少 

【減少見込みの割合＝（Ａ－Ｂ）/Ａ×100】 

施設入所者の地域生活への移行者数 ８人 令和元年度末施設入所者の６％以上 

●施設入所者の地域生活への移行に向けた取組  
地域生活への移行に必要不可欠なサービスである短期入所については、今後の需要

増に対応するため、事業者に新規参入の働きかけを行うなど、受入先となる障害福祉サ
ービス事業者の確保に向けて取り組みます。 

施設入所者が地域に住まいの場を移した後も、自立と社会参加の実現が可能になる
ように、市や相談支援事業者等の関係機関が連携して、地域定着の支援体制の充実に努
めます。 

 
 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 
●国の基本指針等 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、北海道障が

い福祉計画では、国の基本指針を踏まえて、北海道の成果目標として、退院後１年以内

の地域における生活日数の平均を 316 日以上としています。また、精神病床における

早期退院率を設定しており、入院後３か月時点の退院率を 69％以上、入院後６か月時

点の退院率を 86％以上、入院後１年時点の退院率を 92％以上と設定しています。この

ほか、北海道では圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを、

継続して目標に定めています。 

 

●千歳市  
本市では、国の基本指針及び北海道障がい福祉計画との整合を図り、令和５年度を目

標として、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムに関する協議の場を設置す
ることとし、その開催回数や参加者数、検証実施について目標を定めます。 
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【精神障がいのある人にも対応した地域包括ケアシステムの構築】 

項   目 目標 考え方 

協議の場の開催回数 １回以上/年 専門部会など保健、医療、福祉関係
者による協議の場を設置 

協議の場の参加者数 10 人以上/年 保健、医療、福祉、介護、当事者、
家族等の関係者の参加者数 

協議の場における目標設定と検証実施 １回/年 年 1 回 PDCA サイクルにより評価
実施 

 
●精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する取組 

精神障がいのある人にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け、保健・医療・

福祉関係者が情報共有や連携を行う協議の場を年 1 回以上開催し、評価検証を行い、

10 人以上の参加を目標とします。精神障がいのある方が安心して地域で生活を継続で

きるよう、保健、医療、福祉が連携した会議の場において、地域で生活する上で必要な

資源やネットワークのあり方について、継続して検討していきます。 

 

 

（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

●国の基本指針等 
障がいのある人の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、様々な支援が切れ目なく

提供されるよう障がいのある人を地域全体で支える体制を地域生活拠点等といいます。
役割としては、各地域に相談窓口を設置し、障がいのある人等の将来の悩みや緊急時の
相談等に対し、各相談窓口が中心になって適切な機関と連携して対応するものです。整
備手法としては、地域における複数の機関が連携し、居住支援と地域支援機能の役割を
分担する「面的整備型」と、共同生活援助（グループホーム）・障害者支援施設に地域
支援機能を付加する併設型、１か所に機能を集約整備する単独型の「多機能拠点整備型」
の２つが示されています。国の基本指針では、令和５年度末までに各市町村又は各圏域
に１つ以上の拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検
証・検討することを基本としています。北海道障がい福祉計画においては、北海道の広
域性を考慮し、21の各障がい保健福祉圏域内に１か所以上の整備を目標としています。   
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＜地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）＞ 

 
出典：厚生労働省（平成 31 年３月地域生活支援拠点等について（パンフレット）） 

●千歳市 
地域生活支援拠点等について、国や北海道の動向を注視するとともに、札幌圏域にお

ける広域連携を図りながら、千歳市障がい者地域自立支援協議会などで設置に向けた
検討を進めます。 

項   目 目標 考え方 

地域生活支援拠点等の設置 １か所 障がいのある人の地域生活を支援
する、地域生活支援拠点等の設置 

機能検証の実施回数 １回以上/年 年１回以上運用状況の検証・検討を
実施 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 
①福祉施設から一般就労への移行 

●国の基本指針等 
国の基本指針では、令和５年度の一般就労移行者数を令和元年度の一般就労移行者

数の1.27倍以上に増加させることを目標としており、北海道障がい福祉計画において
も同様の目標設定をしています。 

 

●千歳市  
本市における令和元年度の一般就労移行者数は20人です。 
第６期障がい福祉計画における令和５年度の年間一般就労移行者数は、これまでの

実績及び地域の実情を踏まえ、令和元年度における一般就労移行者数の1.27倍である
26人を目標として取り組みます。 
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【福祉施設から一般就労への移行者数の目標値】 

項  目 数値 考え方 

令和元年度の 

一般就労移行者数…C 
２０人 

令和元年度において、福祉施設を退所し一

般就労した人数（北海道「一般就労移行状況

調査」による） 

【目標値】 

目標年度の一般就労移行者数 
２６人 

令和５年度において、福祉施設から一般就

労する人数（C×1.27） 

 
●福祉施設から一般就労に向けた取組 

本市の障がい者就労支援事業を実施している就労推進室やませみを中心に公共職業
安定所や関係機関との連携体制の充実・強化に努めます。 

千歳市内外の企業に働きかけ、雇用・就労機会の拡大や職場定着の支援を行い、福祉
施設から一般就労への移行を促進するよう努めます。 

また、障がいのある人の特性等について企業や従業員に理解を深めてもらい、就労に
つながるよう企業等に働きかけていきます。 

 

②就労移行支援事業における利用者数 

●国の基本指針等 
就労移行支援事業による一般就労移行者数については、令和５年度における利用者

数を令和元年度末における利用者数から1.30倍以上増加させることを目標としていま
す。また、就労継続支援A型による一般就労移行者数については、1.26倍以上、就労継
続支援B型による一般就労移行者数は1.23倍以上増加させることを目標としており、北
海道障がい福祉計画においても同様の目標設定をしています。 

●千歳市  
本市では、令和元年度の就労移行支援事業の利用者数は７人、就労継続支援A型の利

用者数は121人、就労継続支援B型の利用者数は270人です。第６期障がい福祉計画に
おける令和５年度の利用者数は、国の基本指針及び北海道障がい福祉計画における目
標に合わせ、就労移行支援事業利用者については、令和元年の1.30倍となる10人を目
標として取り組みます。また、就労継続支援A型については、令和元年の1.26倍以上の
153人とし、就労継続支援B型については、令和元年の1.23倍以上の333人を目標とし
ます。 
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【就労移行支援事業における利用者数の目標値】 

項  目 数値 考え方 

令和元年度末の 
就労移行支援事業の利用者数…D ７人 就労移行支援事業が対象 

【目標値】目標年度の 
就労移行支援事業の利用者数 １０人 

令和５年度末において、就労移行支援事業
を利用する人数を 1.30 倍増加（D×1.30） 

令和元年度末の 
就労継続支援 A 型の利用者数…E １２１人 就労継続支援 A 型が対象 

【目標値】目標年度の 
就労継続支援 A 型の利用者数 １５３人 

令和５年度末において、就労移行支援事業
を利用する人数を 1.26 倍増加（E×1.26） 

令和元年度末の 
就労継続支援 B 型の利用者数…F ２７０人 就労継続支援 B 型が対象 

【目標値】目標年度の 
就労継続支援 B 型の利用者数 ３３３人 

令和５年度末において、就労移行支援事業
を利用する人数を 1.23 倍増加（F×1.23） 

 
●就労移行支援事業に関する取組 

市内及び近隣事業所と連携を図るとともに、就労移行支援事業所をはじめとする就
労支援事業所の利用促進を図ります。 
 

③就労定着支援 

●国の基本指針等 
令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、７

割が就労定着支援事業を利用することを基本としています。また、就労定着支援事業所
のうち、就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上とすることを基本としてお
り、北海道障がい福祉計画においても、同様の目標設定をしています。 

 

●千歳市 
国の基本指針及び北海道障がい福祉計画における目標に合わせて、令和５年度にお

ける就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、７割が就労定着支援
事業を利用することを目標とします。また、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が
８割以上の事業所を全体の7割以上を目標とします。 
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【就労定着支援事業の目標値】 

項   目 目標値 考え方 

令和５年度末における 

就労定着支援事業利用者数 
７割以上 

就労移行支援事業等を通じて一般就
労に移行する者のうち、就労定着支援
事業を利用する者 

就労定着率 全体の 7 割以上 就労定着率が８割以上の事業所を全
体の７割以上 

 

●就労定着に向けた取組 

就労推進室やませみを中心に、仕事を続けられる環境や企業等も安心して雇用でき

るよう、受入れ時から就労後まで切れ目のない支援や相談体制づくりに努めます。 
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８．サービス見込量 
 

（１）指定障害福祉サービス 
①訪問系サービス                            

（a）居宅介護（ホームヘルプ） 
  

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 

 
 

これまでの利用状況は増加傾向で推移しており、実績や現在の利用者数等を踏まえ、
令和３年度以降における利用人数・利用時間は増加するものとして見込みます。 

＜居宅介護の見込量＞ 
単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 103 104 105 

時間/月 1,560 1,567 1,575 
 

(b) 重度訪問介護 
 

重度の肢体不自由または重度の知的・精神障がいにより常に介護を必要とする人に、
入浴や排せつ、食事等の介護、外出時における移動中の支援などを総合的に行います。 

 

 

重度訪問介護の対象者は、居宅介護と組み合わせて長時間サービスを要する人で、利
用者はほぼ定着しています。今後も横ばいで推移するものとして見込みます。 
＜重度訪問介護の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 ５ 5 5 

時間/月 646 646 646 

 

 

 

  

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 



 

117 
 

(c) 同行援護 

 

視覚に障がいがあり移動が困難な人に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報を
提供するとともに移動の援護などを行います。 

 
 

これまでの実績から、今後も横ばいで推移するものと見込みます。 
＜同行援護の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 14 14 14 

時間/月 158 158 158 
 

 

(d) 行動援護 

 
知的又は精神障がいにより、行動が著しく困難で常に介護を必要とする人に、外出時

の排せつや食事の介護及び必要な支援を行います。 
 

 

これまでの実績では１か月の利用者数と利用時間数はやや増加傾向にあり、令和３
年度以降においても利用人数・利用時間数は緩やかに増加するものとして見込みます。 

＜行動援護の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 21 22 23 

時間/月 420 440 460 
 

 

 

 

 

  

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 
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(e) 重度障害者等包括支援 
 

常に介護が必要な重度の障がいのある人で意思疎通に著しく支障のある人に、居宅
介護や同行援護、生活介護などの複数のサービスを包括的に行います。 

 

 
これまで利用実績はなく、市内にサービス提供事業者がないものの、本計画期間中に

1人の利用があるものとして見込みます。 
＜重度障害者等包括支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 １ １ １ 

時間/月 520 520 520 
 

【見込量確保のための方策等】 
市のホームページや障がい福祉制度のしおり、相談支援事業所を通じて、障が

い福祉制度の周知と事業内容の説明を行うなど、障害福祉サービス等の利用促進
に努めます。また、障がいの特性に応じた質の高いサービスを提供するため、障害
福祉サービス提供事業者の参入を促進するとともに、サービス提供体制の確保に
努めます。 

 

②日中活動系サービス                                     

(ａ) 生活介護 
 

障害者支援施設において常に介護が必要な障がいのある人に、食事や入浴等の介護
や日常生活上の支援を行うとともに、軽作業等生産活動などの機会を提供します。 

 

 

これまでの利用状況は横ばいで推移していますが、現在の利用人数やニーズ等を踏
まえ、令和３年度以降は緩やかに増加していくものとして見込みます。 
＜生活介護の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 248 254 260 

人日/月 5,110 5,230 5,360 
 

 

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 
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(ｂ) 自立訓練（機能訓練） 
 

身体に障がいのある人に対して、自立した生活ができるよう、身体機能・生活能力の
維持・向上等のために、身体的リハビリテーションや歩行訓練などを行います。 

 
 

これまでの利用状況は横ばいで推移しています。自立訓練（機能訓練）サービスを提
供する事業者が市内にないことや近郊市町村においても事業者が限られていることか
ら、令和３年度以降も横ばいで推移するものとして見込みます。 

＜自立訓練（機能訓練）の見込量＞ 
単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 １ １ １ 

人日/月 23 23 23 
 

(ｃ) 自立訓練（生活訓練） 
 

知的又は精神障がいのある人に対し、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所等
で入浴や食事など自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談・
助言などの支援を行います。 

 
 

これまでの実績では利用人数と利用日数は横ばい傾向にありますが、今後は、地域
生活への移行も考慮して緩やかに増加していくものとして見込みます。 

＜自立訓練（生活訓練）の見込量＞ 
単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 10 11 12 

人日/月 180 198 216 
 

  

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 
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(ｄ) 宿泊型自立訓練 
 

知的又は精神障がいのある人に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、家
事等の日常生活能力向上のための支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援
を行います。 

 
 

これまでの実績では１か月の利用人数と利用日数はほぼ横ばいで推移しています。
今後は、地域生活への移行を考慮して緩やかに増加していくものとして見込みます。 
＜宿泊型自立訓練の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 11 11 12 

人日/月 319 319 348 
 

(ｅ) 就労移行支援 
 

一般就労を希望する人に作業や実習を実施し、適性に合った職場探しや職場定着
のための支援、就労に必要な知識や能力の向上を図るための訓練等を行います。 

 
 

令和５年度末における就労移行支援事業の利用者数の計画目標を10人とし、各年
度の数値を見込みます。 
＜就労移行支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 ８ ９ 10 

人日/月 145 160 180 
 

  

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 
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(ｆ) 就労継続支援（A 型） 
 

一般就労に結び付かない人に、雇用契約に基づいた就労の機会を提供するととも
に、一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 
 

これまでの実績と現在の利用者数等を考慮して、令和３年度以降の利用人数と利
用日数は増加していくものとして見込みます。 
＜就労継続支援（A 型）の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 125 130 135 

人日/月 2,400 2,500 2,590 
 

(ｇ) 就労継続支援（B 型） 
 

一般就労が困難な人に、雇用契約を結ばずに就労の機会を提供するとともに、知識
や能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 
 

これまでの実績と現在の利用者数等から、令和３年度以降も利用人数及び利用日
数は増加していくものとして見込みます。 
＜就労継続支援（B 型）の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 300 320 340 

人日/月 5,070 5,400 5,740 
 

  

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 
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(ｈ) 就労定着支援 
 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人を対象に、相談を通じた生活
面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解
決に向けた支援を行います。 

 

 

一般就労に移行した人が長く職場に定着できるよう、サービスの提供や利用促進
に努めることとします。 
＜就労定着支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 6 8 10 
 
(ｉ) 療養介護 

 

病院等において、食事や入浴等の介護や日常生活上の相談支援やレクリエーショ
ン活動等の社会参加活動支援、コミュニケーション支援などを通じて、身体能力や日
常生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 

 
 

これまでの実績から、今後も横ばいで推移するものとして見込みます。 
＜療養介護の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 14 14 14 

 

  

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 
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(ｊ) 短期入所【福祉型、医療型】 
 

介護を行う人が病気になったときなどに、施設等において短期間、入浴や排せつ、
食事の介護など日常生活の支援を行います。障害者支援施設でサービスの提供を行
う「福祉型」と病院等でサービスの提供を行う「医療型」があります。 

 
 

これまでの実績と現在の利用者数を考慮して、短期入所【福祉型】及び短期入所【医
療型】は横ばいで推移していくものとして見込みます。 
＜短期入所【福祉型】(障害者支援施設等)の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 24 24 24 

人日/月 190 190 190 
＜短期入所【医療型】(病院や診療所等)の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 4 4 4 

人日/月 16 16 16 
 

【見込量確保のための方策等】 
千歳市障がい者地域自立支援協議会において、必要な日中活動系のサービスな

どの情報及び資料の収集を行い、障がいのある人の様々なニーズに対応した日中
活動の場の調査・研究等に努めるとともに、事業者に対し、各種研修会への参加を
働きかけ、専門的人材の確保や障害福祉サービスの質の向上に努めます。 

障がいのある人の工賃の向上を図るため、市役所各部署に「千歳市障害者就労
施設等からの物品等の調達方針」を周知し、就労継続支援事業所などが取り扱う
商品等の調達に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 
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③居住系サービス                                        

(ａ）共同生活援助（グループホーム） 
 

主として夜間に、相談や入浴、排せつ、食事の介護など日常生活支援を行います。 

 
 

これまでの実績から、横ばいで推移していくものとして見込みます。 
＜共同生活援助の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 120 120 120 

 

＜精神障害者の共同生活援助の見込量＞ 
単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 ２８ ２８ ２８ 

 

(ｂ) 施設入所支援 

 
主として夜間に、施設入所者への入浴や排せつ、食事の介護等の支援を行います。 
 

 

令和５年度末における入所者数削減目標値を推進する方向で見込みます。 
＜施設入所支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 １２１ １２０ １１９ 

 

  

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 
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(ｃ) 自立生活援助 

 
障害者支援施設等を利用していた障がいのある人で一人暮らしを希望する人を対

象に、生活能力等を補う観点から定期的な巡回訪問により適切な支援を行います。 
 

 

本計画の期間中に２人の利用があるものとして見込みます。 
＜自立生活援助の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 ２ ２ ２ 

 

＜精神障害者の自立生活援助の見込量＞ 
単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/月 １ １ １ 

 
【見込量確保のための方策等】 

グループホーム等の新規参入事業者に対する補助等の必要な支援策を検討
し、地域生活移行の促進に努めます。また、福祉施設入所者等の地域生活への
移行を推進することで、訪問系サービス利用者の増加が予想されることから、
ホームヘルパーの育成をサービス提供事業者に働きかけるなど、サービス提供
体制の確保に努めます。 

 

  

見込量の考え方 

 

事業内容 
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（２） 指定相談支援 
①計画相談支援                                  

 

 
障害福祉サービスを利用する人にサービス等利用計画を作成するなど、障害福祉

サービス事業者との連絡調整を行うとともに、サービス等の利用状況の検証を行い、
計画の見直しなどの支援を行います。 

 

 

 
これまでの障害福祉サービスの利用人数の推移を考慮し、今後も増加していくも

のとして見込みます。 
 

＜計画相談支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数

（人） 
987 1,022 1,058 

 
【見込量確保のための方策等】 

障がいのある人が必要なサービスを受けることができるよう、事業者に対して
相談支援事業所に係る周知を行い、サービス提供体制の充実・強化に努めます。 

市のホームページや障がい福祉制度のしおり、相談支援事業所を通じて制度の
周知を行うなど、障がいのある人やその家族に対する相談支援体制の充実に努め
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 
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②地域相談支援                                  

(ａ) 地域移行支援 
 

施設に入所又は精神科病院に入院している障がいのある人に、住居の確保、地域生
活への移行に関して相談や援助などを行います。 

 
 

令和５年度末における施設入所等から地域生活への移行者数の目標値を推進する
方向で見込みます。 

＜地域移行支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数

（人） 
４ ６ ８ 

 

＜精神障害者の地域移行支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数

（人） 
１ ２ ３ 

 

  

見込量の考え方 

 

事業内容 
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(ｂ）地域定着支援 
 

一人暮らしをしている人などに、常に連絡が可能な体制を確保して、障がいの特性
に起因して生じる緊急事態等の対応や相談などを行います。 

 
 

令和３年度以降の利用人数は、令和５年度末における施設入所から地域生活への
移行者数の目標値を考慮し、緩やかに増加していくものとして見込みます。 
＜地域定着支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数

（人） 
２ ３ ４ 

 

＜精神障害者の地域定着支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数

（人） 
１ １ １ 

 

 

【見込量確保のための方策等】 
施設入所者等には、障害福祉サービス利用の更新等にあわせて、地域生活への

移行について意思確認等を行い、必要に応じて地域移行・地域定着支援を促進し
ます。 

地域生活への移行を進めるには、施設入所者の意思確認、家族の理解や障がい
のある人に応じた支援計画、移行が途中で困難になった時の再入所施設の確保な
どが必要です。 

また、相談支援事業者に対して必要な相談支援専門員等の確保を図るなど、地
域移行・地域定着支援体制の充実・強化に努めます。 

 

  

見込量の考え方 

 

事業内容 
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（３） 地域生活支援事業（必須事業） 
①理解促進研修・啓発事業                            

 

市民に対して、障がいのある人への理解を深めるための研修や啓発（リーフレット
の配布等）などを行います。 

 

障がいのある人の自立した生活や社会参加を促進するためには、市民が障がいに
対する正しい理解と認識を深めることが重要です。このことから継続して事業を実
施します。 
＜理解促進研修・啓発事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 実施 実施 実施 
 

【見込量確保のための方策等】 
障がい特性や障がいのある人に対する理解が十分に進んでいないことから、リ

ーフレットの作成など障がい特性や障がいのある人に対する理解促進に努めま
す。 

 

 

②自発的活動支援事業                              

 

障がいのある人やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援します。 

 

障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活ができるように、障がいのある
人やその家族、地域住民等による自発的な取組を支援します。 

＜自発的活動支援事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 実施 実施 実施 
 

【見込量確保のための方策等】 
障がいのある人やその家族が互いの悩みを共有することや情報交換のできる交

流会活動など、自発的活動の支援を促進します。 

 

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 
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③相談支援事業                                  
 

 
障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、家族などからの相談に応じ、

必要な情報提供や助言を行い、事業者等の連絡調整などを総合的に実施します。 
 

 

 
相談支援事業所については新たな開設が見込めないことから、現状維持する方向で

見込みます。地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設
置に向けた取組を推進するとともに、相談支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、
専門的な知識を持つ職員を配置するなど、相談支援機能強化事業を引き続き実施して
いく方向で見込みます。 

住宅入居等支援事業は、今後、実施していく方向で見込みます。 
 

＜障がい者相談支援事業の見込量＞ 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談支援事業 実施箇所数 ２ ２ ２ 

 
基幹相談 

支援センター 実施の有無 ― ― 実施 

 
相談支援機能

強化事業 実施の有無 実施 実施 実施 

 
住宅入居等 
支援事業 実施の有無 ― ― 実施 

 

【見込量確保のための方策等】 
「千歳市障がい者総合相談センターChip（ちっぷ）」を中心として、関係機関とのネ

ットワーク体制の充実・強化を図ります。 
地域の相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置に努めます。 
 

 
 

 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 
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④成年後見制度利用支援事業                          
 

 
成年後見制度を利用する場合の申立てに要する費用や後見人等の報酬を捻出する

ことが困難な人に対して費用の助成を行います。 
 

 
これまで成年後見制度における申立ての実績はありませんが、令和３年度以降は、

年間１人の利用があるものとして見込みます。 
＜成年後見制度利用支援事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/年度 1 1 1 
 

【見込量確保のための方策等】 
成年後見制度利用支援体制の充実・強化を図るとともに、リーフレットや市の

ホームページなどで制度の周知を図り、利用促進に努めます。 
 

 

 

⑤成年後見制度法人後見支援事業                       
 

 
成年後見制度の利用を促進する観点から、法人後見を担うための関係者への研修等

を行います。 
 

 
市民後見人の養成を含めた成年後見支援実施機関として、成年後見支援センターを

設置し、障がいのある人の権利擁護に関する体制の強化を図ります。 
＜成年後見制度法人後見支援事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 実施 実施 実施 
 

 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 

 

見込量の考え方 
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⑥意思疎通支援事業                               

 

手話通訳者や要約筆記者を派遣し、聴覚に障がいのある人への意思疎通の確保を
図ります。 

 

 
手話通訳者・要約筆記者派遣事業のこれまでの派遣実績は年度により増減が見られ

ますが、派遣件数は今後増加していくものとして見込みます。 
＜意思疎通支援事業の見込量＞ 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話・要約筆記者
派遣件数 件/年度 337 350 362 

手話通訳者設置事
業（専従人数） 人 2 2 2 

   
  

【見込量確保のための方策等】 
聴覚障がいのある人の社会参加等を支援するため、手話通訳者及び要約筆記者の

養成を図るとともに、講演会やイベントなどに手話通訳者や要約筆記者の派遣を行
い、手話通訳者及び要約筆記者が活動できる場の拡大に努めます。 

 

 

⑦日常生活用具給付事業                           
 

 
重度の障がいのある人に対し、日常生活の便宜を図るため、障がいの種類と程度に

応じて日常生活用具を給付します。 
 

 
各日常生活用具の年間延べ給付件数については、これまでの給付実績等を踏まえ、

排泄管理支援用具の給付は増加していくものとして見込みます。 
 
 

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 
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＜日常生活用具給付等事業の見込量＞ 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護・訓練支援用具 件/年度 8 

 
8 8 

自立生活支援用具 件/年度 25 25 25 

在宅療養等支援用具 件/年度 20 20 20 

情報・意思疎通支援用具 件/年度 15 15 15 

排泄管理支援用具 件/年度 1,994 2,069 2,148 

居宅生活動作補助用具 件/年度 2 2 2 

 

【見込量確保のための方策等】 
日常生活用具の情報収集に努め、利用者に対して手帳交付時に説明を行うなど、適

切な給付に努めます。 
障がいの特性に応じた日常生活用具の給付種目の拡大や見直しに努めます。 

 

⑧手話奉仕員養成研修事業                           
 

 
聴覚障がいのある人との交流活動の促進、広報活動などの支援者として期待される

手話表現技術を習得するための養成研修を実施します。 
 

 
これまでの実績等から、今後も横ばいで推移するものと見込みます。 
＜手話奉仕員養成研修事業の見込量＞ 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話奉仕員養成 人/年度 30 30 30 

 初級 人/年度 15 15 15 

 中級 人/年度 15 15 15 
※手話奉仕員…千歳市手話講座初級課程（全 18 回）、同中級課程（23 回）の修了者数 

 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 
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⑨移動支援事業                                
 

屋外での移動が困難な障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むた
めに外出の支援を行います。 

 

これまでの実績では利用者数及び利用時間はほぼ横ばいとなっており、今後も横
ばいで推移するものとして見込みます。 
＜移動支援事業の見込量＞  

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
人/年度 130 130 130 

時間/年度 12,000 12,000 12,000 
 

【見込量確保のための方策等】 
相談支援事業などを通じて移動支援サービス提供事業者の情報や制度内容の周

知に努めます。 
 

 

⑩地域活動支援センター事業                           
 

社会との交流を促進することなどを目的に設置している地域活動支援センターに
おいて、創作活動や生産活動の場を提供します。 

 

これまでの実績では年間利用者数は横ばいで推移しています。今後も横ばいで推移
するものとして見込みます。 
＜地域活動支援センター事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
箇所数 ２ ２ ２ 
人/年度 150 150 150 

 

【見込量確保のための方策等】 
社会との交流を促進し、自立した生活を支援する地域活動支援センターの運営

の安定を図るため、運営費を補助します。 

 

 

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 

 



 

135 
 

（４）地域生活支援事業（その他の事業）  

①日常生活支援                                  

(a) 訪問入浴サービス事業 
 

身体に障がいのある人の生活を支援するため、簡易浴槽を提供し、訪問により入浴
の介助を行います。 

 

訪問入浴サービス事業の利用人数は、病気やけが等により一時的な利用があるこ
とを考慮して、増加していくものとして見込みます。 

＜訪問入浴サービス事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/年度 8 9 9 
 

(b) 日中一時支援事業 

 
障がいのある人の日中における活動の場を提供し、家族の就労支援や一時的な休

息を確保します。 
 

事業者数は横ばいで推移していくものとして見込みます。 
利用人数は障がいのある人や障がいのある子どもの増加や介護者の休息等による

利用を考慮して、今後、緩やかに増加していくものとして見込みます。 
＜日中一時支援事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

箇所数 25 25 25 

人/年度 120 125 130 
 

【見込量確保のための方策等】 
訪問入浴サービス事業では、今後も利用者の保健衛生の向上と介助者の負担軽

減を図られるよう、事業の継続実施に努めます。 
日中一時支援事業では、手帳交付時に制度の周知と事業内容の説明を行うなど

サービス利用の促進に努めます。 

 

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 
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②社会参加促進事業                               

(a） 点字・声の広報等発行事業 
 

 
視覚障がいのある人のために、点訳・音訳の方法により、市の各種広報紙等を発行

し、障がいのある人が地域で生活していく上で必要な情報を提供します。 
 

 

これまでの実績を踏まえ、利用人数は緩やかに増加するものとして見込みます。 

＜点字・声の広報等発行事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

箇所数 １ １ １ 

人/年度 610 620 630 

 

 (b) 奉仕員養成研修事業 
 

 
視覚障がいのある人及び聴覚障がいのある人との交流活動を促進し、さらに市の

広報活動などを支援する者として、要約・点訳・音訳奉仕員を養成します。 
 

 
これまでの実績を踏まえ、ほぼ横ばいで推移するものとして見込みます。 

＜奉仕員養成研修事業の見込量＞ 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

要約奉仕員養成* 人/年度 ７ ７ ７ 

点訳奉仕員養成* 人/年度 5 ― 5 

音訳奉仕員養成* 人/年度 ― 8 ― 
*要約奉仕員養成…要約筆記奉仕員養成講習会(全８回)の修了者数。 
*点訳奉仕員養成…点訳ボランティア養成講習会(全 20 回）の修了者数。【隔年度実施】 
*音訳奉仕員養成…音訳ボランティア養成講習会(全 20 回)の修了者数。 

 

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 
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(c) 自動車運転免許取得費助成事業 

 
障がいのある人の自立生活や社会参加を促進するため、自動車運転免許証の取得

に必要な費用の一部を助成します。 
 

 
これまでの実績を踏まえ、横ばいで推移するものと見込みます。 

＜自動車運転免許取得費助成事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/年度 ５ ５ ５ 

 
(d）自動車改造費助成事業 

 
身体に障がいのある人が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造

に要する費用の一部を助成します。 
 

 
これまでの実績を踏まえ、横ばいで推移するものと見込みます。 

＜自動車改造費助成事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/年度 1 1 1 

 

【見込量確保のための方策等】 
点字・声の広報事業では、点字版及び音声テープ版等の各種広報紙を発行する

など、情報格差が生じないように継続して取組を実施するとともに、点訳・音訳奉
仕員研修を行い、人材の養成に努めます。 

自動車運転免許取得費助成事業及び自動車改造費助成事業について、障がい福
祉制度のしおりや市のホームページなどで周知を行い、制度の利用促進に努めま
す。 

見込量の考え方 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

事業内容 
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（５）地域生活を支援する市独自事業の見込量 

事業名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

紙おむつ支給事業 件/年度 170 175 180 

住宅改修資金助成事業 件/年度 ５ ５ ５ 

訪問給食サービス事業 食/年度 2,700 2,700 2,700 

除雪サービス事業 
世帯数 

/年度 
30 35 40 

移送介助サービス事業 件/年度 145 150 155 

緊急通報システム整備事業 
世帯数 

/年度 
10 10 10 

自立支援教育訓練助成事業 人/年度 1 1 1 

福祉サービス利用券助成事業 人/年度 3,590 3,620 3,650 

精神障害者通所交通費助成事業 件/年度 230 235 240 
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第７章 第２期千歳市障がい児福祉計画      

 

 

１．計画の位置付け 

「第２期千歳市障がい児福祉計画」は、改正児童福祉法第 33 条の 20（平成 30 年４

月１日施行）に規定する「市町村障害児福祉計画」として、国が定める基本指針に基づき、

「障がいのある児童の健やかな育成のための療育支援」に向けたサービス提供体制の計

画的な構築及び児童発達支援センターを中心とした地域支援体制の構築、ライフステー

ジに応じた切れ目のない支援や保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連携した支

援などの取組を定めるものです。 

また、この計画は、千歳市障がい者計画に掲げる施策のうち、障害児通所支援及び障害

児相談支援事業に関する実施計画としての性格を有するものとして策定します。 

 

 

２．計画の期間 

令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

 

 

３．計画の対象 

18歳未満の身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童、精神障がいのある児童
及び療育支援が必要な児童 
 

 

４．計画の内容 

（１）障がい児支援の体制整備の促進のため、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供
体制の確保に係る目標を定めます。 

（２）令和３年度から令和５年度までの各年度における指定通所支援又は指定相談支援
のサービス提供種類ごとの必要な利用見込量とその利用見込量を確保するための方
策を定めます。 
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５．障がい児支援等の提供体制に係る目標 

国が示す基本指針のうち、「保育所等訪問支援の利用体制の構築」や「保育所・認定こ
ども園・学童クラブにおける障がい児の受入れ」に関する目標を設定して取り組みます。 

なお、国が示す基本指針のうち、「児童発達支援センターの設置」（令和２年４月設置）、
「重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の
確保」（平成24年提供開始）、「医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及び
コーディネーターの配置」（平成31年３月設置及び配置）については、すでに数値目標を
第１期障害児福祉計画期間内にて達成していることから、新たな数値目標は設定せずに、
それぞれの機能の質的向上を目指すこととします。 
 

 

 

（１）保育所等訪問支援の利用体制の構築 
●国の基本指針 

令和５年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制
を構築することを目標としています。 
 
●千歳市 

児童発達支援センターと１か所の民間事業所が保育所等訪問事業を行う事業所とし
て指定を受けています。実績として、平成 30 年度末の契約実数が２５人、令和元年度
末の契約実数が２８人とやや増加傾向にあります。 

集団の中での課題を有する児童が増えており、母子家庭や共働き家庭が増えている
ことからも潜在的なニーズがあると考えられ、ニーズの掘り起こしと集団生活の適応
を促す支援の質の向上に努めます。 

 

【保育所等訪問支援の目標値】 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 24 24 24 

人日/月 48 48 48 
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（２）保育所・認定こども園・学童クラブにおける障がい児の受入れ 
●国の基本指針 

各都道府県及び各市町村において、障害児通所支援事業所を利用する障がい児の保
護者の子ども・子育て支援等の利用ニーズを満たせる定量的な目標を示し、希望に沿っ
た利用ができるよう保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラ
ブ）等における障がい児の受入体制の整備を行うことを基本としています。 

 
●千歳市 

本市において、保育所や学童クラブ等における障がい児の受入れの歴史は長く、多く
の子どもたちが障がいの有無にかかわらずともに育ち合う経験を積み重ねています。 

令和３年度からは、保育所や学童クラブ等の受入れ対象施設を増やし、障がい児の保
育ニーズを踏まえた受入れ体制の充実に努めます。 

 
【定量的な目標の設定】 

種 別 利用ニーズを踏まえた
必要な見込量（人） 

定量的な目標（見込み）（人） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育所・認定こども園 61 61 61 61 

学童クラブ 28 28 28 28 

 

 ＊保育所・認定こども園の見込量は、障がいの程度に応じた（障がい児３人につき、保

育士を１人配置）受入れ人数です。 
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６．サービス見込量 

（１）障害児支援サービス 

①障害児通所支援                            

(a) 児童発達支援 

 

療育支援が必要な就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導
や集団生活への適応訓練などを行います。 

 

利用ニーズはあるものの、就学前児童数が減少傾向にあることから、利用児童数
は、過去、数年150人前後で推移しており、今後も利用児童数および利用件数は横ば
いで推移すると見込みます。 

＜児童発達支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 150 150 150 

人日/月 900 900 900 

 
(b) 放課後等デイサービス 

 

 
通学中の障がいのある児童や生徒に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇に、生

活能力向上のための訓練を行います。 
 

 
市内の小中学校に設置している特別支援学級数の増加等に伴い、放課後等デイサ

ービスの利用者数は増加していくものと見込みます。 
＜放課後等デイサービスの見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 200 215 230 

人日/月 2,000 2,150 2,300 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 
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(c) 保育所等訪問支援 
 

療育支援の必要な児童が通う幼稚園や保育所等を訪問して、集団生活への適応の
ための専門的な支援等を行います。 

 
 

過去の実績から、伸びはないため、横ばいで推移すると見込みます。 

＜保育所等訪問支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 24 24 24 

人日/月 48 48 48 
 

【見込量確保のための方策等】 
障がいのある子どもが必要な支援を受けることができるよう、児童発達支援セ

ンターと民間事業所などの関係機関との連携を深め、保育所や幼稚園等への訪問
療育支援を充実することにより、療育の質の向上に努めます。 

 

(d) 居宅訪問型児童発達支援 
 

重度の障がい等のために外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して療育支援
を行います。 

 

児童発達支援センターにおいて把握している重度障害児の実態から、少数で推移
すると見込みます。 

＜居宅訪問型発達支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人/月 1 1 1 

人日/月 5 5 5 
 

【見込量確保のための方策等】 
人工呼吸器等の医療的ケアが必要で感染症にかかりやすく重篤化するおそれ

がある児童について、児童発達支援センターで家庭訪問による療育支援を行って
います。 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 
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②障害児相談支援                            
 

障害児通所支援の利用に当たって必要な障がい児支援利用計画を作成します。 
また、定期的に障害児通所支援の利用状況を検証します。 
 

過去の実績と現在の利用者数を踏まえ、緩やかに増加していくものと見込みます。 

＜障害児相談支援の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 175 180 185 
 

【見込量確保のための方策等】 
障がいのある児童や生徒等が地域の中で自立した生活を送り、必要な支援を受

けることができるよう、サービス等利用計画等の作成に向けた体制の充実・強化
に努めます。 

 

 

③巡回支援専門員事業                           
 

発達障がい等に関する知識を有する専門員が、子どもや保護者が利用する認定こ
ども園等を巡回し、障がいの早期発見・早期対応のための助言等を行います。 

 

障がいの早期発見・早期対応をするため、今後も必要な事業として実施していくも
のと見込みます。 
＜巡回支援専門員事業の見込量＞ 

単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

か所数 1 1 1 
 

【見込量確保のための方策等】 
巡回支援専門員が認定こども園等を巡回し、施設内で早い段階から支援を行うた

めの体制の充実に努めます。 
 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 

 

見込量の考え方 

 

事業内容 
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④医療的ケア児支援事業 
 

 
千歳市医療的ケア児支援協議会に配置しているコーディネーターが中心となって、   

医療的ケアを必要とする児童が地域で安心して暮らすための支援を総合的に調整す
るとともに、地域課題の共有や学習の機会の提供等を行います。 

 

 

より質の高い事業実施の安定化を図るため、コーディネーターの増員を見込みま
す。 

＜コーディネーターの配置人数の見込量＞ 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配置人数 1 2 2 
 
 
 
 

【見込量確保のための方策等】 

地域に居住する医療的ケア児と保護者が安心してサービスを受けることがで
きるよう、コーディネーターの資格取得を促進します。 

  

見込量の考え方 

 

事業内容 
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第８章 計画の実施体制と進行管理       
 

１．計画の実施体制 

 

千歳市障がい者計画及び第６期千歳市障がい福祉計画並びに第２期千歳市障がい児

福祉計画の３計画については、一体的に推進するものとし、保健福祉部障がい者支援課

が中心となり、庁内関係部局、関係団体･機関、関係行政機関等と連携を図りながら、

総合的かつ効果的な計画の推進を図ります。 

また、千歳市障がい者地域自立支援協議会を定期的に開催し、障がいのある人やその

家族、障害福祉サービス事業所、公共職業安定所等関係機関などの多様な主体のネット

ワーク化を図り、保健・医療、療育・保育・教育、雇用・就労などの様々な分野が連携

しながら、計画の推進体制を確保します。 

 

 

２．計画の進行管理 

 

千歳市障がい者計画に掲げた各施策の取組実績、第６期千歳市障がい福祉計画に掲

げた目標及び障害福祉サービスや地域生活支援事業の実績並びに第２期千歳市障がい

児福祉計画に掲げた障害児支援の提供体制の確保に係る目標等について、調査分析を

行い、その結果を千歳市障がい者地域自立支援協議会に報告し、計画の推進方法につい

て意見を求めるとともに、進捗状況の点検や評価を受けることとします。 

また、進行管理においてはＰＤＣＡサイクルを取り入れ、毎年度、各種施策の実施状

況や設定した目標値、見込量の達成状況の分析及び評価を行い、必要に応じて計画内容

の見直しを行うこととします。 

 
●PDCA サイクルによる評価・検証 

「PDCAサイクル」とは、様々な分野における品質改善や業務改善などに広く活用さ
れているマネジメント手法で、「計画（Plan）」、「実行（Do）」、「評価（Check）」、「改
善（Action）」のプロセスを順に実施していくものです。 
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図表 52 PDCA サイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

計画 

（Plan） 

実行 

（Do） 

評価 

（Check） 

改善 
(Action) 

千歳市障がい者計画、第６期千歳市障がい福祉計画及び第２期

千歳市障がい児福祉計画を策定し、施策の方向性や国の基本指針

に基づく目標値の設定、障害福祉サービス等の提供に関する見込

量及び見込量確保のための方策等を定めます。 

計画内容を踏まえ、施策の推進及び障害福祉サービス等の提供

に関する見込量を確保するための方策を実施します。 

定期的な中間評価を実施します。 

・ 施策の推進状況を毎年把握し、中間評価として分析・評価を行

います。 

・ 成果目標や活動指標に対する実績を把握し、障がい者施策や

関連施策の動向も踏まえながら、中間評価として分析・評価を行

います。 

・ 中間評価の際には、千歳市障がい者地域自立支援協議会に

報告し、評価を受けるものとします。 

中間評価を踏まえて、必要に応じて見直しを行います。 

計画(Ｐｌａｎ) 

改善(Ａｃｔｉｏｎ) 

評価(Ｃｈｅｃｋ)  

実行(Ｄｏ) 


